
 

計画策定にあたって 

総務省は令和 6 年 5 月 4 日に，「我が国のこどもの数」とし

て，15 歳未満のこどもの数が 43 年連続の減少となったことを

公表しました。少子化の進行は，急速に進んでおり，本市にお

いても避けては通れない課題となっています。 

加えて，核家族化の進行や共働き家庭の増加，価値観の多様

化などにより，こども・子育てを取り巻く家庭環境や社会環境

は大きく変化しており，子育てに対する保護者の負担，不安や

悩み，孤立感などを感じる人も増加しています。 

若者が孤立することなく安心して子育てができる社会の実現には，子育て世代を温かく

□み まもり，社会全体で応援するという気運の醸成を図ることが重要となります。 

令和５年４月１日に新たに施行された「こども基本法」は，社会を構成している人々み

□ん なでこども施策を総合的に推進していくための基本法として制定されました。次代のに 

□な い手であるこども・若者が心身ともに健やかに，将来にわたって幸福な生活を送ることが 

□で きる社会環境を整えることは，社会共通の願いでもあります。 

本市においては，これまで推進してきた「大崎市子ども･子育て支援事業計画」の成果を

□お おいに生かしながら，こども・若者への施策の更なる充実に向けて，複数の既存計画を

□う けとめ，包含するかたちで，新たに「大崎市こども計画」を策定しました。 

こどもの権利を保障し，こども，保護者，地域，企業，行政など，様々な主体が互いに支 

□え 合いながら育ち合う関係の充実を図り，こどもの笑顔があふれ，「こどもと一緒にげ 

□ん きになれるまち」を目指してまいります。 

また，本市を含む大崎地域は，世界農業遺産「大崎耕土」として認定された豊穣の大地で 

□す 。先人の知恵と努力により育まれた巧みな水管理と伝統的な農文化，豊かな農作物によ 

□る 多彩な食文化や屋敷林「居
い

久根
ぐ ね

」など，誇るべき郷土の宝と知恵を受け継ぎ，世代の 

□輪 をつなげていくための取り組みについても，本計画に明記しました。 

今後の大崎市を担うこども・若者が自分たちの暮らすまちに興味や関心を持ち，大崎市

に暮らすことへの誇りと愛着を醸成する取り組みを進めるとともに，「大崎市こども計画」

の基本理念のもと，「こどもと一緒に元気になれるまち」を将来のあるべき姿として，子育

て支援策に取り組んでまいります。 

結びに，本計画の策定に当たり，アンケート調査やパブリックコメント等にご協力をい

ただきました多くの市民の皆様，貴重なご意見をいただきました大崎市子ども・子育て会

議委員，母子保健連絡協議会委員をはじめ，関係機関の皆様に心から感謝を申し上げます

とともに，今後も本市の発展のために，より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

令和７年３月 

大崎市長 伊藤 康志 
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計画策定の趣旨 

第１章 



 

 

 



 

 

1 

κ  

ꜙ Ḧ ᾧ 
 

Ŧ ǡ Ǜ  

平成 24 年８月に｢子ども･子育て関連３法*｣が成立し，全国の市町村に子ども･子育て支援事業計

画の策定が義務付けられたことから，大崎市（以下「本市」という。）では，平成 27 年度から令和

元年度までを計画期間とする｢大崎市子ども･子育て支援事業計画｣を策定しました｡その後，質の高

い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施するとともに，次世代育成支援，少

子化対策，学童期の放課後対策等をより一層推進するため，令和２年３月に｢第２期大崎市子ども･

子育て支援事業計画｣(以下｢第２期計画｣という｡)を策定し，「地域で見守り，地域で育て 笑顔あふ

れる子育て支援を目指して」を目指すべき将来像とし，こども･子育て支援施策を総合的，計画的に

推進してきました｡ 

しかしながら，こども・若者を取り巻く環境は時代の急速な変動とともにめまぐるしく変化し，

その結果生じた様々な困難や新たな課題に対応できずにいるこども・若者が増え，若年無業者（ニ

ート），ひきこもりなどの若者の自立をめぐる問題や，児童虐待，いじめ，不登校などの諸問題が深

刻化・長期化しています。 

また，子育て当事者の子育てに対する負担や不安，孤立感の高まりなどが影響し，若い世代が結

婚や子育ての将来展望が描けなくなっている状況です。 

このような状況を踏まえ，令和５年４月１日に，次代の社会を担う全てのこどもが将来にわたっ

て幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し，こども施策を社会全体で総合的かつ強力に

推進していくための包括的な基本法として「こども基本法」が施行されました。また，同年 12 月

22 日には同法に基づき，こども・若者施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めた

「こども施策に関する大綱（こども大綱）」が閣議決定されました。全てのこども・若者が身体的・

精神的・社会的に幸せな生活を送ることができる社会としての「こどもまんなか社会」を目指すも

のであり，その実現に向けて，市町村に対し，こども大綱及び都道府県こども計画を勘案した「市

町村こども計画」を定めることの必要性が示されました。 

本市においては，現行の第２期計画の計画期間が令和６年度で最終年度を迎えることから，国の

動向と第２期計画からの方向性を踏まえ，引き続きこども・若者施策を総合的に推進するため，新

たに「母子保健計画」を包含し，「大崎市こども計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。 
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ŧ ƈŹżƨȅ Ǳƻǒ ǡ  

平成 27 年 9 月の国連サミットにおいて，先進国を含む国際社会全体の開発目標として「SDGs

（持続可能な開発目標）」が採択されました。SDGs は，令和 12 年までに世界中で達成すべき事柄

として掲げられており，「誰一人取り残さない」社会の実現に向け，17 の目標と具体的に達成すべ

き 169 のターゲットから構成されています。 

国では SDGs の採択を受け，平成 28 年 12 月に SDGs 推進のための中長期戦略である「SDGs

実施指針」（平成 28 年 12 月 22 日 SDGs 推進本部決定）が策定されました。さらに，令和元年 12

月には同指針の改定が行われ，「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」をはじめと

した 8 つの優先課題と課題に取り組むための主要原則が掲げられています。 

また，内閣府は，自治体による SDGs の達成に向けた優れた取り組みを提案する都市を「SDGs

未来都市」として選定しており，大崎市は「『宝の都（くに）・大崎』の実現に向けた持続可能な田

園都市の創生」と題して申請を行い，令和４年 5 月 20 日に選定されました。 

「誰一人取り残さない」という SDGs の理念は，共生社会の実現に向け，こども施策の基本的な

方向を定める本計画でも共通する普遍的な目標でもあります。 

本計画に掲げる取り組みや事業を進める際には，SDGs の理念である「誰一人取り残さない」の

視点に基づき，取り組んでいきます。 

̗SDGsχ17χ  
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Ũ ǡ∞ ǘǄ 

ˢ͍ˣὓᵊχ   

本計画は，こども基本法第 10 条第２項に定める「市町村こども計画」であり，本市におけるこ

ども施策に関する事項を定める計画です。 

また，本計画は，次のこども施策に関連する計画等を包括するものとして策定しています。 

̗ ὓᵊχ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ˲άςϜ –τꜘήϦθ͒νχṁ σ♪ ˳ 
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άςϜϞֿיּבʼ◓Ӿο Ⱨּיχ♪ Ϭ ΰʼζχӪᾋϬ Φʼ ΰσΥϣʼρϜτ

ϛοΜΨ 
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Ῠσ ӾḕẽϬᶎ ΰʼ ₉ρᶊ₯χᵔ Ϭ Ϥʼ οχάςϜʾֿיּבΥ`δσ π

πΦϥϢΞτβϥ 

Μבֿ χ ᶨχṁ χӗ Ϭ ϥρρϜτʼ σᴣ Ḣʾ―Π Ϭ ρΰοֿבΜ
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ˢ͎ˣ ὓᵊρχḩἰ 

本計画は本市の最上位計画である「大崎市総合計画」と整合を図るとともに，福祉の上位計画で

ある「大崎市地域福祉計画」やその他の各種計画とも整合・連携を図りながら策定しました。また，

国や県の法律及び計画とも整合を図り策定しました。 

̗ὓᵊχӡ ξΪ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ũ  

計画期間は令和７年度から令和 11 年度までの５年間とします。 

̗ὓᵊṍḧ 

 H27̇H31sR1x  R2̇R6  R7̇R11  
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≤◕ꜛ╙ ├ὓᵊ 
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◓ ὲὓᵊ ◓ ὲὓᵊ├ ◙  

大崎市こども計画 

第１期 大崎市 
子ども・子育て 
支援事業計画 第２期 大崎市 

子ども・子育て 
支援事業計画 
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Ū ǡ  

「こども基本法」において，『こども』とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされており，

こどもが，若者となり，おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の

過程にある者を指しています。本計画においては，若者の対象年齢についてはおおむね 30 歳台ま

でとしますが，上記の考え方を踏まえ，施策や事業によっては明確に年齢で区分せず，必要なサポ

ートが途切れないようにするものとします。 

また，本計画は，こども・若者，子育てをしている保護者や子育て支援に関わる関係機関・団体

等も広く対象とします。 

なお，本計画における「こども」の表記については，令和４年９月 15 日付け内閣官房副長官補

付こども家庭庁設立準備室の事務連絡に基づき，特別な場合を除き平仮名の「こども」と表記して

います。特別な場合とは，例えば法令に根拠がある語を用いる場合や事業名，固有名詞を用いる場

合，そのほか，他の語との関係で「こども」表記以外の語を用いる必要がある場合などとしていま

す。 

（例）事業名：子ども･子育て支援事業，子ども医療費助成 

̗ˮάςϜṁ ˯  

ˢ Ṱˣ 

 άχ τΣΜοˮάςϜ˯ρψʺ χ χᵃ τΚϥּיϬΜΞʻ 

͎ άχ τΣΜοˮάςϜ☼├˯ρψʺⱳτἿΫϥ☼├ζχ χάςϜτḩβϥ☼├ẉόάϦρԁ

τ„γϓΦ☼├ϬΜΞʻ 

ԁ ⱪṍʺ ⱪṍʺᶘ ṍẉό◘ ṍχᶆ ᵬϬὊοʺΣρστσϥϘπχ χ χᵃ Ϭ

αο Ϧ σΨ“ϩϦϥάςϜχὲϞΤσ τ βϥ◦כ 

 ◓Ӿοτ ΞḿόϬםḇπΦϥּזᵓχםᾝτⱢβϥθϛʺ ʺὫₒʺ ʺ ▀ʺӾⱪ χᶆ

ᵬτᴂαο“ϩϦϥ◦כ 

╣ ᴪ τΣΪϥ Ӿḕẽζχ χάςϜχ Ӿḕẽχ  

̗ˮάςϜ –˯  

άςϜṁ τΣΜοˮ άςϜ ρ˯ψˮ χ χᵃ τΚϥּיϬΜΞʻ˯ ρήϦοΜϥ ά̒Ϧψʺ

18⅞Ϟ20⅞ρΜμθ π σЂЪ˔ЕΥ ϦσΜϢΞʺάςϜϞֿיּבΥζϦηϦχ ệτᴂ

αοּזᵓπ`δτ ϣΰοΜΪϥϢΞτ◦ΠοΜΨάρϬꜘΰθϜχπΚϤ ά̋ςϜΥ ʺρσϤיּבֿ̋

Σρσρΰοדᶪσּזᵓ ᶨϬ ϥάρΥπΦϥϢΞτσϥϘπχ χᵃ τΚϥּיϬ◙ΰοΜ

ϥ̞ʻ 

 

̞ˮ ⱪṍ˯s Ṱ ễӾ τ βϥϘπˣ̋ˮᶘ ṍ˯s ᶘ ˣ̋ˮ◘ ṍ˯s ᶘ ΤϣΣ

ΣϚφ18⅞Ϙπˣ̋ˮ ṍ˯s ΣΣϚφ18⅞ӟ‭ΤϣΣΣϚφ30⅞ ʻ☼├τϢμοψЪІЕ

ṍχּיϜ ρβϥʻx ρπ ΪοꜘβʻσΣʺˮ ʺτνΜοψ˯יּבֿ χ ṰψσΜΥʺ

άάπψ◘ ṍẉό ṍχּיρΰʺˮ άςϜ˯ρˮֿיּב˯ψ σϤ›Ξ ΥΚϥΥ ṍχ

Υּב τ ϥάρϬ ᶎτβϥ ›τψʺ ΤϤϞβΨꜘβρΜΞḢ Τϣʺ χṛ Ϭꜘβ

›Ϭ Φʺ τˮֿיּב˯χ῎Ϭ Μϥάρρβϥʻ 
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取り巻く状況 
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λ  

ᶼ ṳ ᴧ ◦  
 

Ŧ ƾǼǲǾ  

ˢ͍ˣ ῢ 

本市の総人口は年々減少しており，令和６年４月１日現在で 123,083 人と令和２年と比べて約

5,600 人減少しています。また，65 歳以上は 39,523 人（32.1％）と年々増加している一方で，

0～14 歳は 13,503 人（11.0％）と年々減少しており，少子高齢化が進行しています。 

̗ ͏Ỹ ῢχ ӱ            ̗ ͏Ỹ ῢᶤ›χ ӱ 

 
Ɫ ʿ ṁ ˢᶆ ͐Ὦ͍ ᾝ∕ˣ 

ˢ͎ˣ  

本市の出生数・出生率*はともに年々減少・低下しており，令和２年には出生数 737 人・出生率

5.82‰となっています。合計特殊出生率＊は平成 29 年までは全国・宮城県より高かったものの，

平成 30 年～令和４年には全国を下回っています。 

̗ ʾ χ ӱ              ̗›ὓ χ ӱ 

  
Ɫ ʿ₮ψẋ ᾉ ־ ὓ ˢᶆ 12Ὦ31 ᾝ∕ˣ̓ ֒ψῡ  ῢ ὓ 
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ˢ͏ˣάςϜʾֿיּב ῢ 

本市のこども・若者人口は総人口と同様に年々減少しています。いずれの年代も人口が減少して

おり，特に 30～39 歳と 0～５歳では人口・割合ともに他の年齢と比べて減少幅が大きくなってい

ます。 

̗άςϜʾֿיּב ῢχ ӱ             ̗ ῢτ ϛϥάςϜʾֿיּב ῢᶤ›χ ӱ 

  
Ɫ ʿ ṁ ˢᶆ ͐Ὦ͍ ᾝ∕ˣ 

ˢ͐ˣ  

本市の世帯数は年々増加しており，令和６年に 53,018 世帯となっているものの，１世帯あたり

人員は 2.32 人と年々減少しており，世帯の少人数化が進んでいます。 

また，ひとり親世帯については父子世帯・母子世帯どちらも増加傾向にあり，令和２年に父子世

帯は 91 世帯，母子世帯は 821 世帯となっています。18 歳未満のこどもがいる核家族世帯の割合

については年々低下しています。 

̗ ʾ͍ ΚθϤ Ԍχ ӱ          ̗ϋρϤ χ ӱ 

  

̗άςϜΥΜϥᶋᴪ χ ӱ 

  
H12 H17 H22 H27 R2 

 ᶤ›  ᶤ›  ᶤ›  ᶤ›  ᶤ› 

ԁ  42,834 100.0% 44,615 100.0% 46,058 100.0% 48,187 100.0% 48,775 100.0% 

ᶋᴪ  20,948 48.9% 22,114 49.6% 23,082 50.1% 24,632 51.1% 25,459 52.2% 

  

Ξκ 6⅞ χάςϜ 

ΥΜϥ  
3,249 7.6% 3,393 7.6% 3,263 7.1% 3,195 6.6% 2,887 5.9% 

Ξκ 18⅞ χάςϜ 

ΥΜϥ  
7,356 17.2% 7,440 16.7% 7,395 16.1% 7,634 15.8% 7,402 15.2% 

Ɫ ʿ ṁ ˢᶆ ͐Ὦ͍ ᾝ∕ˣ̓ ⁯ ₰  
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13,398 13,139 12,994 12,877 12,555

30-39⅞
14,877 14,392 13,770 13,154 12,601

47,428 46,165 44,906 43,535 42,148

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

R2 R3 R4 R5 R6

0-5⅞ 4.2 4.1 3.9 3.6 3.5

6-11⅞
5.0 5.0 5.0 4.9 4.9

12-14⅞

2.7 2.7 2.7 2.6 2.6

15-17⅞

2.9 2.8 2.8 2.8 2.8

18-29⅞

10.4 10.3 10.3 10.3 10.2

30-39⅞
11.6 11.3 10.9 10.5 10.2

0.0̋

5.0̋

10.0̋

15.0̋

20.0̋

25.0̋

30.0̋

35.0̋

40.0̋

R2 R3 R4 R5 R6

51,654 52,216 52,458 52,836 53,018

͍

ΚθϤ Ԍ

2.49 2.44 2.41 2.36 2.32

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

R2 R3 R4 R5 R6

◓

38 45
88 82 91

◓

245

319

809
859

821

0

200

400

600

800

1,000

H12 H17 H22 H27 R2



 

 

9 

ˢ͑ˣₒԎʾ ₒ 

本市の婚姻数は令和元年から令和２年にかけて 100 件程度減少し，令和２年以降 400 件台の横

ばいで推移しており，婚姻率は県よりやや低くなっています。 

離婚数は毎年おおむね 200 件台の横ばいで推移しているものの，令和３年以降はやや減少傾向

にあり，離婚率も県と同様に低下傾向にあります。 

̗ₒԎ ʾₒԎ χ ӱ              ̗ ₒ ʾ ₒ χ ӱ 

  

Ɫ ʿῡ  ῢ ὓ 

 

ˢ͒ˣ ₒ  

本市の未婚率は，年代が上がるにつれて年々減少しているものの，経年でみると未婚率が上昇し

ている年代が多くなっています。 

̗ ₒ χ ӱ 

Ɫ ʿῡ  ῢ ὓʼ⁯ ₰  
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ˢ͓ˣ ᶨ ῐ 

本市の生活保護受給者・世帯はほぼ横ばいで推移しているものの，保護率は緩やかに上昇してい

ます。そのうち，18 歳未満の児童がいる生活保護受給者・世帯は令和３年度まで減少していたも

のの，令和４年度に微増しています。 

̗ ᶨ ῐ ẚּיʾ ʾ ῐ χ ӱ       ̗18⅞ χⱪ ΥΜϥ ᶨ ῐ ẚּיʾ χ ӱ 

  

Ɫ ʿ ≤◕ ὓ ˢ ὓˣ 

 

ˢ͔ˣ χ ệ 

本市の女性の労働力率*は年々上昇しており，25 歳以上は８割台となっています。就業率*も年々

上昇しており，一般的に出産・子育てにより一時的に就業率が低くなる 30 歳台での落ち込みは少

なく，全体同様に年々上昇しています。 

̗ χ χ ӱ             ̗ χ Ộ χ ӱ 

 

Ɫ ʿ⁯ ₰ 
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ŧ ╔¤ ╔ ƾǼǲǾ  

ˢ͍ˣễӾʾ Ӿ☼  

市内の幼稚園の利用児童数は年々減少している一方で，市内の認可保育所・認定こども園の利用

児童数はほぼ横ばいとなっています。 

また，待機児童については令和２年度に 47 人となっていたものの年々減少し，令和５年度から

は解消しています。 

̗◕ χ χᾝה                ̗◕ χ ᴦ Ӿ ʾ άςϜהχᾝ  

  
Ɫ ʿ ≤◕ ὓ ˢ ὓˣ 

 

ˢ͎ˣ ᴿῇⱪ ϼжУ 

市内の放課後児童クラブの利用児童数は年々増加しており，令和３年度を除き全て利用児童が定

員を上回っています。 

̗◕ χ ᴿῇⱪ ϼжУχᾝ  

 

Ɫ ʿ ≤◕χּזᵓ ♅ˢ ὓˣ 
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ˢ͏ˣ‰ ᶘ  Ộῇχ  

市内の高校生の高等学校卒業後の進路は，いずれの年も「大学進学者」が最も多く，次いで「就

職者等」「専修学校（専門課程）進学者」となっています。 

また，「大学進学者」は令和３年度以降増加している一方で，「就職者等」は令和３年度以降減少

しています。 

̗◕ χ‰  χ ệχ ӱ 
  R1 R2 R3 R4 R5 

ᶘ ᶘּ585 י  44.9̋ 540  43.3̋ 562  44.8̋ 569  46.8̋ 598  49.2̋ 

ᶘ ˢ ᴿ ˣ ᶘּ197 י  15.1̋ 179  14.4̋ 128  10.2̋ 176  14.5̋ 185  15.2̋ 

ᶘ ˢԁ ᴿ ˣ ᶘּ19 י  1.5̋ 20  1.6̋ 82  6.5̋ 21  1.7̋ 19  1.6̋ 

῝Ặ Ộ ᵫ ☼ ᶘּ20 י  1.5̋ 11  0.9̋ 16  1.3̋ 18  1.5̋ 9  0.7̋ 

יּ  447  34.3̋ 460  36.9̋ 429  34.2̋ 408  33.6̋ 373  30.7̋ 

ζχ  36  2.8̋ 37  3.0̋ 37  3.0̋ 24  2.0̋ 31  2.6̋ 

›ὓ 1,304  100.0̋ 1,247  100.0̋ 1,254  100.0̋ 1,216  100.0̋ 1,215  100.0̋ 

Ɫ ʿᶘ ṁ ₰ˢ ὓˣ 

 

 

ˢ͐ˣІϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔ʾІϼ˔иϸϳрЈж˔ 

本市のスクールソーシャルワーカー
*
は，令和４年度に１人追加し，教育委員会に計３人配置して

います。また，スクールカウンセラー
*
は全ての市立小・中・義務教育学校＊に配置しており，令和

５年度は計 21 人となっています。 

̗Іϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔ʾІϼ˔иϸϳрЈж˔χ ӱ 

 R1 R2 R3 R4 R5 

Іϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔ 2  2  2  3  3  

Іϼ˔иϸϳрЈж˔ 26  26  25  23  21  

Ɫ ʿᶘ ễӾᴿˢ ὓˣ 
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Ũ ╔Ǚ ǡ  

ˢ͍ˣ▀  

本市の産婦訪問については，実施率はほぼ 100％近くで推移している一方で，産後うつ病質問紙

票によるハイリスク者率は令和２年度以降増加しています。 

̗▀ ˢϵЅрНж▀ῇΞν ל ♠ ☼ם̎ ệˣχ ӱ    ̗ϵЅрНж▀ῇΞν ל ♠ τϢϥМϱзІϼּי χ ӱ 

  

Ɫ ʿ ◓ ὲⱧỘ ⁮ˢ ὓˣ 

 

 

ˢ͎ˣ Ὧ  

本市の健康推進課や市民福祉課における母子保健等に関する相談件数は，毎年度 8,000 件台の

横ばいで推移しています。 

̗ὲῴ ᴿʾ◕ ♅ᴿτΣΪϥ Ὧ χ ӱ 

  
Ɫ ʿὲῴ ᴿʼ◕ ♅ᴿˢ ὓˣ  
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ˢ͏ˣ◓Ӿοᴪ χӪ꜡Ϟ ᶨ ệ 

子育て家庭における朝食の欠食率については，こども本人は１%以下となっているものの，保護

者では令和２年度，令和３年度と上昇し，令和３年度には約１割に達しています。 

̗ ὧ χ ӱ                

 
Ɫ ʿ͏⅞ⱪὲ ˢ ὓˣ 

ゆったりとした気分でこどもと過ごせている割合は，１歳６か月児と３歳児で令和２年度以降や

や低下傾向にあります。 

育てにくさを感じた時に対処できる割合は，令和２年度の 88.3％をピークに低下しています。 

こどもへの虐待の疑いがある割合は，３歳児において令和４年度にやや上昇しています。 

大崎市で子育てしたいと思っている親の割合は，毎年９割前後の横ばいで推移しています。 

̗ϠμθϤρΰθṓ πάςϜρᵃέδοΜϥᶤ›χ ӱ   ̗ӾοτΨήϬḇαθⱲτ πΦϥᶤ›χ ӱ 

 
̗άςϜϒχẃ χṮΜΥΚϥᶤ›χ ӱ     ̗ ≤◕π◓ӾοΰθΜρ◘μοΜϥ χᶤ›χ ӱ 

 
Ɫ ʿ͏˙͐ΤὮⱪὲ ʼ͍⅞͒ΤὮⱪὲ ʼ͏⅞ⱪὲ ˢ ὓˣ  
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ˢ͐ˣẃ  

市内の虐待件数については，令和元年度から令和２年度にかけて減少しているものの，令和 3 年

度から令和 5 年度にかけて増加しており，特に「身体的虐待」，「ネグレクト（育児放棄）」が大き

く増加しています。 

また，世代別にみると，令和 4 年度から令和 5 年度にかけて「就学前児童」，「小学生」で大きく

増加しています。 

̗ẃ χẃ Ὧ χ ӱ                       ̗ ẃ Ὧ χ ӱ 
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ũ ŧ ǜǵ¤ ╔Ǚ ⱱ ǡ לּ  

ˢ͍ˣⱳ Ӿ  τνΜο├☼כ◦

◓χὲῴχᶎ ʾ  

安̧心・安全な妊娠・出産への支援の充実 

安心・安全な妊娠・出産に向け，妊娠・出産に関する情報や正しい知識について，市ウェブサイトやポスター，子育

てアプリ「パタモ」等を用いて，周知を図りました。また，妊婦健診や訪問指導等を通じて，医療機関と連携し，支援

が必要な方が早期に支援を受けられるよう，体制構築に取り組みました。 

ᴣʾᴿ  

妊婦全員にアンケートを行い，出産に向けて不安なことや準備状況等を把握し，助産師等による面接で不安軽減を

図っていくことが重要です。母親の心の健康支援事業では，参加者がいない月もあり，個別支援となっていることか

ら，今後支援が必要な方の個々の状況に合わせた支援を行うことが必要です。 

こ̧どもの健康づくりと疾病予防の推進 

乳幼児健康診査において，こどもの発達・発育の確認及び病気の早期発見・早期治療に努めました。また，未受診者

に受診勧奨を行い，受診率向上に取り組みました。さらに，母子の健康保持・増進，こどもの健全育成を支援するため，

６～７か月児を対象に離乳食相談を実施し，母子の健康や育児に関する知識の普及を図りました。 

ᴣʾᴿ  

妊娠中からの支援の継続や関係機関との連携により，支援の必要な産婦に対して，産後の早期から相談支援につな

げました。産後ケア事業では，育児や産後うつによる不安，育児負担が母親ひとりに集中することによる育児疲れによ

る利用のほか，母乳の相談や休養等による利用者が多く，ケアだけでなく話を聞いてもらい安心したという声が増え

ています。当該事業は利用満足度も高く，母子の孤立予防につながっています。 

小̧児医療体制の確保 

医療機関や地域と連携し，乳幼児期・学童期の健康管理・増進を図るとともに，健診や広報，健康カレンダー，子育

てアプリ「パタモ」等において夜間安心コールの活用やかかりつけ医の周知を図りました。また，周産期医療の実現に

向けて関係機関と連携し，危険度の高い妊婦・新生児の早期対応に努めました。 

ᴣʾᴿ  

複雑な課題を一人で抱えている方が多いことから，出産前から一貫した支援が行えるよう，医療機関との連携強化

が求められています。また，継続的に児童の健康管理・維持に取り組むとともに，乳幼児健康診査時にこどもの救急ガ

イドブック等の健康に関する情報の周知を行っていくことが必要です。 

相̧談体制の整備 

育児や子育てに関する悩みが増加傾向にあり，子育て支援拠点施設と健康推進課が連携し，育児相談事業を新たに

開始しました。また，母子保健に関して教育委員会や支援学校，その他関係機関が現場の課題に合わせたテーマをもと

に，研修会を年２回開催しました。 

ᴣʾᴿ  

妊娠届出時に保健師が全員と面接し，不安に感じていること等を把握しており，今後も気軽に相談できる窓口であ

ることを周知していくことが重要です。地区ごとに，保健推進員や食生活改善推進員等の関係者が健康課題を共有で

きる機会をつくり，情報共有を進めていくことも必要です。  
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◓Ӿο◦כЂ˔РІχ  ם

保̧育施設での保育サービスの充実 

こどもたちの健やかな成長と保護者の仕事と子育ての両立支援を進めていくため，計画的かつ積極的な認可保育施

設の整備への支援を行うなど保育サービスの充実を図りました。一方で，新型コロナウイルス感染症拡大により，一時

預かりでは受け入れの縮小や一時中止などがありました。また，障がい児保育の充実に向け，市内保育施設（公立・私

立）の従事者を対象とした研修会を開催しました。 

ᴣʾᴿ  

地域によって待機児童が発生していましたが，その後解消されています。一方で，病後児保育の周知が進んだことに

より，利用者が増加しているほか，延長保育の利用ニーズも高く，民間事業者の施設整備への支援や保育士の確保等に

取り組みながら，様々な利用ニーズに対応していくことが必要です。 

幼̧稚園での保育サービス 

少子化や保護者の働き方による利用ニーズを踏まえ，令和６年度末をもって市内の全ての公立幼稚園が休園予定の

ため，園の保護者や各地域への説明を行いました。 

ᴣʾᴿ  

公立幼稚園 5 園のうち，2 園は既に 3 年保育となっており，2 年保育の 3 園については近隣に 3 年保育を実施して

いる子育て支援総合施設又は私立の幼稚園があり，選択が可能となっています。 

地̧域における子育て支援サービスの充実 

育児相談や子育て講座では子育て支援課と健康推進課が連携し，産後ケアや子育てに関することを取り入れ，実施

しました。また，子育て支援センターで行っている親子が自由に来館し遊ぶことができる「つどいの広場」について

は，利用時間をコロナ禍前に戻したことにより，利用者が増加しました。 

ᴣʾᴿ  

地域間交流は，地域の在宅児が減少傾向にあることから，事業継続について検討が必要となっています。また，ファ

ミリー・サポート・センター事業については，ファミリー・サポート・センター提供会員の安定的な確保が課題です。 

放̧課後児童への支援 

学校の余裕教室や既存の公共施設等を利活用しながら環境の整備を行いました。また，サテライト室の整備を行い，

待機児童の解消に努めました。 

ᴣʾᴿ  

一部の施設で現在も待機児童が発生していることから，児童が安全・安心に過ごせる環境の整備を行っていくこと

が必要です。 

子̧育て支援体制の整備 

保育の質の向上に向け，保育所等で従事している職員向けに研修会を行いました。また，保育コンシェルジュ＊を配

置し，小規模保育事業所を中心に相談体制の充実を図りました。 

ᴣʾᴿ  

少子化等を踏まえ，保育所等の統廃合を進めました。一方で，保育士等の不足が課題となっており，今後も人材の確

保・育成が求められています。  
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άςϜχὲ Ӿ ρễӾḕẽχ  

学̧校教育の充実 

教育支援員を学校の状況に応じて配置したほか，外国語指導助手（ALT）を配置し，市立小・中・義務教育学校，幼

稚園等の外国語活動と国際理解教育の充実を図りました。また，教育分野に関する知識に加えて，社会福祉等の専門的

な知識・技術を持つスクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置し，必要に応じて学校へ派遣し，児童・生徒・保

護者・教職員に対する支援・相談・情報提供を行いました。 

ᴣʾᴿ  

教育支援員や外国語指導助手（ALT）など，多様な人材を学校へ配置し，学校教育の充実を図っています。また，こ

どもを取り巻く環境が多様化しており，緊急的な支援や関係機関との連携など，1 人ひとりが抱える問題が複雑化して

いることから，スクールソーシャルワーカーなどの活用について周知していく必要があります。 

家̧庭・地域の教育力の向上 

こどもたちが多様な体験活動に取り組めるよう，地域ボランティアの協力のもと，各地域で学習支援やスポーツ・文

化芸術活動の体験等を通して，こどもたちの健全育成を図りました。 

ᴣʾᴿ  

新型コロナウイルス感染症による制約がなくなったことにより，各事業への参加者が増加しています。 

地̧域の人材育成とその活用 

地域全体での子育て支援に向けて，学校支援ボランティアの募集を行いました。また，市民や市内就業者が持つ技術

や経験をもとに，様々な生涯学習の場で指導者として活躍していただく「大崎市生涯学習人材バンク」への登録者の更

新を行いました。 

ᴣʾᴿ  

各種ボランティア活動を通して，地域全体でこどもを見守り，育てていく環境が整ってきています。一方で，生涯学

習人材バンク事業の利用者や指導者が固定化されており，事業の周知と指導者等の育成が必要です。 

各̧種支援体制の整備 

市内において様々なスポーツ大会や交流イベント，地域の特産品・人材を活用した講座などを行いました。また，公

民館と学校が連携し，自然と親しむ事業や地域と関わりを持つ機会の創出に取り組みました。 

ᴣʾᴿ  

イベントの開催数や参加者が少ないことに加え，講座での学びが地域外へ発信されていないといった課題があり，

地域の特色を活かした事業やニュースポーツ等の普及を図るとともに，イベントを通して地域間・世代間の交流へと

つなげていくことが必要です。 
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ӗ ΰο◓Ӿοβϥθϛχḕẽ  

仕̧事と子育ての両立支援 

子育て支援体制の整備に向けたリーフレットを企業懇談会等の多様な機会を通じて関係機関へ配布することで，子

育て支援に関する職員の処遇や待遇について，配慮いただけるよう啓発に努めました。 

ᴣʾᴿ  

女性の雇用・再雇用について，ハローワーク古川のマザーズコーナーでもセミナーを開催しており，連携しながら支

援を行っていくことが重要です。 

こ̧どもの遊び場の確保 

公園の遊具等は毎年専門業者による点検を行うほか，職員の日常的な点検も行っています。危険な遊具については

補修・取り換えを行い，こどもたちが安心して遊べる環境づくりに努めました。また，児童館の遊戯室にエアコンを設

置することで，猛暑と過密防止対策に努めました。 

ᴣʾᴿ  

児童館等の公共施設については，乳幼児から中高生まで幅広い年齢層の方が地域間交流等でも活用できるよう，環

境を整備していくことが必要です。 

安̧心・安全な環境づくり 

警察署や交通安全協会の協力のもと，交通安全教室の実施や不審者等の情報共有などの取り組みを行っており，学

校や地域との情報の共有化など，こどもたちの安全・安心な環境づくりを進めました。また，防犯実働隊員が児童・生

徒の下校時間や夜間に定例巡回パトロールを行ったほか，地域の各種行事にも出動し，こどもたちの安全確保に努め

ました。 

ᴣʾᴿ  

今後もこどもたちへの交通安全教育や保護者との連携強化を図るとともに，地域と連携しながら，こどもたちのよ

り安全・安心な環境づくりに取り組むことが必要です。 

子̧育てサークル・ボランティアへの支援 

子育てサークルについては，参加者数の制限を廃止したことにより，参加者が増加しています。 

ᴣʾᴿ  

子育てボランティアについては，ファミリー・サポート会員やその他市民を対象に研修機会の確保や情報提供に努めてお

り，様々な子育て支援のニーズに対応するため，今後も活動を継続し，人材の確保・育成に取り組むことが重要です。 

援̧護・相談・啓発活動の充実 

子育て家庭が孤立しないよう，子育てサークルの活動を通して，気軽に子育てに関する相談等ができる環境づくり

に努めてきました。また，発達相談では特性に合わせた関わり方や環境設定等の相談が多く，発達障がい児等を持つ家

族教室を開催し，講話や家族同士での交流の機会を提供しました。 

ᴣʾᴿ  

自主サークルの研修会等を再開したことで周知や利用者の増加につながっているほか，リフレッシュ目的の利用者

が増加しており，今後も周知に努めていくことが重要です。また，不登校等，学校生活に困難を抱える児童生徒と保護

者に対し，支援体制の強化と相談活動等を行い，社会的自立や学校生活への自発的復帰に向けた支援の充実を図るこ

とが重要です。  
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Υ σάςϜʾᴪ ϒχ◦כ 

要̧保護児童＊対策の充実 

要保護児童対策協議会で対応について協議したほか，養育上の悩みを抱えている保護者からの相談に対して関係機

関と連携しながら対応しました。 

ᴣʾᴿ  

こどもやこどもを取り巻く環境が多様化・複雑化しているため，引き続き関係機関との連携強化や職員の資質向上

を図り，様々な相談に対応していくことが必要です。 

ひ̧とり親家庭への自立支援 

母子・父子世帯が社会的・経済的に自立した生活を送ることができるように，児童扶養手当等の給付などの経済的支

援，自立を促すための資格取得に向けた相談支援を行いました。 

ᴣʾᴿ  

家庭の状況に応じて，必要な支援が行えるよう，これまでの取り組みを継続していくとともに職員の資質向上を図

り，支援体制を強化していくことが必要です。 

こ̧ども・家庭への経済的支援 

市ウェブサイト等で支援制度の周知を行ったほか，支給対象となる児童及び家庭に対して，小学校入学準備支援金

や就学援助費の給付を行いました。また，子ども医療費助成については，令和 4 年 10 月から所得制限を撤廃し，対象

年齢を高校生年代までに拡大し，助成しました。 

ᴣʾᴿ  

今後も様々な支援制度について広く周知啓発を行うとともに，関係機関と連携しながら，多様かつ複合的な相談に

対応していくことが必要です。 
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ˢ͎ˣễӾʾ ӾⱧỘχᾝ  

現行計画の計画期間（令和２年度から令和 6 年度まで）の計画値（量の見込み，確保量）と実績値は，

資料編 95 ページに掲載しています。（※令和６年度の実績値は見込み値となっています。） 

 

͍‹ ˢ ͏⅞ӟ χᶘ ễӾϬṆ βϥ ᶘ χάςϜˣ 

１号認定の教育・保育事業の実績について，令和２・３年度は 1,204 人と量の見込みを上回っていましたが，令和

４年度に 1,025 人，令和５年度に 718 人と年々減少し，量の見込みを下回っています。 

 

͎‹ ˢ ͏⅞ӟ χ Ӿχ χ Ϭ Ϊθ ᶘ χάςϜˣ 

２号認定の教育・保育事業の実績については，令和２年度から令和５年度は 1,700 人台で推移しており，令和４・

５年度は量の見込みを上回っています。 

 

͏‹ ˢ ͏⅞ χ Ӿχ χ Ϭ ΪθάςϜˣ 

３号認定の教育・保育事業の実績について，０歳児では毎年度量の見込みを下回って推移しているものの，令和４年

度から令和６年度にかけて増加しています。 

また，１・２歳児では毎年度量の見込みを下回っており，令和４年度以降は減少傾向にあります。 

 

 

ˢ͏ˣ ӽ◓ςϜʾ◓Ӿο◦כⱧỘχᾝ  

現行計画の計画期間（令和２年度から令和 6 年度まで）の計画値（量の見込み，確保量）と実績値は，

資料編 95 ページから 98 ページに掲載しています。（※令和６年度の実績値は見込み値となっていま

す。） 

 

ט ӾⱧỘ 

延長保育事業の実績については量の見込みを下回り，令和２年度から令和５年度にかけて年々減少しています。 

 

τΣΪϥה ΤϤ ӾⱧỘ 

幼稚園における預かり保育事業の実績については，令和２年度から令和３年度まで量の見込みを上回っていたもの

の減少傾向にあります。 

 

ԁⱲ ΤϤⱧỘ 

一時預かり事業の実績については，量の見込みを大きく下回り，令和２年度から令和４年度までは年々減少してい

たものの，令和５年度には増加しています。 

 

◓Ӿο ṍ◦כⱧỘ 

子育て短期支援事業については，令和６年度から実施しています。令和６年度の実績見込み値は延べ人数で 20 人と

なっており，上半期の実績では，延べ人数 15 人（実人数 3 人）となっています。 

 

ῇⱪ ӾⱧỘ 

病後児保育事業の実績については，量の見込みを下回っているものの，年々増加しています。  
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ТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ⱧỘ 

ファミリー・サポート・センター事業の実績については，量の見込みを大きく下回っており，令和４年度を除き 100

人以下で増減しています。 

 

ᴿῇⱪ ὲ Ӿ ⱧỘ 

放課後児童健全育成事業の実績については，令和２・３年度は量の見込みどおりとなっているものの，令和４年度以

降は増加し，量の見込みを上回っています。特に１年生や３年生の実績が増加傾向にあります。放課後子ども教室＊は

令和５年度までは約 50 人台で推移していましたが，令和６年度は 75 人に増加しています。 

 

ӽ◓Ӿο◦כẤ ⱧỘ 

地域子育て支援拠点事業の実績については，量の見込みの概ね半数以下となっているものの，令和４年度以降増加

しています。 

 

 ⱧỘכ◦יּ

利用者支援事業は，子育てわくわくランド，子育て世代包括支援センター＊（健康推進課内）の２か所で実施してい

ます。 

 

ὲῴ ₰ⱧỘ 

妊婦健康診査の実績については，量の見込みを下回っているものの，令和５年度以降増加しています。 

 

ⱪᴪ ᾭ ⱧỘ 

乳児家庭全戸訪問事業の実績については，量の見込みを下回り，600 人前後で推移しています。 

 

Ӿ◦כ ⱧỘ 

養育支援訪問事業の実績については，令和２年度は量の見込みを上回っていたものの，令和３年度以降は減少し，令

和５年度以降は量の見込みの半数以下となっています。 

 

◓ςϜϬ︢ϥθϛχ ӽКАЕм˔ϼⱧỘ 

要保護児童対策地域協議会内の情報交換と支援内容の協議，専門性向上のための研修や市民への啓発の取り組み等，

地域全体で連携を強化し，児童虐待を防止し，発生を予防する事業です。今後も要保護児童対策地域協議会と連携しな

がら，関係機関の専門性の強化と関係機関相互の連携強化に取り組みます。 

 

ם τἰϥ ẚ ⱧỘ 

実費徴収に係る補足給付事業の実績については，令和３年度以降減少し，100 人前後で推移しています。 

 

σ︠ χ╥ ʾ ᶨ ⱧỘ 

ライフスタイルの多様化に対応することを目的として，個々の事業者の能力を活用した特定教育・保育施設＊等の設

置又は運営を促進するために，認可外保育施設や事業所内保育施設が円滑に新制度の給付対象施設へ移行し，より質

の高い保育を提供できるような体制を整備する事業です。地域の教育・保育のニーズに沿った教育・保育施設，地域子

ども・子育て支援事業の量的拡大を進めるため，多様な事業者の新規参入を支援します。 
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Ū ŧ ǡ לּ  

ˢ͍ˣ ◓ ὲⱧỘ 

現行計画の目標指数などは，資料編 99 ページから 101 ページに掲載しています。 

 
ӗ ΰο ʾ ▀ΥπΦϥ 

安̧心・安全な妊娠，出産への意識向上 

母子健康手帳交付時や市ウェブサイト，子育てアプリ「パタモ」等を通じて，妊娠・子育てに関する情報提供を行い

ました。また，妊婦同士が交流・情報交換を行う機会として，パパママ講座を実施しました。 

ᴣʾᴿ  

母子健康手帳交付時の面接等で喫煙・飲酒に関する聞き取りを行い，喫煙・飲酒による影響について伝え禁煙を勧め

ました。今後も，妊娠届出時に喫煙・飲酒による影響を周知し，家族への受動喫煙を考え，出産後に喫煙・飲酒を再開

しないよう，指導を行っていくことが必要です。 

妊̧娠中の不安や悩みの軽減 

パパママ講座を年 12 回実施し，妊婦や家族が出産や子育ての見通しが持て，不安が軽減できるように支援しまし

た。夫婦で参加するケースが多く，出産や子育てへの思いを共有でき，家族の協力について考える機会につながってい

ます。 

ᴣʾᴿ  

妊娠中から出産後まで利用できる制度やサービスについて，必要になった時にすぐに活用できるよう，日頃から情

報提供を行っていくことが重要です。 

 

◓ӾοϬӗ ΰοᶚΰϚάρΥπΦϥ 

こ̧どもの成長に応じた関わりができる 

新生児訪問では，母親の育児不安に助言するとともに，「なんでも相談」や「子育て支援センター」を紹介しました。

また，古川地域では 3～4 か月児健診において，子育て支援センターから「親子のふれあい遊び」を紹介したほか，6

～7 か月児の離乳食相談では，図書館から絵本の選び方や読み聞かせの大切さを伝えました。 

ᴣʾᴿ  

乳幼児健康診査のアンケートでは，「家族でのふれあいの時間を大切にしている」割合が増加しています。 

気̧持ちにゆとりを持ち子育てができる 

新生児訪問において，「エジンバラ産後うつ病質問紙票」を用いて聞き取りを行い，支援が必要な方には受診勧奨や

再訪問等で継続的に支援を行ったほか，産後ケアや育児ヘルプ事業を紹介し，必要なサービスにつなげました。 

ᴣʾᴿ  

新生児訪問や乳幼児健康診査において，育児に不安や困難さ，疲れなどを感じている母親に対して，グループミーテ

ィングを通じた心の健康づくりにつながるよう，「はーと・ホッと教室」を紹介したものの参加者は少なく，担当保健

師による個別対応を行っています。  
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子̧育て中の不安や悩みが軽減される 

母子健康手帳交付や新生児訪問，乳幼児健康診査等で相談窓口や子育て支援情報の周知，また問診等から支援の必

要な親子を把握し，親に寄り添いながら相談支援を行い，関係機関と連携した支援を行いました。また，子育て世代包

括支援センターにおいて毎月定例カンファレンスを開催し，必要に応じてケース会議を開催しました。 

ᴣʾᴿ  

今後も，母子健康手帳交付時や出生届出時，新生児訪問，乳幼児健康診査時，広報おおさきや市ウェブサイト等様々

な機会を通して，相談支援や支援情報の周知を行っていくことが重要です。 

 

ὲῴσ ρ ϬνΨϥάρΥπΦϥ 

望̧ましい生活習慣・食習慣を身につける 

健康教室や乳幼児健康診査・相談において，飲み物に含まれる糖質量を砂糖に換算し，目に見える形でわかりやすく

伝え，参加者の反応も大きく意識付けにつながっています。また，各年代に合わせて，むし歯や歯肉炎等の予防啓発及

び仕上げ磨きの必要性，具体的な磨き方，歯ブラシの選び方等を個別指導の際に伝えました。 

ᴣʾᴿ  

3 歳児の保護者の欠食者が昨年度よりも増加しており，生活リズムの乱れや睡眠不足などの影響として考えられ，特

に習慣化している場合，短期間で改善することが難しい方が多くなっています。 

 

健̧康を育み，病気や発達の課題を早期に発見し，適切な対応をすることができる 

幼児精密検査の受診率はほぼ横ばいとなっており，未受診者には電話や訪問等で状況を確認できるように努めてい

ます。また，発達の気になる児童については，医療機関や発達相談等につなげ，早期対応に努めています。 

ᴣʾᴿ  

中学校３年生において「思春期赤ちゃんふれあい体験事業」を実施しており，生徒のアンケートでは「将来健やかな

赤ちゃんを産み育てるためには，自分自身の健康が大切であることに気づくことができた」や「親への感謝の気持ちを

持つことができた」といった意見が多く挙げられていました。 

 

ӽπ◦ΠΚΜ◓ӾοΥπΦϥ 

地̧域ぐるみでこどもを大切に育てる 

マタニティマーク＊について，様々な場面において普及啓発を行いました。また，乳幼児健康診査等において乳幼児

の事故防止に係る教育を実施しました。 

ᴣʾᴿ  

今後も，学校や地域と連携しながら地域ぐるみでこどもたちや子育て家庭をサポートしていくことが重要です。 
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ū ǆǜǵ¤ Ǟ ǌǾȋɜȚºȱ  

ˢ͍ˣ ₰χ  

本計画策定のための基礎資料とすることを目的として，包含する「子ども・子育て支援事業計画」

に関連するニーズ調査と，こどもの生活の様子などに関する調査を行いました。 

 

 

ˢ͎ˣ ₰ᵵ  

 

 

ˢ͏ˣᵕ Ὣᴮ 

ᵕ῟  יּ ₰  ῟ᵕ  

◓ςϜʾ◓Ӿο◦כ 

И˔Ї ₰ 

ᶘ ⱪ χ ῐּ2,760 יὯ 1,227Ὧ 44.5̋ 

ᶘ ⱪ χ ῐּ1,840 יὯ 854Ὧ 46.4̋ 

άςϜχ ᶨτ 

νΜοχ ₰ 

ᶘ͑ ʾ ᶘ͎  2,004Ὧ 1,138Ὧ 56.8̋ 

ᶘ͑ ʾ ᶘ͎ χ ῐּ2,004 יὯ 544Ὧ 27.1̋ 

άςϜʾֿיּבχ ᶨ 

Ӫ꜡τḩβϥ ₰ 
‰  ˙39⅞Ϙπχ◕  2,000Ὧ 410Ὧ 20.5̋ 

 

 

ˢ͐ˣ ₰χᵕ Ὣᴮˢԁ ˣ 

こども・若者に関するアンケート調査の回答結果（一部抜粋）は，資料編 102 ページから 124

ページに掲載しています。  

₰ ₰ ₰ ṍḧ₰ יּ  

◓ςϜʾ◓Ӿο◦כ 

И˔Ї ₰ 

◕ ∕ χ ᶘ ⱪ χ ῐּי 

ˢ ⌠Ӯ ˣ ͒ ͒Ὦ 14 ˙ 

͒Ὦ 26  
ʾ ᵕ  

◕ ∕ χ ᶘ ⱪ χ ῐּי 

ˢ ⌠Ӯ ˣ 

άςϜχ ᶨτ 

νΜοχ ₰ 

◕ ∕ χ ᶘ͑ ⱪ ʾ 

ᶘ͎  ͒ ͒Ὦ͐ ˙ 

͒Ὦ 26  

₰ӛ χᶘ  τ

ϢϥWEBᵕ  ◕ ∕ χ ᶘ͑ ⱪ ʾ 

ᶘ͎ χ ῐּי 

άςϜʾֿיּבχ ᶨ 

Ӫ꜡τḩβϥ ₰ 

◕ ∕ χ‰  ˙ 

39⅞χ  

ˢ ⌠Ӯ ˣ 

͒ ͒Ὦ 13 ˙ 

͒Ὦ 26  

₰ӛ МϹϺχ  

τϢϥWEBᵕ  
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Ŭ ǆǜǵ¤ Ǟ ǌǾ≥  

ˢ͍ˣ◓ӾοЂ˔ϼиʾ◓Ӿο◦כ„℅╥ᴥּיϒχӪᾋ ︡ 

₰χ  

本計画の策定にあたり，こども・若者に関する取り組みや支援の検討に向けた基礎資料とするこ

とを目的として，子育てサークルの参加者や子育て講座の参加者からの意見聴取を行いました。 

 

₰ᵵ  

☼ם יּ  ╥ᴥ  ᵕ  

͌⅞ⱪῇṍЂ˔ϼи ͒ 8Ὦ 26  17  11  

͌⅞ⱪ ṍЂ˔ϼи ͒ 8Ὦ 27  18  16  

ООЂ˔ϼи ͒ 8Ὦ 31  ͒  ͒  

͖ͥͥͮ͝ЫЫ„℅ ͒ 9Ὦ ͕  13  13  

 

₰Ὣᴮᵵ  
̗ӪᾋỸ  

Ӫᾋ Ỹ  Ὧ  

ṩ☼ τνΜο 27Ὧ 

◓Ӿο◦כτνΜο 19Ὧ 

Ӿⱪ τνΜο 15Ὧ 

◓ӾοЂ˔РІτνΜο 14Ὧ 

◓ӾοЂ˔ϼиτνΜο 13Ὧ 

◓Ӿο τνΜο 13Ὧ 

Ӿ☼ τνΜο 9Ὧ 

τνΜο 6Ὧ 

τνΜο 5Ὧ 

ⱪЂ˔РІτνΜο 5Ὧ 

ӾẈῇχ τνΜο 4Ὧ 

 

̗Ӫᾋ  

いただいた意見をもとに，課題を検証し，今後の取り組みを検討しました。 

意見の内容（一部抜粋）は，資料編 125 ページに掲載しています。 
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ˢ͎ˣ‰  ЌϳрЬ˔ГϰрϽτϢϥӪᾋ ︡ 

 

本市では，これからの地域を担う若者を育成していく事業の一環として，市が抱える問題やプロ

ジェクトについて話し合い，地域の活性化に向け自由に提案をしてもらうことで，高校生が積極的

に地域づくりに参加し，市への関心度を上げることを目的に，高校生を対象としたタウンミーティ

ングを開催しています。 

令和６年度は，「私たちがつくる 20 年後の大崎市の未来 ～大崎市こども計画策定に向けて～」

をテーマに意見交換を行いました。 

本計画は高校生も対象であることから，このタウンミーティングでの意見も参考にしながら，計

画を策定しました。 

 

ᵵ  

事業名 「おおさき高校生タウンミーティング」×「おおさき宝さがし未来トーク」 

実施日 令和６年８月５日（月） 

場 所 大崎市役所本庁舎 １階 パタ崎さん家 

参加者 市内９校の生徒 38 名 

テーマ 私たちがつくる 20 年後の大崎市の未来 ～大崎市こども計画策定に向けて～ 

内 容 4～5 名のグループに分かれ，意見を交わし，最後に各グループの代表者たちが自分の

意見を発表しました。 

 

Ӫᾋ  

いただいた意見をもとに，課題を検証し，今後の取り組みを検討しました。 

意見の内容は，資料編 126 ページから 128 ページに掲載しています。 
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ŭ ¤ ǡǱǛǴ 

̗ ὓД˔Ќʼᾝ“ⱧỘὓᵊχ ᴣᾁ ʼϯрϾ˔Е ₰ʼӪᾋ ︡σςΤϣϙθᴿ  

 

 

現状・課題 

 

取り組みの方向性 

ᶡ ᶡ ᴴ ᴴ ᶊ ᶉ ᶱ ᶪᵾᶠᶍ ᶇᶉᶪ ᶍ ┐ ᶊ ᶩ ᶟ

ᵾᶠ֫ ᶍ ᶉᶪ ᶱ ᶩᶝᵸ G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題   

Ỹ        ᴂЧ˔Ѕ 

άςϜ – ṁ σ  
ˮ Ῠσ ӾḕẽϬᶎ ΰʼ ₉ρᶊ₯χᵔ Ϭ Ϥʼ οχάςϜʾֿיּבΥ`δσ

π πΦϥϢΞτβϥ˯ρꜘΰοΜϘβʻ 
P3 

ὓД˔ЌσςΤϣχ 

ᾝ  
▀ῇΞν ל ♠ τϢϥМϱзІϼּי Υ ͎ ӟ‭ ᴥΰοΜϘβʻ P13 

άςϜχ ᶨ 

τνΜοχϯрϾ˔Е 

ꜛ χ ϞṓⱱκπṓτσϥάρτνΜοʼˮ ϞϥṓΥṞΦσΜ˯ˮ ϱжϱжβϥ˯Υ

‰ΨσμοΜϘβʻ 
Ɫ P113 

άςϜχ ᶨ 

τνΜοχϯрϾ˔Е 

ῐּיχάάϧχὲῴτνΜοʼˮ Ὂᵃ τḇαϥ˯ˮ ṓ Υ ϙ₅ϭπᴡΥṞάμ

οϜṓΥ ϦσΜϢΞτḇαϥ˯πˮρΦςΦ˯ΥϞϞ‰ΨσμοΜϘβʻ 
Ɫ P118 

ᾝ“ὓᵊχ ᴣᾁ  
ῇⱪ ӾⱧỘχם τνΜοʼ χᾋ₅ϙϬᴞᵕμοΜϥϜχχʼ Υיּ ˑ

ᴥΰοΜϘβʻ 

P21̓  

Ɫ ͥ96 

Ỹ        ᴂЧ˔Ѕ 

άςϜ – ṁ σ  
ˮ☼├χ › Ϭᶎ βϥρρϜτʼḩἰ ʼ ῝Ặ ʼ ḧ ρχ

ὀϬ ♪βϥ˯ρꜘΰοΜϘβʻ 
P3 

ὓД˔ЌσςΤϣχ 

ᾝ  

χ ψ ˑ ΰοΣϤʼ Ộ Ϝ ▀ʾ◓ӾοτϢϤԁⱲ τ Ộ
Υ Ψσϥ30⅞ πχ κ₅ϙψ σΨʼ ˑ ΰοΜϘβʻ 

P10 

ὓД˔ЌσςΤϣχ 

ᾝ  
Ӿ☼ ẉό τΣΪϥה Ṑⱪ ψЉкρσμοϘβʻ P11 

ᾝ“ὓᵊχ ᴣᾁ  ͎‹ ρ͏‹ χ͌⅞ⱪτνΜοʼ Υיּ ᴥΰοΜϘβʻ 
P21̓  

Ɫ P95 

ᾝ“ὓᵊχ ᴣᾁ  
ԁ χ ᴿῇⱪ ϼжУπψʼ ⱪ Υ ԌϬ ᵕμοΣϤʼ τ ᶘ π ᴥ
ΰοΜϘβʻ 

P11̓ P22 
Ɫ ͥ97 

ᾝ“ὓᵊχ ᴣᾁ  ◓ӾοЂ˔ϼиτνΜοψʼ╥ᴥּיΥ ᴥΰοΜϘβʻ P19 

ᾝ“ὓᵊχ ᴣᾁ  ӽ◓Ӿο◦כẤ ⱧỘχם τνΜοʼ Υיּ ᴥΰοΜϘβʻ 
P22̓  

Ɫ ͥ97 

ˢ͍ˣάςϜʾ◓Ӿο ⱧּיχὲῴξΨϤ 

╔  ᵲᶈᶡᶍ ᶄᵮ  ɭ  

ᵲᶈᶡּק ḃḻḇᴻ ᶍ  ╔ᶅᶍ ↨ᶣ ᶞᶱ ᶆᵬᶪ  

ᶗᶍ ⱱ ╔ᶍ  

第３章の基本目標１，基本目標２，基本目標５などに反映させ，取り組み内容を記載しました。 

ˢ͎ˣ“ Ϟ ӽπ◦Πϥ◓Ӿο◦כ 
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取り組みの方向性 

╔ᶅּק ᶊ ᵸᶪ ᶍ ⱱᶍ ᶍᶚᵪ֫ ᶉ ᶇ ╓ᶆᶍ ╔ᶅ ⱱᶉᶈᶊ

ᶇᵶᶅ ᶩ ᶞ֫ᵲᶈᶡᵫ ᶆ ᶊ╔ᶃᵲᶇᵫᶆᵬᶪ ᶄᵮᶩᶊ ᶠᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

 

取り組みの方向性 

ᵲᶈᶡᴴ ᵫ ·ᶉ ᶒᴴ ᶍ ᶱ ᵶᶅ֫ ᶣ ᶆᵬᶪ ᵫ ᶆᵡᶩ֫ ᶡ

╓ᴴ ᴴ ᵫ ᵶᶉᵫᶨ֫ᵲᶈᶡᴴ ᶍ╔ ᶊ ᶩ ᶲᶆᵣᵬᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ỹ        ᴂЧ˔Ѕ 

άςϜ – ṁ σ  
ˮάςϜʾֿיּבϬᾂ χ︠ ρΰο ꜡ΰʼζχ σ ᶊʾᾤ Ϭ ΰʼᾂ Ϭ

ΰʼάςϜʾֿיּבχ₈ράϦΤϣχΩ χ Ϭ׃ ϥ˯ρꜘΰοΜϘβʻ 
P3 

άςϜ – ṁ σ  
ˮάςϜϞֿיּבʼ◓Ӿο Ⱨּיχ♪ Ϭ ΰʼζχӪᾋϬ Φʼ ΰσΥϣʼρ

Ϝτ ϛοΜΨ˯ρꜘΰοΜϘβʻ 
P3 

άςϜχ ᶨ 

τνΜοχϯрϾ˔Е 

ᶘ χάρτνΜο ϭπΜϥάρπψʼˮ ếϬϜμρϩΤϤϞβΨΰοϕΰΜ˯

ˮᶘ “ⱧϬ  ΰοϕΰΜ˯Υ‰ΨσμοΜϘβʻם
Ɫ P116 

άςϜʾֿיּבχ ᶨӪ꜡τ

ḩβϥ ₰ 

ᾩ ϬḇαϥάρτνΜοʼˮ ΰωΰωΚϥʾ τΚϥ˯ˮ ⱲˑΚϥ˯ˮ θϘτΚϥ˯χ

›ὓΥ͑ᶤӟ ρσμοΜϘβʻ 
Ɫ P121 

◓ςϜʾ◓Ӿο◦כИ˔Ї

₰ 

◓ӾοϬβϥΞΠπ σάρτνΜοʼˮᴒ χάςϜχ ό Υ˯‰ΨσμοΜϘ

βʻ 
Ɫ P112 

◓ӾοЂ˔ϼиʾ◓Ӿο◦

 χӪᾋיᴥּ╥℅„כ
ό τḩβϥӪᾋΥ ΨṄδϣϦοΜϘβʻ 

P26̓  

Ɫ P125 

‰  ЌϳрЬ˔ГϰрϽ

χ╥ᴥּיΤϣχӪᾋ 

ꜛ ΥπΦϥάρπψˮάχϢΞσ ΰ›Μτ ớ τ╥ᴥΰʼꜛ χӪᾋʼϯϱД

ϯϬ ΠθΜʻ˯ ρΜμθӪᾋΥấΫϣϦοΜϘβʻ 
Ɫ P126 

᷄ḱḞᶍ↨ ᶉ◖☺ ╔֫ ╔᷊ᴻḛḁᶍ  

╓ ╔ᶅ ⱱḃḻḇᴻᶍ  ╔ᶅ ᷊ᴻ᷄ḳᶗᶍ ⱱ 

╓ᶣ ᶉᶈᶇᶍ  ╔ᶅḤḱḻḎᶸᶷᶍ╔  

第３章の基本目標２，基本目標４などに反映させ，取り組み内容を記載しました。 

ˢ͏ˣάςϜʾֿיּבχễӾʾạ χ  ם

ICT ᶍ  ╔ᶍ  ᵲᶈᶡᴴ ᶍ  

ᵪᶉ ᶱ╔ᶟ ᶄᵮ  ɭᵲᶈᶡᶍ≥ ᶍ  

ᵲᶈᶡᶍ ᶒ ᶍ  

第３章の基本目標 3，基本目標 4 などに反映させ，取り組み内容を記載しました。 
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現状・課題 

 

取り組みの方向性 

╗ ᶑᶇᶩᶍᵲᶈᶡᵫ ᶝᶫ╔ᶂᵾ ᶊ █ᵴᶫᶪᵲᶇᶉᵮ֫ ᶣᵪᶉ╔ᶀᶱ ᵶᵮ ᵸᶪᵾ

ᶠ֫ ⱱᵫ ᶉּק ᶱ ᶊ №ᵶ֫ ⱱ ᶣ ᶗᶃᶉᵱᶅᵣᵬᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 
   

Ỹ        ᴂЧ˔Ѕ 

ὓД˔ЌσςΤϣχ 

ᾝ  
ᶨ ῐχ ῐ τνΜοψʼḜϞΤτ ΰοΜϘβʻ P10 

ὓД˔ЌσςΤϣχ 

ᾝ  
ⱪ ẃ χὯ ψʼ 3 Τϣ 5 τΤΪο ᴥΰοΜϘβʻ P15 

◓ςϜʾ◓Ӿο◦כИ˔Ї

₰ 

◓ӾοϬβϥΞΠπ σάρτνΜοˮ ӾϞᶘ  χὖᾚ˯Υ‰ΨσμοΜϘ

βʻ 
Ɫ P112 

άςϜχ ᶨ 

τνΜοχϯрϾ˔Е 

ῐּיΥάςϜχ ᶘⱲτ ӗσάρτνΜοʼˮỲ σ Υ˯ ρσμοΜϘ

βʻ 
Ɫ P116 

ᾝ“ὓᵊχ ᴣᾁ  
ῐⱪ ├Ẹṳᵓχᵫ℗Ϟ ῐּיΤϣχ Ϭ ϘΠʼḩἰṐḩρ ὀΰο ṍ

ᴂʾ ṍ◦כϬ“ΜϘΰθʻ 
P20 

ᾝ“ὓᵊχ ᴣᾁ  
◓ςϜӺ τνΜοψʼ 4 10ὮΤϣ ᾢϬ ΰʼ Ϭ‰

  Ϙπτᶈ ΰϘΰθʻ 
P20 

Ỹ        ᴂЧ˔Ѕ 

άςϜ – ṁ σ  

ˮֿבΜ χ ᶨχṁ χӗ Ϭ ϥρρϜτʼ σᴣ Ḣʾ―Π Ϭ ρΰ

οֿבΜ χ♪ τ μοὫₒʼ◓ӾοτḩβϥṆ χἹ ρםᾝϬ Ϛ χ

τ︡Ϥ Ϛ˯ρꜘΰοΜϘβʻ 

P3 

ὓД˔ЌσςΤϣχ 

ᾝ  

ₒ ψʼ Υ ΥϥτνϦο ˑᾚ ΰοΜϥϜχχʼὊ πϙϥρ ΰοΜ

ϥ Υ ΨσμοΜϘβʻ 
P9 

άςϜχ ᶨ 

τνΜοχϯрϾ˔Е 

ˮ χθϛτϜ₈ḹ ϤθΜρ◘Ξ˯π˰ΚοψϘϥ˱Υ͓ᶤ ῇ ӟ ʼˮ

ΦθΜρ◘Ξ˯π˰ΚοψϘϥ˱Υ 9ɨ ӟ ρ‰ΨσμοΜϘβʻ 
Ɫ P115 

άςϜʾֿיּבχ ᶨӪ꜡τ

ḩβϥ ₰ 

“ ϒχḩ τνΜοψˮ τḩ ΥΚϥ˯ˮ ςκϣΤρΜΠωḩ ΥΚϥ π˯

͐ᶤρσμοΜϘβʻ 
Ɫ P122 

άςϜʾֿיּבχ ᶨӪ꜡τ

ḩβϥ ₰ 

ᵓ‟ᾅϒχӪזּ ΥΚϥΤτνΜοˮ ζΞ◘Ξ˯ˮ ςκϣΤρΜΠωζΞ◘Ξ π˯͔ᶤ

ρσμοΜϘβʻ 
Ɫ P123 

‰  ЌϳрЬ˔ГϰрϽ

χ╥ᴥּיΤϣχӪᾋ 

ˮθΨήϭχάςϜΥᶨ τ ϓοʼ ӽχ ρχῖ Υ ớ τπΦϥϢΞτσμ

ο ΰΜʻ˯ ρΜμθῖ τḩβϥӪᾋΥ ΨấΫϣϦοΜϘβʻ 
Ɫ P126 

ˢ͐ˣάςϜʾ◓Ӿοᴪ χ ệτᴂαθ σ◦כ 

ᶑᶇᶩ קּ ᶉᶈᶍ ╔ ᶍ   

ᶍ  ═  ֫ ⱱ ᶍ  

╓  

第３章の基本目標５などに反映させ，取り組み内容を記載しました。 

ˢ͑ˣֿיּבχṆ ϬᶰΠϣϦϥ ӽξΨϤ 
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取り組みの方向性 

╗ ᶑᶇᶩᶍ ᵫ ᶍ╗╢ᶇᵶᶅ ᶨᶍ ᶱ ᵧᶃᶃ֫ ᶇᶇᶡᶊ ᶍ ᶱ ᵥᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪᶧᵥ֫ ᶍ ᶊ ᶠᶝᵸ G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᶍ ᶊ ᵰᵾ ⱱ ᶗᶍ ⱱ 

ᵣᴴ ᶗᶍ ⱱ ᵲᶈᶡᶍ≥ ᶍ  

╓ᶇᶍ  

第３章の基本目標３，基本目標６などに反映させ，取り組み内容を記載しました。 
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計画の基本的な考え方 

第３章 
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μ  

ꜙ ᶡ῞ַײ ᾛ 
 

Ŧ  

核家族化の進行や共働き家庭の増加，価値観の多様化などにより，こども・子育てを取り巻く家

庭環境や社会環境は大きく変化しており，子育てに対する保護者の負担，不安や悩み，孤立感など

を感じる人が増えています。子育て家庭が孤立することなく，安心して子育てができる社会の実現

には，子育て家庭を温かく見守り，社会全体でこども・子育て世代を応援するという気運の醸成を

図ることが重要となります。 

本計画では，これまで推進してきた第２期計画の子育て支援施策の方向性と基本理念である「地

域で見守り，地域で育て，笑顔あふれる子育て支援を目指して」を継承しつつ，このような子育て

家庭を取り巻く環境を踏まえ，こども，保護者，地域，企業，行政など，様々な主体が互いに支え

合いながら育ち合う関係の充実を図り，こどもと一緒に元気になれるまちを将来のあるべき姿とし

て，子育て支援策に取り組んでまいります。 

 

̕ṁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
みんなで応援するＷＡ（輪）！ 

こどもと一緒に育つまち おおさき 
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ŧ  

ˢ͍ˣ ◓χὲῴχᶎ ʾ ʼ Ϧ χσΜ◦כ 

安心してこどもを生み育てることができるようにするためには，妊娠期・出産期・乳幼児期のそ

れぞれの段階に応じた支援が必要となることから，子育て家庭が気軽に相談できる地域子育て支援

センターやこども家庭センター＊を中心に，妊娠・出産・育児の切れ目のない支援に取り組みます。 

 

ˢ͎ˣ◓Ӿο◦כχ  ם

近年，生活課題の多様化や複雑化により家庭だけでなく，学校・地域・企業・行政などそれぞれ

が役割を担いながら，こどもたちとその家庭を社会全体で支え合うことが求められています。その

ため，利用者のニーズや人口動向を踏まえ，教育・保育サービスの充実を図ります。 

 

ˢ͏ˣάςϜχᾂ χ ρễӾ ọ☼├χ  

全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸せな生活を送ることができるようにするため

には，こども・若者の権利・意思が尊重され，自ら意見表明できるようになることが重要です。様々

な場面において，こどもが互いの権利を尊重し，意見を表明する機会を確保するとともに，学校や

地域における学び・体験の機会の充実に取り組みます。 

 

ˢ͐ˣӗ ΰο◓ӾοϬβϥθϛχḕẽ  

男女ともに働きやすく，仕事と子育てが両立できるよう，出産や育児を応援する職場環境の整備

に社会全体で取り組みます。また，安心して子育てができるよう，こどもの居場所づくりなどの取

り組みの充実を図ります。 

 

ˢ͑ˣ Υ σάςϜʾᴪ ϒχ◦כ 

配慮が必要な全てのこどもや子育て家庭に対して，総合的かつきめ細やかな支援を行います。ま

た，地域と行政が連携し，児童虐待や DV（パートナーや配偶者からの暴力）等の防止・早期発見・

対応に努めます。さらに，子育て家庭が自立した生活を送ることができるよう，就労相談やセミナ

ーの開催など親の就労に向けた支援に取り組みます。 

 

ˢ͒ˣֿיּבχּזᵓ╥ᵊχ  

多様な価値観・考え方を尊重することを前提とし，若者一人ひとりが希望する将来を自ら選択で

きるよう，生活基盤の充実や活躍できる機会を確保するとともに，それぞれの希望に応じて家庭や

こどもをもち，安心して日常生活を送ることができる環境づくりに取り組みます。 
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Ũ  

ṁ   ṁ   ☼   ├ 

ϙ
ϭ
σ
π
ᴂ
כ
β
ϥ

WA

ˢ ˣ

˂ 

ά
ς
Ϝ
ρ
ԁ

τ
Ӿ
ν
Ϙ
κ 

Σ
Σ
ή
Φ 

 

͍ʽ ◓χὲῴχᶎ ʾ  ̓

  Ϧ χσΜ◦כ 

 ˢ͍ˣӗ ʾӗ σ ʾ ▀ϒχ◦כχ  ם

ˢ͎ˣάςϜχὲῴξΨϤρכ χ  

ˢ͏ˣ χ  

ˢ͐ˣ ⱪӺ χᶎ  

ˢ͑ˣ ≤◕ ԚτϢϥ‰ σΩ Ӻ χ ằ 

͎ʽ◓Ӿο◦כχ  ם

ˢ͍ˣễӾʾ Ӿ☼ πχ ӾЂ˔РІχ  ם

ˢ͎ˣ ӽτΣΪϥ◓Ӿο◦כЂ˔РІχ  ם

ˢ͏ˣ◓Ӿο◦כ χ  

ˢ͐ˣ  τ ӗϞ ϙϬ ΠοΜϥ 
ⱪ ϒχ◦כ 

͏ʽάςϜχᾂ χ ρ 

  ễӾ ọ☼├χ  

ˢ͍ˣάςϜχӪᾋʾᾂ χ  

ˢ͎ˣᶘ ễӾ χ  ם

ˢ͏ˣͩ͘͞ḕẽχᶨ  

ˢ͐ˣᴪ ʾ ӽχễӾ χΰ  

ˢ͑ˣ ᵦ Ộӹ▀ˮ ≤— ˯Ϭ τὋ
βϥ ∙χӾ  

͐ʽӗ ΰο◓ӾοϬβϥ 

θϛχḕẽ  

ˢ͍ˣ▫Ⱨρ◓Ӿοχ  כ◦

ˢ͎ˣάςϜχạ ξΨϤ 

ˢ͏ˣӗ ʾӗ σḕẽξΨϤ 

ˢ͐ˣ◓ӾοЂ˔ϼиʾЩжрГϰϯϒχ◦כ 

ˢ͑ˣכῐʾ ʾἴ ᶨ χ  ם

͑ʽ Υ σ 

άςϜʾᴪ ϒχ◦כ 

ˢ͍ˣ ῐⱪ ├χ  ם

ˢ͎ˣ ΥΜχΚϥάςϜϒχ◦כ 

ˢ͏ˣϋρϤ ᴪ ϒχꜛ χכ◦  

ˢ͐ˣάςϜʾᴪ ϒχὊↄ  כ◦

ˢ͑ˣⱪ ẃ ♁ ├ʼбрϽϾϯж˔ϒχ◦כ 

͒ʽֿיּבχּזᵓ╥ᵊχ  

ˢ͍ˣ  כ◦

ˢ͎ˣάςϜϞֿיּבχּזᵓ╥ᵊʾῖ ϒχ◦כ 

ˢ͏ˣὫₒ◦כ 

ˢ͐ˣӱ ʾ  כ◦

 

基本目標と施策は，本計画に記載した ①各種統計データなどからみる大崎市の現状，②既存事

業の評価検証，③各種アンケート調査，④こども・若者への意見聴取などから現状と課題をまとめ，

今後の取り組みの方向性を検討し，設定しました。 

  

施
策
・
取
り
組
み
の
検
討 

基
本
理
念
・
基
本
目
標
の
設
定 

取
り
組
み
の
方
向
性 

現
状
・
課
題
の
ま
と
め 

①各種統計データなどからみる大崎市の現状 

③各種アンケート調査 

④こども・若者への意見聴取 

・子育てサークル・子育て支援講座参加者 

・高校生タウンミーティング 

②既存事業の評価検証 

・第２期大崎市子ども・子育て支援事業計画 

・第２次大崎市母子保健計画 
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ũ ɒȍȾȢȯºȡǞꞌǋǒ ⱱ 

「子育て」は，こどもの誕生前から始まっており，こどもの誕生後も，乳幼児期，学童期，思春

期，青年期を経て，おとなになるまで続いていきます。 

こども・若者の状況に応じた各種支援を一覧にまとめ，ライフステージごとに視覚化することで，

必要な支援が特定の年齢で途切れることがないよう，切れ目のない支援の充実を図ります。 

 

資料編 133 ページから 134 ページにかけて，令和６年度３月現在のライフステージごとの支援と問

合わせ先となる担当課を掲載しています。 

事業内容や実施状況，担当課などは，年度によって変更となる可能性があることから，こども計画の

資料として適宜更新し，市ウェブサイトに掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の展開 

第４章 
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ν  

ᾜ Ṝ  

 

   

Ŧ ǡ ǡ ¤ ¢ ǿ ǡǝƷ ⱱ 

ˢ͍ˣӗ ʾӗ σ ʾ ▀ϒχ◦כχ  ם

ʾ ▀τḩβϥ σ Ϟ ΰΜ ꜡χἴ        < ʾ ▀ṍ> 

母子健康手帳の交付時に面談を行うとともに，伴走型相談支援や状況把握のためのアンケートを

実施し，継続的に各家庭の状況を把握します。また，市ウェブサイトや公式 LINE アカウント，子

育てアプリ「パタモ」，ポスター等を活用し，様々な手段により情報発信を行い，切れ目のない支援

に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ χῲ ʼЪІЌ˔ʼ Ԛπχ ρ  

ʾ ◓ὲῴ︣ ʼ ◓ὲῴ︣ ╒χῖ  

ʾ ◓ὲῴ︣ ῖ Ⱳχ ᴂ 

ʾ ʾ ▀ʾ◓Ӿοτḩβϥ ằ 

 

ὲῴ ₰χ >                     ם ʾ ▀ṍ> 

安全・安心な妊娠・出産に向け，妊婦に対して早期に健康診査を受診することの大切さや必要性

を伝え，受診率の向上を図るとともに，妊婦歯科健康診査受診券の交付及び妊婦歯科健診を実施し，

母親と生まれてくるこどもの歯と口の健康の大切さについて，周知を図ります。 

また，母子健康手帳交付時の面談などで妊婦の実情を把握し，必要に応じて医療機関と連携する

ことで，個別の支援に取り組みます。 

  

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ⱳχ τϢϥם χ Ӄ 

ʾᾤ ρӺכ◦ Ṑḩρχ ὀ 

ʾ ὲ ʼ ⱦᴬὲ χם☼ρ ʼ᷉  

ʾ ⱪχ χ Ӄ 
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▀ ◙ ʾ χ >                 ם ʾ ▀ṍ> 

保健師や助産師が家庭を訪問し，妊娠・出産・育児に関する相談や保健指導を行い，妊産婦が健

全な出産・育児を迎えられるよう訪問指導・相談体制の充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ⱪᴪ ᾭ χם☼ 

ʾ ⱪ ◙ χם☼ 

ʾᾤ ρӺכ◦ Ṑḩ ḩἰṐḩρχ ὀ 

ʾ Ӿ◦כ χם☼ 

 

▀ χῖ ʾ ῖḊχṐᵓχ ằ              < ʾ ▀ṍ> 

子育てのよりよい環境をつくるため，妊婦同士による仲間づくりの機会の場を提供し，不安解消

を図るとともに，自由な交流の促進を図ります。また，参加者を増やしていくために，情報交換や

相談が気軽にできる雰囲気づくりに努め，ニーズに合わせた内容の検討を行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾӾⱪ„℅ˢHAPPYЫЫ„℅ʼООЂ˔ϼиσςˣχᵫ℗ 

ʾ◓Ӿοꜛ︠Ђ˔ϼиᶨ χ ằ 

 

ṹנϞԐ τϢϥ ʾ ⱪϒχᵲτḩβϥἴ         < ʾ ▀ṍ> 

喫煙・飲酒に関するアンケート調査やパンフレットの配布，公共施設や薬局等でマタニティマー

クの普及・啓発に向けたポスターを掲示し，喫煙や飲酒による胎児・母体への影響について伝えま

す。また，禁煙を希望する保護者に対して，禁煙外来リストを配布します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ⱲʿṹנϞԐ τϢϥ ⱪʾ ϒχֲốϬ  

ʾ ▀ῇʿṹנʾԐ Ϭ™ᵫΰσΜθϛχ◙  

ʾỨנᵰ χ ᵒ 

ʾ ṹנ ├ʼṹנʾԐ χᵲτḩβϥЪІЌ˔χἿꜘ 

ʾⱧỘ ϒχ ṹנ χЪІЌ˔ἿꜘӢ  

ʾ ◓ЌНЀχᵲχἴ  

 

ᴪ Ϟ χẸ χ τḩβϥἴ             < ʾ ▀ṍ> 

健康教室での講話，妊婦や育児の体験等を通して，妊娠・出産・育児に関する現状を伝え，家族

の協力の必要性を啓発します。また，母性健康管理指導事項連絡カード＊啓発ポスターを掲示し，

母子健康手帳交付時にカードの情報を提供し，職場での協力を促します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾЫЌИГϰЫ˔ϼχ ẉἴ  

ʾ Ђ˔ϼиχם☼ 

ʾ ὲῴḚ ◙ Ⱨ‮ ϸ˔Жχ  
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Ϭ βϥ ϒχ◦כ                 < ʾ ▀ṍ> 

不妊を心配する夫婦やお子さんを望む夫婦が，早期に適切な治療に取り組めるよう，不妊検査・

不妊治療を受けた場合の費用の一部を助成します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᾁ₰ χ  

ʾ Ⱶ χ  

 

 

ˢ͎ˣάςϜχὲῴξΨϤρכ χ  

ⱪὲῴ ₰χ >                ם ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

こどもの発達・発育を確認しながら適切な健康指導と病気や障がいの早期発見・早期治療が行え

るよう，各種健診の受診率の向上と充実を図ります。また，乳幼児健康診査後，支援の必要なこど

もへの継続的なフォロー体制を充実するとともに，母親の体調や育児の悩み等を把握し，必要に応

じて専門機関による相談支援や医療機関の受診につなげます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ⱪὲῴ ₰χם☼ 

ʾ͒˙͓ΤὮⱪ χם☼ 

ʾ11˙12ΤὮⱪӾⱪ χם☼ 

ʾ͎⅞͒ΤὮⱪⱦᴬὲῴ ₰χם☼ 

ʾ Υṓτσϥ◓χ ʼ◦כʼḩἰṐḩρχ ὀ 

 

▀ῇχ◦כ χ >                ם ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

安全・安心な子育てができるように，全ての出生児を対象に保健師や助産師が訪問して，乳児の

発育や母親の健康について確認し，相談や保健指導を行います。また，出産後に家族からの支援が

受けられない家庭などについて，一定期間の宿泊や通所による母子への心身のケア・育児指導等を

行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ⱪᴪ ᾭ χם☼ 

ʾ ⱪ ◙ χם☼ 

ʾάςϜᴪ ЈрЌ˔πχ ʼḩἰṐḩρχכ◦ ὀ 

ʾ Ӿ◦כ χם☼ 

ʾ▀ῇϾϯϞӾⱪχЂЪ˔ЕτḩβϥЂ˔РІχם☼ʼ  

ʾ ◓ ὲ ◙ χם☼ 

ʾӾⱪ χם☼ 
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ṛ ΰΜ ᶨ Ḉχ ήχἴ         < ʾ ▀ʼ ⱪ ᶘ̓ ṍ> 

こどもの健康な心と体の発達を促すため，乳幼児健康診査等を通して生活習慣や食習慣を把握し，

規則正しい生活習慣の大切さや肥満・過度の痩身（やせ）が健康に与える影響について集団教育，

個別相談を行い，家族内での理解促進を図ります。また，適切な生活習慣や食習慣の確立に向けて，

家庭，保育施設，幼稚園，小・中・義務教育学校などの関係機関との連携を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆ ⱪὲῴ ₰ʼӾⱪ πχ ◙ ʼᾤ ◙ χם☼ 

ʾᶆ τϢϥ ◙ ʼ ◙ σςχם☼ 

ʾᶘ  ὲӦԌᵓρχ ὀʼ χẶ  

ʾ◓Ӿο„םᵓχם☼ 

ʾ Ӿ☼ Ϟ ʼה ʾ ʾṰ ễӾᶘ πχ σ ᶨ Ḉʼ Ḉχ◙ χם☼ 

ʾ ᶨ ḈϞ Ḉχᶎ τΰΪθ χ  

 

ⱧỘχ                  < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

伝染の恐れがある疾病の発生やまん延を予防するため，予防接種法や結核予防法に基づいて，予

防接種事業をより一層推進していきます。また，予防接種に関して正しい情報の提供に努めるとと

もに，感染性の病気に関しては予防法の啓発などに努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ṍ χם☼ 

ʾ Ӫ χם☼ 

ʾᶆ χ ʼ᷉  

 

ⱦᴬ ὲ ├χ >               ם ʾ ▀ʼ ⱪ ᶘ̓ ṍ> 

家族で歯の健康に関する意識を高めるため，むし歯等の予防に関するパンフレットを用いて啓発

するとともに，正しい歯みがきの仕方が身につくように，歯みがき指導を実施します。また，歯科

相談や歯科健診時におけるフッ素塗布を推進します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ῝ Ӿ Ϟ◓Ӿο◦כ ›☼ πχТАᴟ ῢ̎χם☼ʼⱦϙΥΦχ◙  

ʾὲ ⱲπχТАᴟ χⱦ ʼⱦϙΥΦχ◙  

ʾТАᴟ ῢτἰϥ ᵕ◙ χם☼ 

ʾ ʾ ʾṰ ễӾᶘ πχⱦϙΥΦχ◙  

ʾᶘ  ὲӦԌᵓρχ ὀ 

ʾᶆ ⱪὲῴ ₰ʼӾⱪ πχ ◙ ʼᾤ ◙ χם☼ 
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Ϧ χσΜ◦כ χ                 < ⱪʼᶘ ṍ˼ 

発達障害＊などの支援を必要とする子どもの早期発見・早期支援を行うため，乳幼児期から就学

後までの切れ目のない支援体制の整備を進めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ͑⅞ⱪ ᶘ ЯДиⱧỘχᾁ  

ʾ ⱪὲῴ ₰χם☼ 

ʾ ᶘⱪὲ ʼ ᶘⱪ χם☼ 

 

ᶘ ṍʼ◘ ṍΤϣχὲῴξΨϤχ ᶘ>            ם ʾ◘ ṍ˼ 

多様化しているこどもたちの悩みに対応していくため，学校との連携を強化していくとともに，

スクールカウンセラーの配置や専門職による「こころの健康相談」において，不安や悩みを抱えて

いるこどもに対する相談支援に取り組みます。 

また，若いうちから将来のライフプランを考え，自分の生活に向き合い，健康を維持していくた

めのプレコンセプションケア＊に関する取り組みを検討します。 

 

Ӿχ                      < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

食を通して食べる楽しさや感謝の気持ちなど豊かな心を持つことができるように，栽培や調理実

習，栄養相談等を通してこどもの食育の推進に取り組みます。また，地域で作られた食材や加工食

品などを学校給食に活用することで，ふるさとの食を誇りに思い，農業などへの関心を高められる

取り組みを行います。保護者や地域に向けても食育の知識の普及に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᶨᵠ ԌχӾ  

ʾ ▀ẚ χ τϢϥ ӽ ∙χᶨ ʼ Ӿχ  

ʾ „℅χם☼ 

ʾֵ χם☼ 

ʾ ễעχם☼ 

ʾẚ ♯ ᵓχם☼τϢϥ Ӿχ ꜡χ ẉ 

ʾ τḩβϥ ꜡ʼὲ σ ᶨχ ꜡χ ẉ 

 

ṹנϞԐ ʾ χ ᵲ τνΜοχ ằ         <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもたちに対して，タバコやアルコールなどに関する健康教育を実施し，喫煙や飲酒が体に及

ぼす悪影響についての情報を伝えます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ „℅χם☼ 

ʾ ♁ễӾχם☼ 

  

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾІϼ˔иϸϳрЈж˔χ  

ʾάάϧχὲῴ χם☼ 

ʾФйЀрЈФЄдрϾϯτḩβϥ︡Ϥ ϙχᾁ  
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ˢ͏ˣ χ  

◓Ӿοχ▫ τνΜοᶘϐṐᵓχ ằ         < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

親子のふれあいの大切さや自己肯定感＊，愛着を育てるため，乳幼児健康診査や育児相談におい

て，こどもの成長や発達，生活状況に合わせた育児の方法について相談を行い，子育てについて学

ぶ機会を提供します。また，広報おおさきや市公式 SNS などにより，妊娠・出産・子育てに関する

情報，相談窓口等をお知らせします。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆ ⱪὲῴ ₰ʼӾⱪ πχ ễӾʼᾤ χם☼ 

ʾ ӽ◓Ӿο◦כЈрЌ˔πχӾⱪ χם☼ 

ʾ ʼ ▀ʼ◓ӾοτνΜοᶘϐṐᵓχ  

 

◓Ӿοτḩβϥ χ ằ              < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

母子健康手帳交付時や妊婦教室開催時に妊娠・出産に関する冊子，パンフレットなどを配布しま

す。また，広報や子育て情報の配布により，妊娠・出産・子育てに関する情報，相談窓口等をお知

らせします。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆ ⱪὲῴ ₰ʼӾⱪ Ⱳχ ằ 

ʾ ӽ◓Ӿο◦כЈрЌ˔ιϢϤχ “ 

 

◓Ӿοχ ӗϞ ϙσςϬ πΦϥṐᵓχ ằ     < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

こども一人ひとりの状況に合わせて訪問・面接・相談などを実施し，子育て中の不安や悩みが軽

減できるよう努めます。また，母親が不安や悩みを気軽に相談できるように，「こども家庭センタ

ー」を設置し，関係機関と連携しながら妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に取り組み

ます。さらに，各種事業を通して，支援が必要な人を把握し，適宜必要な情報を提供していきます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜᴪ ЈрЌ˔χ  

ʾӾⱪ χם☼ 

ʾⱪ χ ӾϞᴪ χ ϙʼϋρϤ ᴪ χꜛ τΰΪθ ᴂ 

ʾ ῢχ  

ʾᶆ τϢϥ ◙ ʼ ◙ σςχᾤ χ◦כ 

 

●χῖ ϒχ◦כ               < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

子育てなどについて母親同士が親睦を深める機会を提供します。訪問などの個別支援により，育

児の不安や悩みを解消し，心の健康を取り戻せるよう支援します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆ τϢϥ ◙ ʼ ◙ σςχᾤ χ◦כ 

ʾ◓Ӿοꜛ︠Ђ˔ϼиᶨ χ ằ 
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◓ ὲ ⱧּיχⱢלχΰ              < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

母子保健従事者の資質の向上のための各研修会や研究会への参加，自己研鑽に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆ ᾆ ᵓʾᾆẕᵓϒχ╥ᴥχ  

 

Ỹ ρχ ὀτϢϥ◦כ             < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

地域全体で子育てに取り組んでいくため，母子保健の課題や子育てに関する情報を地区組織等と

共有し，連携して子育て家庭の見守り支援を行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ӦԌʾ︠ ⱪ ӦԌʾ ὲ Ԍʼ ᶨᵠ Ԍσςρχ ὀ 

ʾЫЌИГϰЫ˔ϼχ ẉἴ  

 

ˢ͐ˣ ⱪӺ χᶎ  

Ӻ Ṑḩρχ ὀếᴟ                < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

医療機関と連携を図り，乳幼児健康診査において，こどもの急な体調の変化やけがへの対応に関

する情報提供を行い，救急時の対応や日頃の健康管理，かかりつけ医・かかりつけ歯科医を持つこ

との大切さなどについて啓発します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆ ⱪὲῴ ₰ʼӾⱪ πχ ◙ ʼᾤ ◙ χם☼ 

ʾάςϜχẍσ χ ᴟϞΪΥϒχ ᴂτḩβϥ ằ 

ʾṓτσϥ ◓τ βϥӺ ṐḩʾḩἰṐḩρχ ὀ◦כ 

 

▀ṍӺ ρχ ὀ                     < ʾ ▀ṍ> 

出産前からの一貫したケアを行い，危険度の高い母体や新生児に早期から対応するため，周産期

医療との連携を強化します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾӺ ṐḩϞḩἰṐḩρχ ὀ 

ʾ▀ῇϾϯϞӾⱪχЂЪ˔ЕτḩβϥЂ˔РІχם☼ʼ  
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ⱪӺ χᶎ                     < ⱪʼᶘ ṍ> 

市内の小児科のほか，小児の診療に対応できる医療機関や大崎市民病院の「こどもサポート医＊」

として登録している医療機関などを含め，約 30 の医療機関が各地域における一次小児医療を担っ

ています。 

一方で，小児科医の不足，特定の地域への小児科医の偏在が顕著になっています。限りある医療

資源の中，引き続き大崎地域全体で連携を図り，市民が安心して生活できる小児医療の提供体制の

確保に努めます。 

 

Ẉ ʾ ḧ χᶎ                < ⱪ ᶘ̓ ʼ ṍ> 

大崎市夜間急患センターを設置し，医療機関の診療時間外となる夜間に，発熱や腹痛・事故での

けがなど，急に身体の具合が悪くなった人の応急治療を行っています。また，休日当番医の情報提

供，「こども夜間安心コール＊」の普及啓発を行い，小児の休日・夜間診療体制の確保に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ≤◕ ḧẍḆЈрЌ˔τΣΪϥ  

ʾῲ ΣΣήΦʼ◕ϳϴУЂϱЕτϢϥẈ Ӻχ ằ 

ʾάςϜχẎẍ Ѝϱбиχ  

 

 

ˢ͑ˣ ≤◕ ԚτϢϥ‰ σΩ Ӻ χ ằ 

≤◕ Ԛ ▀ṍЈрЌ˔τϢϥӺ ằ      < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

大崎市民病院は「地域周産期母子医療センター＊」に指定されており，地域の周産期医療機関と

連携を図り，妊娠，出産から新生児に至る周産期（妊娠 22 週から生後満７日未満までの期間）に

対する専門的な医療を提供します。 
 
̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ʼ ʼ▀ ʼ ⱪḚ Ϙπχ ΰθӺ χ ằ 

ʾ▀ᴬρ ⱪᴬˢ ⱪ ˣρχ ὀ 

ʾNICU ˢ ⱪ Ⱶ Ḛ ˣχע  

 

ḧẍḆЈрЌ˔ρẎ ẎẍЈрЌ˔χ ὀ < ʾ ▀ʼ ⱪʼᶘ ʼ ṍ> 

大崎市民病院の敷地内に開設する「地域医療連携拠点施設＊」の整備に併せ，令和８年度中に大

崎市夜間急患センターを地域医療連携拠点施設内に移転し，夜間の救急医療体制を確保するととも

に，夜間急患センターと救命救急センターの連携など，効果的な医療連携体制の構築を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ӽӺ ὀẤ ☼ χ  

ʾ ≤◕ ḧẍḆЈрЌ˔χӱ  

ʾ ḧẍḆЈрЌ˔ρẎ ẎẍЈрЌ˔χ ὀ 
 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◕Ӻ◖ᵓϞӺ Ṑḩρχ ὀ 

ʾάςϜЂЪ˔ЕӺχ  
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ŧ ╔Ǚ ⱱǡ  

ˢ͍ˣễӾʾ Ӿ☼ πχ ӾЂ˔РІχ  ם

Ӿḕẽχᶎ                          < ⱪṍ˼ 

保護者の就労などにより，家庭で十分に保育することができない就学前の児童を対象に，保育所

保育指針＊に基づき，こどもの育ちを支える保育サービスを提供します。また，令和５年度から待

機児童は解消しており，今後も民間保育施設と連携し，安心してこどもを預けることができる保育

環境の確保に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿχằẚ χᶎ  

ʾ Ӿχ  ם

 

ט Ӿχ >                         ם ⱪṍ˼ 

保護者の就労形態の多様化や核家族化に対応していくため，延長保育の充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ ʼ◓Ӿο◦כ ›☼ ʼ άςϜהσςπχט Ӿχם☼ 

ʾט Ӿם☼ⱧỘּיϒχ◦כ 

 

ԁⱲ ΤϤχ >                        ם ⱪṍ˼ 

保護者の疾病などの緊急時に，一時的に児童の保育ができない家庭を支援するため，保育施設で

の一時預かりを実施します。市内８施設で実施しているものの，共働きの増加により，ニーズの増

加が見込まれることから，一時預かりの充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ ʼ◓Ӿο◦כ ›☼ ʼ άςϜהσςπχԁⱲ ΤϤχם☼ 

ʾԁⱲ ΤϤם☼ⱧỘּיϒχ◦כ 

 

ῇⱪ Ӿχם☼                        < ⱪṍ˼ 

病気の回復期にある入所児童を，看護師，保育士等により一時的に預かる病後児保育を実施しま

す。現在，市内では病後児保育は２施設，病児保育は 1 施設で事業を実施しており，保護者の就労

形態の多様化等に対応していくため，病後児保育の充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ⱪʼ ῇⱪ Ӿם☼☼ χ  ם

ʾ ⱪʼ ῇⱪ Ӿם☼ⱧỘϒχ◦כ   
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ϯйиϻ˔ⱪχ Ạ χם☼             < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ> 

食物アレルギーがある児童の食事について，医師の診断書をもとにアレルギー対象の食材を取り

除きます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ϯйиϻ˔ⱪχ Ϧ 

ʾϯйиϻ˔ ∙χ Ạ χ ằⱧỘּיϒχ◦כ 

 

ễӾχה ΰ ρ♆ ρχה ὀ             < ⱪṍ> 

少子化や共働きなどによる保育所ニーズの高まりなどから，休園としている公立幼稚園の今後の

方向性を整理し，子育て支援総合施設における適切な教育環境の保持に努めます。また，私立幼稚

園の独自性を確保した幼児教育の展開を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓Ӿο◦כ ›☼ ˢ ה ˣτϢϥễӾḕẽχ ⱱ 

ʾ♆ ρχה ὀʼ ῖḊᵓχᵫ℗ 

 

♆ >                       כ◦ϒχה ⱪṍ> 

幼児教育・保育の充実を図るため，私立幼稚園に運営費の一部を助成します。また，令和元年 10

月より開始している幼児教育・保育の無償化への対応について，私立幼稚園との連携を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ♆ ְ֫ה χ  

ʾ ⱪễӾʾ Ӿχ ᴟτϢϥẚ Ỳχ◦ẚ 

 

 

ˢ͎ˣ ӽτΣΪϥ◓Ӿο◦כЂ˔РІχ  ם

◓Ӿο◦כЈрЌ˔Ṑ χ >            ם ʾ ▀ʼ ⱪṍ˼ 

子育て支援センターでは地域の子育て支援の拠点として，機能の充実に取り組むとともに，各地

域の子育て支援センターと連携を図りながら，サービス内容の周知や保護者のリフレッシュ目的の

一時預かりを行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓Ӿοτḩβϥ χם☼ 

ʾ◓Ӿο„℅ χם☼ 

ʾԁⱲ ΤϤχם☼ 

ʾ ᶘⱪ χ ʾ ʼὲῴ ˢβΨβΨχ ˣχᵫ℗ 

ʾ ◓  ☼םχ̎ה
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ӽῖ ⱧỘχ◦כ                 < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

子育て支援センターを利用しているこどもだけでなく，地域の全てのこどもを視野におき，地域

の子育て支援の拠点として子育て相談や世代間交流など様々な支援事業を行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓ӾοЂ˔ϼиᶨ Ϟיּ χӾ ʼ◦כ 

ʾ◓Ӿο Ϟ ◓χῖ χ χ ằ 

 

◓Ӿο„℅σςχ >              ם ʾ ▀ʼ ⱪ ᶘ̓ ṍ> 

小・中・義務教育学校や保育施設，幼稚園，公民館などとの連携や役割分担により，多くの子育

て家庭が講座に参加できるよう，講座の実施時間などの調整を行います。また，うつ病や虐待の予

防に向けて専門医による講話を実施し，必要に応じて関係機関の支援へとつなげます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜʾֿיּבχּזᵓễӾτḩβϥᶆ ễעχᵫ℗ 

ʾ͒˙͓ΤὮⱪ χם☼ 

ʾ11˙12ΤὮⱪӾⱪ χם☼ 

 

νςΜχῲ ⱧỘχ                < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

子育てへの不安や負担感を解消するため，親子でいつでも気軽に遊びに行くことができる子育て

わくわくランド等を活用して，親子が集える場を提供し，地域の子育て支援の充実を推進します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓Ӿο Ϟ ◓χῖ χ χ ằ 

ʾООЂ˔ϼиʼЫЫЂ˔ϼиχם☼ 

ʾσϭπϜ χם☼ 

 

ТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ⱧỘχ >       ם ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

子育ての手助けが必要な人と手助けしたい人が会員登録し，保育施設への送迎や一時預かり等で

育児の相互支援を行うファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。また，手助けを必

要とする人が利用できるよう，事業内容の周知啓発に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ ằᵓԌχᶈ  

ʾТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔χⱧỘ  
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◕ Ẹ ʼ ӽ╥ᵊτϢϥάςϜχạ ξΨϤ        <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

地域の方々や保護者，団体等の協力を得て，放課後や週末などに，地域のこどもが学習，スポー

ツ，遊びなどの様々な体験ができる居場所づくりを推進し，地域全体でこどもを育てる環境の充実

を図ります。また，庁内関係課や NPO，地域等が連携し，若者の地域参加と地域の将来を担う後継

者の育成に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᴿῇ◓ςϜễעχם☼ 

ʾ῝ Ḭχᵫ  

ʾᶘ ☼ χᵫ  

ʾẈ ᶘ  ᶨ ӽӱ“ⱧỘχ  

ʾάςϜ ̎σςχ ằ 

 

 

ˢ͏ˣ◓Ӿο◦כ χ  

Ӿ χ ›                         < ⱪṍ˼ 

地域内の民間保育施設の状況や保育所利用希望者の減少の状況等を勘案し，公立保育所の適切な

統廃合を進めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᾥ ӽχ Ӿ☼ χ › 

ʾ ḧ Ӿ☼ χ ệ Ӄ 

 

Ӫᾋʾ σςχᵔὨ χ >         ם ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

教育・保育事業に対する意見・要望に対して社会性や客観性を確保し，利用者の立場や特性に配

慮した適切な対応を推進するため，主任児童委員を含めた第三者委員会を配置し，解決に向けた体

制の充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ ʼ◓Ӿο◦כ ›☼ τΣΪϥ ӦԌᵓχיּ╣  

 

Ӿ●ʼ ễה χᾆ χ >          ם ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

保育の質の向上やこどもたちの安全確保に向け，子育てに関する県の各種研修会の実施を周知す

るとともに，民間事業者と連携しながら，こどもに関わる様々な研修会を実施します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ●ʼ ễה χᾆ ϒχ╥ᴥ 

ʾ ᴿῇⱪ ϼжУ Ԍχᾆכ◦ χם☼ẉό╥ᴥχ  

ʾⱪ Ḭẉόⱪ ЈрЌ˔ⱪ ῡ Ԍχᾆ χם☼ẉό╥ᴥχ  
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Ӿ●ʼ ễה χ ∙χᶎ ʾ >          ם ⱪʼᶘ ṍ˼ 

慢性的な人材不足を解決するため，民間事業者と協力しながら，保育ニーズへの対応や幼児教育・

保育の質の確保に向けて，人材の確保・育成に取り組むとともに，幼児教育・保育の専門性を有す

る人材の配置を検討します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ●ʼ ễה χ ∙ᶎ  

ʾ◦כΥ σⱪ ϒχ Ӿ●ᴥ χ  כ◦

ʾⱪ Ḭʼ ᴿῇⱪ ϼжУӦ ⱧỘּיρχẸṳ 

 

Ӿ ʾ ᶘ ḧχ ὀ                  < ⱪʼᶘ ṍ˼ 

保育所保育指針を踏まえ，一日体験入学や運動会への参加等を通して，幼児教育から小学校教育

への円滑な移行に向けて，保育所と小学校の連携を強化します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᾆ ᵓχם☼ 

ʾ Ӿ ⱪ Ӿ ̎ χ  

 

◓Ӿοᴪ χИ˔Їχ ᴟϒχ ᴂ          < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

子育て家庭のニーズの変化に応じて，新たな子育て支援サービスを検討します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾИ˔Ї ₰τϢϥ◓Ӿο◦כЂ˔РІχᾁ  

 

῝ ḬσςτΣΪϥᶨ χ ᶘ>                ם ʾ◘ ṍ˼ 

小学校と連携しながら，公民館などで実施しているこども向け事業の充実を図ります。また，成

人式やボランティア活動等の機会を活かして，中高校生の公民館活動や地域活動への参加を促しま

す。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ӽᶘ Ẹ ᶨ χם☼ 

ʾᶘ ◦כЩжрГϰϯχ  

ʾЅвИϯз˔Ѝ˔̎χӾ  

ʾάςϜʾֿיּבχּזᵓễӾτḩβϥᶆ ễעχᵫ℗ 

 

χθϛχ◕ ᵓṳϒχ◦כ               <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

地域のこどもを地域で見守るために，青少年のための大崎市民会議への支援を図り，地域ぐるみ

の児童健全育成活動を推進します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾּזᵓễӾḩἰ ϒχ Ỳχῖ  
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ІЪ˔Бʾйϼзϵ˔Єдрᶨ χ             <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもたちが気軽に楽しみながら，健康づくり・体力増進に取り組めるよう，幅広い世代を対象

とした講習会や様々なスポーツイベントの誘致・実施を支援します。また，スポーツ団体の活動支

援や既存施設を整備し，地域の特色を活かした事業やニュースポーツの普及を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾּזᵓễӾ◙ Ԍχ  

ʾІЪ˔Б χᶨ  כ◦

 

Ὓ ᴟϞᴝᶚϬḦ ʾ ᾓβϥṐᵓχᶎ           <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもが優れた芸術作品や音楽鑑賞などを通して，豊かな感性を培い，芸術文化や音楽に対する

関心を高めるとともに，新しい価値観を学ぶ機会の提供に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾὛ ᴟḦ χ ằ 

ʾᴝᶚΥ άΠϥ ◕ˢϘκˣξΨϤτϢϥḦ ᵓσςχᵫ℗ 

 

ӽτΣΪϥ ὲ Ӿ ᶨ χ◦כ            <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

様々な悩みを抱えているこどもたちの問題解決と非行防止に向けて，日常生活から学校生活に関

することまで幅広い内容の相談支援と市内の巡回による街頭指導を行います。また，こどもたちが

様々な体験ができるよう，スポーツイベントや芸術・音楽鑑賞等への参加機会を提供します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ЈрЌ˔ „℅χם☼ 

ʾІЪ˔Бῖ ϱЦрЕχᵫ℗ 

ʾІЪ˔Бᶨ ϒχ◦כ 

ʾОжІЪ˔Б ᾓễע 
 

Ӱ ῖ χ                       <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

児童数の減少や若い世代の地域離れなどに伴う地域の活性化を進めるため，地域の歴史や伝統を

活かした地域の祭りやイベント等への参加を促進します。また，地域の伝統文化を次世代に伝える

ための取り組みとなるよう，事業展開に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜʾֿיּבχּזᵓễӾτἰϥᶆ ễעχᵫ℗ 

ʾ ᴟ ᾓ„℅χם☼ 
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ˢ͐ˣ  τ ӗϞ ϙϬ ΠοΜϥⱪ ϒχ◦כ 

◓ςϜχ χϾϯМϳІτΣΪϥ◦כχ ᶘ>          ם ʾ◘ ṍ˼ 

児童生徒が安心して学校生活を送り，将来の社会的自立を目指せるように，「子どもの心のケア

ハウス」を設置し，児童生徒及び保護者，学校へのサポートを行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾⱪ Ϟ ῐּיρχ ʼ  
ʾІϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔χ ᾏ 
ʾ ʾꜛ ʾᶘόЂЪ˔Е 
ʾϾϯМϳІЎ˔Эᵓṳχᵫ℗ 

ʾΪϞΦ◦כԌχ ᾏτϢϥ◦כ 

ʾТз˔Іϼ˔и̎ϒχ◦כԌ ᾏ  
 

ᶘό◦כễעχ                      <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

学校に登校できていない，教室で過ごすことに不安を抱える生徒の「居場所」や「学びの場」と

して，市内 3 校に学び支援教室（ほっとルーム）を設置しています。一人ひとりのペースに合わせ

た学習支援と自立支援の充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶘό◦כễעχ ˢᾥ ᶘ ʼᾥ ᶘ ʼᾥ ᶘ ˣ 

ʾⱪ КАЕм˔ϼτϢϥᾤכ◦ χם☼  
 

Тз˔Іϼ˔иσςχ ḧ☼ ρχ ὀ            <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

登校に不安や悩みを抱えている児童生徒一人ひとりの思いや心の状態について，保護者との情報

交換などを行いながらしっかりと受け止め，その気持ちに寄り添いながら，多様なニーズに応じた

学びの場や支援の仕組みを情報提供します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾϾϯМϳІЎ˔Эᵓṳϒχ╥ᴥ 

ʾТз˔Іϼ˔иϒχ◦כԌχ ᾏ 

ʾ כ◦  ῖḊᵓχᵫ℗ 

ʾ  ʾ σᶘόϬ―Πϥ χᵓ ϒχῇכ  
 

ῐּי ϒχЂЪ˔Е                    <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

不登校やひきこもりのこどもを持つ保護者が悩みをひとりで抱え込むことがないよう，相談しや

すい環境の充実を図ります。また，不登校児童のこどもを持つ「親の会」など，情報や思いを共有

できる場やその活動を周知し，保護者が孤立することのないよう支援します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾˮΣΣήΦạ з˔ТйАЕ˯χ⌠ ẉό  

ʾˮ   ̍ạ ЫАФ˯χᶨ ʼ  

ʾϋΦάϜϤ ῢЫАФχ  

ʾꜛ╙ ῢЫАФχ  

ʾάςϜϞ◓Ӿο τ βϥ ᴂ 

ʾТз˔Іϼ˔и ḧ☼ ρχ ὀ 
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Ũ ǆǜǵǡ ǡ Ǜ ╔ ǡ  

ˢ͍ˣάςϜχӪᾋʾᾂ χ  

άςϜχᾂ χ ρ ᵔ                 <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもの権利についての理解を深める取り組みを推進し，こどもやおとなが権利について知り，

こどもが安心して SOS を発信できる環境づくりに取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᾂἴ ϒχ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᾂ ῐӦԌτϢϥ ᾂ χם☼ 

ʾάςϜχᾂ χ ẉἴ ρᶘ  כ◦

ʾІϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔ϞІϼ˔иϸϳрЈж˔χ  

 

άςϜχӪᾋ χṐᵓχᶎ                 <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こども自身が意思表明したり，声をあげたりすることができる環境づくりを推進します。また，

SNS やアプリ等を活用した意見聴取など，事業の企画や運営に，こども・若者が参画できる取り組

みを検討します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓ςϜЂЬАЕχᵫ℗ 

ʾ ᶘ  ᵓЂЬАЕχᵫ℗ 

ʾϷржϱрϬᶨ ΰθϯрϾ˔Е ₰ 

ʾSNSϞϯФз Ϭᶨ ΰθӪᾋ ︡ 

 

 

ˢ͎ˣᶘ ễӾ χ  ם

ꜛ ḕẽϞ ӽⱢᾛϬᶨΤΰθ ễӾχה        < ⱪʼᶘ ṍ˼ 

自然体験，社会体験等具体的な生活体験を重視した活動を充実させるなど，生きる力の基礎を培

う教育を推進します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᾓᶨ χ  ם

ʾ◓Ӿο◦כ ›☼ πχ ễӾχה  

ʾ♆ χְ֫ה  
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ˮᶘ ΰ ЫКЅЮрЕΣΣήΦ ꜠˯χם☼         <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

基礎的・基本的な学習内容の定着と思考力・判断力・表現力等の育成を目指した授業改善など，

児童生徒一人ひとりの実態に応じた指導を推進することにより，こどもの学力向上に取り組みます。

また，小・中・義務教育学校の研究主任を対象に，効果的な校内研究を推進するための研修を行い，

校内研究のリーダーとしての資質の向上を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶘ ΰ ЫКЅЮрЕΣΣήΦ ꜠χ ᵫ 

ʾᶘ ΰ ӦԌᵓχᵫ℗ 

ʾᾆẕ︠ ᵓᾆ ᵓχᵫ℗ 

ʾ ỘξΨϤᾆ ᵓχᵫ℗ 

ʾᵰ⁯῎◙ ︣ˢALTˣχ  

 

Τσ ḧ Ϭ Ξᶘ ễӾχ ᶘ>              ם ʾ◘ ṍ˼ 

他者への理解や思いやり，自主性や責任感などの豊かな人間性，社会性を育むための教育の充実

を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◗ễӾχ  

ʾϺазϯЈЬЗ˔χᵫ℗ 

ʾ ᾓᶘ χם☼ 

 

θΨϘΰΨ Φϥθϛχὲῴʾ Ϭ Ξ ʾᶘ ξΨϤχה   < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

体力調査等を活かした健康・体力づくりを推進し，食育の充実を図るとともに，安心・安全な学

校づくりを推進します。また，就学前に行う就学時健診や在学中に行う定期健診の際に医療機関の

受診が必要な児童生徒やその保護者に対して，早期治療と健康への意識向上を呼びかけます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾⱪ χὲῴ χם☼ 

ʾⱪ χⱦᴬ◙ χם☼ 

ʾᶘ Ӻẉόᶘ  −◖χӦ  

ʾΣΣήΦ ◕ЮϽзрСАϼχᵫ℗ˢה χ Ϭה μθ ›τ βϥẩ Ϭ Ψ︡Ϥ ϙˣ 

ʾΣΣήΦᶘ ЮϽзрСАϼχᵫ℗ˢ◕ χ ᶘ Ϭ μθ ›τ βϥẩ Ϭ Ψ︡Ϥ ϙˣ 

ʾΣΣήΦΥϭωμϔІЪ˔Бχ χᵫ℗ˢ Ὦ 22 ІЪ˔Бπ Ϭ Τβ︡Ϥ ϙˣ 

ʾΣΣήΦ web ό ᵓχᵫ℗ 
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Ặ ╥ᵊӪ꜡χ                    <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

性別の概念にとらわれず，誰もがあらゆる分野に対等に参画できる社会を目指して，学校への講

師派遣，対人コミュニケーションや性・生命の大切さに関する学習機会を提供し，児童生徒だけで

なく保護者や教職員等の理解促進を図ります。また，妊婦体験や育児体験の機会を通して，生命の

大切さについて伝えていきます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ρ τḩβϥᶘ Ṑᵓχ ằ 

ʾ ‰ Ϭ ρΰθД˔Е DV ᶘ ᵓχם☼ 

ʾ Ӿ ᾓᶘ χם☼ 

ʾ ◓ὲῴễӾχᵫ℗ 

 

◑ ʾ Ῠ ◕ρχῖ ⱧỘχם☼              <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

姉妹・友好都市との相互訪問やホームステイなどを通し，様々な生活文化や風土に触れることで，

豊かな感性を育み，互いの違いを認めながら共生できる次代を担う青少年の育成に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◑ ◕ʾ Ῠ ◕ρχ ῀ ϞШ˔ЭІГϱχם☼ 

ʾІЪ˔Бῖ χם☼ 

 

ΣΣήΦ ῎ᶘ Ϭ꞊ρΰθ ᴟẶ χ         <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

国籍や民族など異なる人々が，互いの文化的背景等の違いを認め，人権を尊重し合い，地域社会

の対等な構成員として共に生きるという多文化共生を推進していくため，柔軟な発想で多様な人や

文化，価値観などを受け入れやすい幼少期より異文化に接する場を提供していきます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾΣΣήΦ ῎ᶘ ρ ʾ ʾṰ ễӾᶘ ρχῖ  

ʾ ᴟẶ ᵔ„℅ χᵫ℗ 

ʾּזᵓễӾⱧỘˢ ᴟẶ ḩ ⱧỘˣχם☼ 

 

 

ˢ͏ˣICTḕẽχᶨ  

ᶨ χӾ                      <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもたちの学習への興味・関心を高め，情報や情報手段を主体的に選択し活用していくための

基礎的な資質を身につけることで，情報社会に対応していく力を養うとともに，わかりやすい授業

づくりに取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾДЅЌиễ∙Ϟᶘ ЊТЕϬᶨ ΰθ ỘξΨϤ 

ʾԁ ͍ χЌУйАЕ τϢϥᴪ ᶘ χ  
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ICTʝ ◙ χΰ ρ  χ           <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

児童生徒の ICT＊による学びの質を一層高めていくためには，教職員の ICT 活用指導力の向上が

必要不可欠となっています。教職員に向けた効果的な研修を行い，ICT 活用スキルの向上を図ると

ともに，ICT 活用を支える校内推進体制の整備を進めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾễ Ԍϒχ ICTᶨ ᾆ χם☼ 

ʾICTễӾ ФкЅϴϼЕЎ˔Эᵓṳχ  

ʾם Ⱨ χ⌠ ʼ Ặ  

ʾ  ЄІГЭχכ◦  

 

 

ˢ͐ˣᴪ ʾ ӽχễӾ χΰ  

ӽῖ ϒχ ᴂ                      <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもたちが，地域の運動会や祭りなどのイベントに積極的に参加するよう促すとともに，こど

もの奉仕活動や芸術，文化，自然にふれ親しむための体験活動の展開により，こどもと地域との交

流を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾІЪ˔Бῖ ϱЦрЕχᵫ℗ 

ʾЅвИϯз˔Ѝ˔χӾ  

ʾᶘ ◦כЀ˔ДϰК˔Ќ˔χ  

ʾ ḧῖ ⱧỘχם☼ 

 

ᴪ ễӾϒχ◦כ                < ʾ ▀ʼ ⱪ ᶘ̓ ṍ> 

妊娠・出産・育児についての勉強会や講演会，イベントを行い，親同士が子育てについて楽しく

学び，情報交換ができる機会を提供し，家庭・地域の教育力向上に努めます。また，文部科学省が

発行している「家庭教育手帳」の周知を図り，こどもの心と体の健やかな成長を支援していきます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᴪ ễӾ︣ χ  

ʾ◓Ӿο„℅χᵫ℗ 

ʾ ᶘόЂкрχᵫ℗ 

ʾ◓Ӿο χῖ χ χ ằ 

ʾάςϜʾֿיּבχּזᵓễӾτἰϥᶆ ễעχᵫ℗ 

ӽχ ∙χᶨ ʾӾ                    <ᶘ ʾ◘ ṍ> 

こどもたちの遊びや学びを支援するため，中高校生が公民館活動や地域活動に関わる機会の提供

やボランティアによる小中学生の学習支援等を推進します。また，若い世代の人材育成に向けて関

係機関と連携し，主体的に課題解決に取り組むための学びの場づくりと人材育成に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾNPO τϢϥ◦כᶨ χ    
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ᵶᶘ ∙ ʾᶨ χ                    < ṍ˼ 

市民や市内で就業している人を対象に，持っている知識や技能，経験を生かして，スポーツ活動

や趣味講座など，様々な生涯学習の場で指導者として活躍する機会を提供します。また，利用者や

生涯学習の内容が固定化することを防ぐため，事業の周知を図るとともに指導者やボランティアの

育成を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᵶᶘ ∙Нрϼχ  ם

ʾ ᵶᶘ ρ ӽξΨϤχṁ ᾆ χם☼ 

ʾ῝ Ḭ ԌϬ ρΰθ ӽξΨϤᶘ  כ◦

 

 

ˢ͑ˣ ᵦ Ộӹ▀ˮ ≤— ˯Ϭ τὋ βϥ ∙χӾ  

ᵦ Ộӹ▀ˮ ≤— ˯ᶘ χ◦כ             <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

先人の知恵と努力によって共存してきた世界農業遺産＊「大崎耕土」の農業農村や大崎耕土の気

候・生物多様性を反映した副読本を配布し，誇るべき郷土の宝としてこどもたちに継承するととも

に，世界農業遺産認定地域に暮らすことへの誇りを醸成する取り組みを進めていきます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᵦ Ộӹ▀ˮ ≤— ˯ χ ˢ ≤ ӽ 1◕ 4 χ ᶘ͏˙͒ ˣ 

ẉό Ϭᶨ ΰθ Ộχם☼ 

ʾ › ᶘ χⱲḧτϢϥ ӽ Ẑᶨ  

ʾ ≤— ᶘ χ Ộχם☼ 

 

ꜛ ρẶ βϥḕẽễӾχ◦כ                <ᶘ ʾ◘ ṍ> 

豊かで恵まれた森林や田んぼ等の自然環境を通じ，自然と共生した持続可能な地域社会づくりを

担うこどもたちを育成する学外環境教育プログラムを実施し，生物多様性の理解を高め，児童や保

護者の環境活動意識の向上を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾΣΣήΦ ΦϜχϼжУτϢϥ ᾓἷḕẽễӾχם☼ˢ ᶘ͍˙ ᶘ͏ ˣ 

ʾ › ᶘ χⱲḧτϢϥ ӽ Ẑᶨ  

ʾ ᵰᶘ τϢϥ ӽχꜛ τ Ϧϥᶨ  
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ũ ↨ ǊǙ ╔ǙȅǌǾǒǴǡ  

ˢ͍ˣ▫Ⱨρ◓Ӿοχ  כ◦

χᾼ ʾ™ᾼ χ                      < ṍ˼ 

出産・育児のために仕事を離れた女性の再就職を促進するために，ハローワークなど関係機関と

の連携を図り，就職情報の提供に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾЈЬЗ˔Ϭ αθ ΰΜ Φ χἴ σς ∕ χᶨ  כ◦

ʾМк˔м˔ϼρ ὀΰθẐ χ ằ 

 

ⱧỘ ϒχ◓Ӿο◦כ χἴ                   < ṍ> 

ワーク・ライフ・バランス＊の推進に向けて，育児・介護休業法の活用や労働時間短縮などを啓

発するリーフレットを活用しながら，事業所への周知を行います。 

また，前回調査に比べ，父親の育児休業取得率はやや上昇しているものの，母親との差は依然大

きい状況です。柔軟で取得しやすい「産後パパ育休＊」などについても周知し，子育てしやすい職

場環境を整えていくよう働きかけを行います。  

 

χỡ σᾼ Ṑᵓʾ Ἆχᶎ                  < ṍ˼ 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るために，事業主への啓発活動を行い

ます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆṐḩχОрТйАЕτϢϥ ằ 

 

ḼỘ χ ẉἴ                       < ṍ˼ 

企業も地域社会の一員として，こどもの育成に係る一定の役割を果たすことが求められています。

国や県の企業認証制度＊の普及啓発を行い，制度の認知拡大を図ることで，労働環境の向上に努め

ます。また，子育ての応援に積極的な企業や女性の活躍推進に優れた企業などの取り組みを子育て

世帯に情報発信し，仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを推進します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾḼỘ χ  

ʾ ḼỘχ︡Ϥ ϙχ  
  

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾм˔ϼʾжϱТʾНжрІ χθϛχᶆ כ◦ χ ẉᶨ  

ʾ χӾⱪẈỘϞ▀ῇООӾẈχ ẉἴ  



 

58 

ˢ͎ˣάςϜχạ ξΨϤ 

῝Ặ☼ χḕẽ                  < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

既存公共施設の改修や新たに建設する施設について，乳幼児連れでも利用しやすい環境整備を進

めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓Ӿο τ ΰθ☼ ὓ 

ʾ Ӿ Ϟⱪ ῡ ☼ χḕẽ  

 

ⱪ Ḭʾⱪ ЈрЌ˔Ṑ χếᴟ               <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもが主体となる活動や子育て家庭の支援などを中心とした施設機能を充実し，乳幼児から中

高生まで幅広い層が利用しやすいプログラムを展開します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾⱪ Ḭʾⱪ ЈрЌ˔πχᶆ ⱧỘχ  ם

ʾⱪ ῡ Ԍ χᾆ χ  ם

 

ᴿῇⱪ ϼжУ χӗ σְ֫ʾ ᶘ>           ם ʾ◘ ṍ˼ 

出生数が減少している一方で，女性の社会進出や共働き世帯の増加などにより，放課後児童クラ

ブに対する需要が高まっており，一部の放課後児童クラブでは，登録児童が年々増加し待機児童が

生じています。学校の余裕教室や既存施設，空き店舗などを活用し，利用を希望する全ての児童の

受け入れができるよう，提供体制の確保に取り組むとともに，施設の環境整備や支援員の質の向上

を図ります。 

また，地域団体等が運営する学童保育については，こどもの数の減少や支援員の高齢化などで運

営の継続が困難な地域も点在するため，地域団体や保護者の意向を確認しながら，統合・運営方法

について検討します。 

 

῝Ặ☼ τΣΪϥάςϜρ ◓ χ >       ם ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

児童館・児童センターやその他の公共施設の利用の機会や方法を工夫し，こどもと親が利用しや

すいものにします。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾⱪ Ḭʾⱪ ЈрЌ˔χḕẽ  

ʾ◓Ӿο◦כẤ ☼ χⱧỘχ  ם
  

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ᴿῇⱪ ϼжУχ ằ χᶎ  

ʾ ᴿῇⱪ ϼжУ Ṑⱪ χᵔ  

ʾ ᴿῇⱪ ϼжУχḕẽ  

ʾᶘ Ӿְ֫ χӪΰ ₰ 
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άςϜχ ό χᶎ                  < ⱪ ᶘ̓ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもが安心して遊べる安全で快適な公園を整備し，保護者も安心できる身近な遊び場の確保を

図るとともに，魅力ある公園空間の創出に取り組みます。近年の環境変化によりニーズが高まって

いる屋内型遊戯施設については，既存施設の利活用も視野に検討を進めます。また，県の事業とし

て，化女沼広域公園の計画があることから，利用者の意向に沿った公園整備に向けた働きかけを行

います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ῝הʼⱪ χӲⱱḚה῝  

ʾᴒ ἷ ṩ☼ χᾁ  

 

ἇχӗ ᾁẉόӲⱱ χם☼          < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

公園などに設置している各種遊具の使用にあたり，遊具の安全管理マニュアルに沿って，遊具の

設置者による定期的な点検及び専門業者による安全点検を行い，遊具の安全性の確保と正しい使用

方法などを指導します。また，老朽化などにより補修や取替えが必要な遊具については緊急を要す

るものから順次整備するとともに，計画的に実施します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾⱪ ʼκόμάῲה῝ χ ἇ ᾁẉό   

ʾ σςχה῝◕ ἇ ᾁʾ   

 

ה῝ ᴟχ                    < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

公園については，安全で快適な環境美化と身近ないこいの場，ふれあいの場として利用されるよ

うに，地域の自主的な管理を促進するとともに，地域への支援方法を検討します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◕ χἾΜχ χᶎ  

ʾ◕ Ẹ τϢϥ῝הϞ χӲⱱḚ  

ʾ ẉόᴟה῝◕ χḕẽ  

ʾⱪ ʼκόμάῲה῝ χḕẽ  

 

άςϜ χᶨ τḩβϥ ὀ                <ᶘ ʾ◘ ṍ> 

こども食堂の意義について，地域住民，福祉関係者及び教育関係者等と認識の共有を図るととも

に，その活動について周知を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜ χᶨ τḩβϥ ằʾ ὀ 

ʾḼỘϞ ϒχТ˔ЖНрϼ̎ⱧỘχיּ▀ ΦΤΪ 
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ˢ͏ˣӗ ʾӗ σḕẽξΨϤ 

ӗ σ ḕẽχ                     <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもやこども連れの親等が安全に，安心して通行することができるよう，幅が広く段差の少な

い歩道の整備を進めるとともに，通学路やスクールゾーンの確保に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ϞỆϤϡΞχ ʼᵠ ῬⱧχם☼ 

 

ῖ ӗ ễӾχ                      ˻ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

単に交通ルールの指導にとどまらず，命を大切にする心や思いやり・ゆずり合いの心を育てるた

めの交通安全教室を開催し，交通安全についての知識の普及，啓発に努めます。特に，次代を担う

こどもたちには，交通安全教育指針＊に基づき発達段階に応じた交通安全教室を開催します。また，

大切な命を守るためのチャイルドシートの着用について広報・啓発に努め，着用の推進を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾῖ ◙ τϢϥᵹ ◙ χם☼ 

ʾῖ ◙ ԌτϢϥῖ ӗ ễעχם☼ 

 

ᶘ ӗ ├χᶎ                  ˻ ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

幼稚園や保育施設，学校内への不審者の侵入に対する防犯訓練の実施や防犯器具の設置，非常時

の緊急通報システム等の整備に努めるとともに，教育委員会と各学校，保護者，関係機関，地域な

どと情報共有しながら，こどもたちの安全確保に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ☼ ʼ ʼה ʾ ʾṰ ễӾᶘ πχ Ἡ χם☼ 

ʾ ῐּיʼḩἰṐḩʼ ӽσςρχ Ặ  

ʾ ᶘ χӗ ᾁχם☼ 

 

ӽχ ếᴟχ                     ˻ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

関係機関や地域と連携してのパトロール活動や「子ども 110 番の家」の設置などにより，児童生

徒の登下校中の安全確保の強化に取り組みます。また，不審者の出没に際しては，市公式 SNS 等

を活用し住民への周知を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ם ԌτϢϥОЕк˔иχם☼ 

ʾ ӽӗ ֫ χם☼ 

ʾSNS Ϭᶨ ΰθ Ӫ᷾Ṟ 
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ˢ͐ˣ◓ӾοЂ˔ϼиʾЩжрГϰϯϒχ◦כ 

◓ӾοЀЬвИГϰξΨϤχ◦כ           < ʾ ▀ʼ ⱪṍ˼ 

市公式 SNS 等による子育て相談の実施や，子育て支援サークル等に情報発信を行います。また，

こどもとともに利用できる施設や学習機会の情報を発信します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓Ӿο◦כЂ˔РІχ  

ʾᶆ „℅χ  

 

ᵰ⁯ ϒχ◦כ              < ʾ ▀ʼ ⱪ ᶘ̓ ʼ ṍ˼ 

多文化共生社会の実現に向け，多言語に対応した子育て支援情報を含むパンフレットを作成する

など，外国人の親を支援する取り組みに努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᵰ⁯ ӱ σςχθϛχיּ ᶨϹϱЖУАϼχ⌠  

ʾMIAˢẋ ᾉ⁯∑ᴟẸᵓˣᵰ⁯ כ◦ ЂЪ˔Ќ˔χ ᾏ 

 

◓Ӿοꜛ︠Ђ˔ϼиχӾ ʾᶨ >         כ◦ ʾ ▀ʼ ⱪṍ˼ 

子育てについて，保護者が互いに支えあい，楽しく育児をしたり，相談や情報交換を通じて育児

不安を解消したりできる子育て自主サークルの育成に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓Ӿοꜛ︠Ђ˔ϼиχӾ ʼᶨ  כ◦

ʾ◓Ӿοꜛ︠Ђ˔ϼиᶨ χ  

 

◓ӾοЩжрГϰϯχӾ ʾ◦כ      < ʾ ▀ʼ ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

地域の子育てに関わる有資格者や経験者，「生涯学習人材バンク」の登録者などへの積極的な働

きかけや研修会を開催し，子育てボランティアの育成・支援に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ ằᵓԌχᶎ  

ʾ ᵶᶘ ∙Нрϼχ  ם
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ˢ͑ˣכῐʾ ʾἴ ᶨ χ  ם

χ                < ʾ ▀ʼ ⱪ ᶘ̓ ṍ> 

気軽に電話・面接・訪問相談が選択できるよう，市ウェブサイトや公式 LINE アカウント，広報

誌，チラシ等で，各種子育て相談事業を実施している機関の周知に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάάϧχὲῴ χם☼ 

ʾσϭπϜ χם☼ 

ʾᶆ ◓Ӿο ῢχ  

ʾΣΣήΦạ з˔ТйАЕχ  

 

◓Ӿο ằχ >              ם ʾ ▀ʼ ⱪ ᶘ̓ ṍ> 

市ウェブサイトや公式 LINE アカウント,広報誌，チラシの配布などにより，必要としている人に

素早く情報が届くよう，情報発信の充実に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ☼ χ ệχ ằ 

ʾᶆ ẚ Ỳʼ︣ Φ χ  

ʾ ӽ◓Ӿο◦כЈрЌ˔πχ„℅ϞϱЦрЕχ  

 

ṓὖτ πΦϥ ῢχ       < ʾ ▀ʼ ⱪʼᶘ ʼ ṍ> 

各種相談機関や窓口の連携強化によるネットワークづくりを推進します。地域子育て支援センタ

ーにおいて育児相談や栄養相談を行い，地域の身近な相談窓口としていつでも気軽に利用できるよ

う，体制の強化を図ります。また，こどもの問題行動・不登校などへの迅速で適切な対応や，こど

も自身が抱える悩み事などへの対応を図るため，関係機関が連携して相談を受ける事業の体制づく

りを推進します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ӽ◓Ӿο◦כЈрЌ˔πχӾⱪ χם☼ 

ʾάςϜᴪ ЈрЌ˔τϢϥ ᴂ 

ʾ◓Ӿο ṍ◦כⱧỘˢ Ӧ τϢϥЄд˔ЕІГϱˣχם☼ 

ʾ◓ςϜχ χϾϯМϳІτϢϥ◦כ 

ʾІϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔χ  

ʾ ʾ ʾṰ ễӾᶘ ϒχІϼ˔иϸϳрЈж˔χ  

ʾ ΥΜⱪʾּיτ βϥ  כ◦

ʾ τ βϥ  כ◦

ʾΣΣήΦạ з˔ТйАЕχᶨ  
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άςϜʾֿיּבχꜛ╙ ├                <ᶘ ʾ◘ ṍʼ ṍ> 

生きることの包括的な支援として，SOS の出し方や友人等からの SOS の受け止め方など自殺予

防教育を進めるとともに，自殺リスクの早期発見，電話・SNS 等を活用した相談体制の整備等，家

庭・学校・行政等が連携しながら，こども・若者の自殺対策を推進します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾᶆ χᶎ ẉό  

ʾꜛ╙ ├ếᴟὮḧτϢϥἴ  

ʾ◓ςϜχ χϾϯМϳІτϢϥ◦כ 

ʾІϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔χ  

ʾ ʾ ʾṰ ễӾᶘ ϒχІϼ˔иϸϳрЈж˔χ  

ʾẋ ᾉІϼ˔иϸϳрЈж˔ᶨ ⱧỘτϢϥ◦כ 

 

χКАЕм˔ϼχכ◦ >            ם ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ> 

こどもに接する全ての機関の協力関係を築き，発達に関する相談機関と情報交換等を行いながら，

連携強化に努めます。また，発達に遅れや偏りのあるこどもに対して，臨床心理士による個別相談

を行い，保育施設など関係機関と連携しながら支援を行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ כ◦ ὀẸṳᵓχ  

ʾάςϜᴪ ЈрЌ˔χ  

ʾ χם☼ 

ʾ ⱪ ᾁ₰χם☼ 

 

◓ӾοӪ꜡χἴ              < ʾ ▀ʼ ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ> 

子育てにおける親の役割の重要性を認識し，親としてこどもを産み育てることの責任感を育むよ

うな広報活動を積極的に展開します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ●χᶘό›ΜϞ ḧξΨϤχṐᵓχ ằ 

ʾᶆ „℅χם☼ 

 

∕ Ӿⱪϒχ◦כ                  < ʾ ▀ʼ ⱪṍ> 

保育施設や幼稚園に入所（園）していない児童の保護者への支援として，子育てに関する相談や

情報の提供，また，親子での交流や子育てサークルへの参加を促します。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ӽ◓Ӿο◦כЈрЌ˔πχ„℅ϞϱЦрЕχם☼ 

ʾТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ ằᵓԌτϢϥЂ˔РІχ  

ʾ ⱪ ⱧỘˢάςϜכ◦ה πϜ ה ˣχם☼ 
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Ū ƿ ǝǆǜǵ¤ּק ǫǡ ⱱ 

ˢ͍ˣ ῐⱪ ├χ  ם

ῐⱪ ├ ӽẸṳᵓᶨ χ          < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ> 

子育てに関わる関係機関による要保護児童対策地域協議会活動の啓発と連携強化を図り，児童虐

待の未然防止に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜϞ◓Ӿο τ βϥ ᴂ 

ʾ ῐⱪ ├ ӽẸṳᵓ  ᵓṳיּ

ʾ ῐⱪ ├ ӽẸṳᵓם  ᵓṳיּ

ʾ ῐⱪ ├ ӽẸṳᵓᾤ  ᵓṳכ◦

 

άςϜᴪ ⱧỘχ >              ם ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

相談員を配置し，児童相談所その他関係機関と連携し，身近な子育て相談ニーズに対応するとと

もに，児童虐待の発生予防や早期発見に積極的に取り組みます。また，困難事例等に対応するため

研修等を行い，相談員の資質向上を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜϞ◓Ӿο τ βϥ ᴂ 

ʾᴪ ⱪ Ԍχᾆ χ  ם

 

 

ˢ͎ˣ ΥΜχΚϥάςϜϒχ◦כ 

ΥΜⱪ Ӿχ >                 ם ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

こどもたち一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな保育が提供できるよう，障がい児保育の充

実と受け入れ体制の整備を図るとともに，関係機関との連携強化に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ΥΜⱪ Ӿם☼ⱧỘּיϒχ◦כ 
ʾ ᶘⱲὲῴ χם☼ 
ʾ ᶘ χם☼ 
ʾˮβάϞΤТϮϱи˯̎χ  
ʾᾠ῎ʼLDˢᶘ ΥΜˣ ẘễעχ  
ʾ כ◦ ὀẸṳᵓχᵫ℗ 
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Ӿ●Ϟ Ѐ˔ДϰК˔Ќ˔χכ◦ χΰ    < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

保育士，教諭等を対象に障がいのあるこどもへの理解を深めるスキルアップ研修等を実施し，療

育に対する専門知識の向上に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ Ӿ☼ σςχ ⱧּיϬ ρΰθᾆ ᵓχᵫ℗ 
ʾ Ѐ˔ДϰК˔Ќ˔ᾆכ◦ ᵓχᵫ℗ 

 

ΥΜⱪʾּיⱦᴬ χḕẽ            < ⱪʼᶘ ʼ ṍ˼ 

障がい児・者の歯科診療については，通常の治療では対応できないケースが多く，診療に慣れる

ためのケアトレーニングやリラックスした状態で治療を行うための鎮静麻酔を用いた治療など，特

別な治療環境が必要となることから，大崎歯科医師会が実施する障がい児・者歯科診療事業の一部

経費を負担し，障がい児・者がかかりつけ医をもち，安心して歯科診療を受診できる環境整備に取

り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ΥΜⱪʾּיⱦᴬ ⱧỘὊ χԁ  
ʾ ≤ῢ‘ ὲЈрЌ˔τΣΪϥ  
ʾ ≤ⱦᴬӺ◖ᵓρχ ὀ 

 

ΥΜⱪʾּיτ βϥ >            כ◦ ⱪʼᶘ ʼ ṍ˼ 

関係機関と連携し，障がいの疑いがある段階から障がい児本人や家族に対する継続的な相談支援

を行います。また，相談支援の利用者数は増加しており，相談支援の提供体制の充実が求められて

いることから，引き続き障害児相談支援事業所及び障害者相談支援事業所との連携を図り，障がい

児・者の相談支援提供体制の充実に取り組みます。  

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ΥΜⱪ ρ ϣβᴪ χθϛχễעϬᵫ℗ 
ʾ ᵲⱪ ⱧỘכ◦ ʼ ᵲּי ⱧỘכ◦ ʼ ≤ ӽ ЈрЌ˔ρχכ◦ ὀ 
ʾ ⱪὲῴ ₰χם☼ 

※そのほか，障がい児支援の分野については，「大崎市障がい者計画 障がい福祉計画 障がい児

福祉計画」＊において，位置づけています。 

 

ˢ͏ˣϋρϤ ᴪ ϒχꜛ χכ◦  

Ṑ χ >                          ם ṍ˼ 

ひとり親家庭が抱える，子育てをはじめとした生活及び就労等に関する様々な悩みについて，母

子・父子自立支援員や保健師が相談を受け，支援等に対する情報を提供するとともに，支援機関等

に適切につなぐ相談機能の充実に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾּזᵓ ʼὊↄ σꜛ Υ σϋρϤ ᴪ τ βϥ ᴂϞḩἰṐḩρχ ὀ 

ʾDV ᵲּיρζχⱪ χԁⱲ ῐτḩβϥ◦כ 

ʾ ◓ʾ ◓ꜛ Ԍχᾆכ◦ χ    ם



 

66 

◓ӾοϞ ᶨχ◦כ                        < ṍ˼ 

ひとり親家庭が安心して子育てと仕事，就労のための訓練などとの両立ができるように，保育施

設への優先入所や公営住宅の優先入居に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜϞ◓Ӿο τ βϥ ᴂ 

 

ϋρϤ ᴪ χ Ộ◦כ                      < ṍ˼ 

ひとり親家庭が自立し安定した生活を送ることができるように，就労に結び付く資格取得のため

の支援や効果的な職業紹介など，よりよい就労に向けた支援に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾꜛ ễӾἩכ◦ ẚ Ỳχ◦ẚ 

ʾ‰ ỘἩ ẚ Ỳχ◦ẚ 

 

ꜛ τΰΪοχὊↄ >                     כ◦ ṍ˼ 

母子及び寡婦福祉資金貸付制度や児童扶養手当制度，母子・父子家庭医療費助成制度など，制度

の詳細や受給資格について積極的に周知に取り組み，各家庭において有効に活用されるよう努めま

す。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ◓ẉόᴫ ♅ⱢỲχ  

ʾⱪ ︣ χẚ  

ʾ ◓ʾ ◓ᴪ Ӻ χ  

 

 

ˢ͐ˣάςϜʾᴪ ϒχὊↄ  כ◦

Ӿ χὖᾚ                          < ⱪṍ˼ 

幼児教育・保育無償化の対象とならない低所得層のひとり親家庭や在宅障がい児・者のいる家庭

及び多子家庭等について，家庭環境に応じた保育料の設定を検討し，保育の必要があるこどもへの

保育サービスの提供に努めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ◓ᴪ χ Ӿ χὖᾚ 

ʾϋρϤ ᴪ χ Ӿ χὖᾚ 

ʾ ΥΜּי χ Ӿ χὖᾚ 
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ᶆ ︣ χ◦ẚʼ ᶘỲχ            < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

令和６年 10 月から高校生世代までの児童を養育する全ての保護者に対して児童手当を支給する

ほか，経済的な困難を抱える家庭に対して，各種手当や就学に必要な費用の支給，奨学金の貸与を

行います。また，制度の詳細や受給資格について周知し，各家庭において有効に活用されるよう努

めます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾⱪ ︣ ʼⱪ ︣ ʼ ⱪ ︣ σςχẚ  

ʾ ͏◓ӟ‭χάςϜτ βϥ ᶘ τἰϥ χẚ  

ʾ ᵲⱪ ♅︣ χẚ  

ʾ ᶘכ χẚ  

ʾ ᶘỲχ  
 

Ӻ χ                     < ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

各種制度に該当している対象児童や家庭を把握するとともに，医療機関等との連携強化により，

制度の周知や適切な給付に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◓ςϜӺ χ  

ʾ ◓ʾ ◓ᴪ Ӻ χ  

ʾ ӾӺ χẚ  

ʾ ᵲּיӺ χ  

 

ᶨ₉ẖ χάςϜχᶘ ꜛʾכ◦ כ◦          <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

家庭の経済状況に関わらず，学ぶ意欲のあるこどもが，能力・可能性を伸ばすことができるよう，

ひとり親家庭，生活保護受給世帯及び就学援助受給世帯の中学生を対象に学習支援のほか，日常的

な生活支援や仲間との出会い，活動ができる居場所づくりにつながるような支援を行います。また，

生活困窮世帯の抱える課題を相談等から把握し，自立に向けた包括的，継続的な支援を行います。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾꜛ ЈрЌ˔τϢϥכ◦  כ◦

ʾ ᶨ₉ẖ χάςϜτ βϥᶘ ΰ Ϭ ρΰθᶘ  כ◦

ʾᶆ ῢτϢϥ◦כ 
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ˢ͑ˣⱪ ẃ ♁ ├ʼбрϽϾϯж˔̎ϒχ◦כ 

ⱪ ẃ ♁ ├χ >               ם ⱪʼᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

虐待の発生予防から早期発見・早期対応，さらには虐待を受けたこどもの保護・自立支援に至る

までの切れ目のない総合的な支援体制の整備・充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜϞ◓Ӿο τ βϥ ᴂ 

ʾ ῐⱪ ├ ӽẸṳᵓτϢϥ Ặ  

 

брϽϾϯж˔τ βϥ◦כχ               <ᶘ ʾ◘ ṍ˼ 

ヤングケアラーは，家庭内のデリケートな問題であることや本人や家族に自覚がないといった理

由から，支援が必要であっても表面化しにくい構造となっています。ヤングケアラーの社会的認知

度を向上させるとともに，早期発見，悩み相談などの支援体制の整備等に取り組みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾάςϜᴪ ЈрЌ˔χ  

ʾбрϽϾϯж˔◦כτΰΪθ χ  

ʾάςϜϞ◓Ӿο τ βϥ ᴂ 

ʾ ῐⱪ ├ ӽẸṳᵓτϢϥ Ặ  
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ū ǡ ǡ  

ˢ͍ˣ  כ◦

יּבֿ ϒχ >                        כ◦ ṍ> 

若者が持てる能力を十分に発揮し，経済的な不安なく，将来への希望を持って生活できるよう，

学校と企業の連携による「働く」を応援するための取り組み・支援体制の充実を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◕ χ‰ σςϒχḼỘ ᵓχᵫ℗ 

ʾ◕ ḼỘχ ԌӾזּ ᾆ χם☼ 

 

 

ˢ͎ˣάςϜϞֿיּבχּזᵓ╥ᵊʾῖ ϒχ◦כ 

άςϜʾֿיּבχּזᵓ╥ᵊχ ᶘ>                ם ʾ◘ ṍ> 

こどもや若者世代が自ら意見や考えを述べ，まちづくりに参画できる機会の確保に努めるとともに，

こどもまんなか社会の実現に向け，こども等の意見を聴き，対話しながらともにまちづくりに取り組

みます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ◕ ‰  τϢϥӪᾋῖḊˢм˔ϼЄдАФϞЌϳрЬ˔ГϰрϽσςˣχם☼ 

 
χῖיּבֿ χ χ ằ                       < ṍ˼ 

地域の若者が気軽に集って楽しく交流できる場の提供を行うことで，次代を担う若者の交流の輪

を広げます。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ≤ ꜛ ί̎ χֿיּבϒχῖ χ χ ằ 
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ˢ͏ˣὫₒ◦כ 

ὫₒϬṆ βϥֿיּבϒχ◦כ                    < ṍ˼ 

結婚を希望する人がその希望をかなえるため，婚活支援情報の発信や支援機関への入会金助成な

どにより，人生のパートナー探しをサポートします。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾὫₒϬṆ βϥ ϒχₒᶨ◦כ χ  

ʾϙϞΧ ₒᶨЂЪ˔ЕЈрЌ˔ ᵓỲχ  

ʾϙϞΧὫₒ◦כЈрЌ˔ ᵓỲχ  

 

 

ˢ͐ˣӱ ʾ  כ◦

ӱ ʾ τḩβϥ◦כ                      < ṍ˼ 

大崎定住自立圏及び隣接市以外から市内へ移住する世帯及び迎え入れる世帯への支援を行うこ

とにより，市内への若者世帯の定住促進を図ります。 

̙︠σ︡Ϥ ϙ 

ʾ ≤ ꜛ ίẉό ◕ӟᵰΤϣχӱ ϒχיּ † ϞзТ϶˔Э τḩβϥ  

ʾӱ ϒχיּ ρΰοἋΦᴪϬᵠ βϥ ›χ  

ʾἋΦᴪᵠ ϒχӱ χᴪיּ  
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ξ  

ḑ ḑ ᾀὢ҅ Ṝ  
 

Ŧ ǇǛǡ ╔¤ ╔ǡ ╓ 

̗ễӾʾ ӾτḩβϥⱧỘχ ằỸӽ χ―Π  

 

本市では上記の考え方を踏まえ，第２期計画と同様に市全体を１区域として設定し，各種事業を

推進します。 

 

ŧ ╔¤ ╔  

子ども・子育て支援新制度では，認定こども園，幼稚園及び保育所（園），地域型保育事業（家庭

的保育事業，小規模保育事業等）を利用する際に，教育・保育給付認定を受ける必要があります。

教育・保育給付認定には，こどもの年齢や保育の必要性に応じて 1 号から３号の３つの区分があり，

認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。 

 1‹  ͎‹  ͏‹  

 ͏⅞ӟ χ ᶘ  ᶘ χάςϜ 
͏⅞ χ 

ᶘ  ᶘ χάςϜ 

Ὧ ͎ʼ͏‹ χάςϜӟᵰ 
ῐּיχ ψכ ζχ χ ᶕ π ϛϥⱧ τϢ

Ϥᴪ τΣΜο σ ӾϬ ΪϥάρΥ₉ πΚϥϜχ 

ᴦ σ☼  

 ה
Ӿ ˢהˣʾ ӽἷ ӾⱧỘ 

̞ ӽἷ ӾⱧỘψ͏‹ χϙ 

άςϜה 

πΦϥⱲḧ ễӾ Ⱳḧ 

Ӿ Ⱳḧˢ1 11ⱲḧϘπˣ 

Ӿ Ⱳḧˢ1 ͔ⱲḧϘπˣ 

̞ Ӿ Ⱳḧρ Ӿ Ⱳḧψ Ⱳḧ χ Ӿχ

τϢμοὨ  

  

ʾ ῐּיϞάςϜΥạ Τϣ Ӭτӱ βϥάρΥᴦ σỸӽρβϥʻ 

ʾỸӽ πχễӾʾ Ӿ☼ χ ʼ τΤΤϥה ḇʼᶆ ӽχάςϜχ ρễӾʾ Ӿ☼ ẉό Ԍ χ

НжрІ Ϭ― ΰʼỸӽϬ ʻ 
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Ũ Ǜ ǡ  

人口推計については，人口がこれまでと同様に推移する見込みとし，住民基本台帳の令和２年か

ら令和６年までの各年４月１日時点の人口をもとに，コーホート変化率法＊を用いて算出しました。 

コーホート変化率法とは，基準年の性・年齢別人口をもとに，次の年の性・年齢別人口を推計し，

その繰り返しによって将来人口を推計していく方法です。なお，市全体と地区ごとに人口推計を行

っているため，各地区の数値を合算した数値と市全体の数値は異なっています。 

 

ᾦἶѼЃ ǯᾛἶ ǵ˲֥  

Ū⁸ЋḢ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 765 701 690 595 616 626 611 595 579 565 

１歳 827 792 735 705 602 634 644 629 613 596 

２歳 861 829 806 735 700 604 636 646 631 615 

３歳 959 862 834 809 727 700 604 636 646 631 

４歳 1,015 962 870 836 810 730 703 606 639 649 

５歳 960 1,028 968 863 826 810 730 703 606 639 

６歳 1,056 957 1,032 964 873 828 812 732 704 608 

７歳 1,073 1,058 953 1,029 963 872 826 811 730 703 

８歳 1,071 1,083 1,057 959 1,031 967 875 830 814 734 

９歳 1,052 1,084 1,083 1,060 958 1,034 970 878 833 817 

10 歳 1,121 1,056 1,076 1,077 1,068 958 1,034 970 878 833 

11 歳 1,121 1,119 1,056 1,081 1,082 1,070 959 1,036 972 880 

  

0˙5⅞ 5,387 5,174 4,903 4,543 4,281 4,104 3,928 3,815 3,714 3,695

6˙11⅞
6,494

6,357
6,257

6,170
5,975

5,729
5,476 5,257

4,931 4,575

11,881
11,531

11,160
10,713

10,256
9,833

9,404
9,072

8,645
8,270

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ 10 11

ם̡ ὓ̠
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ū֦′᷂Ḣ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 563 532 532 438 446 477 470 462 452 445 

１歳 620 580 562 544 440 459 490 483 475 465 

２歳 630 617 586 554 540 438 457 488 481 473 

３歳 675 630 618 589 548 540 438 456 488 480 

４歳 723 672 639 626 589 551 543 441 459 490 

５歳 659 731 676 628 618 587 549 541 439 457 

６歳 724 653 725 678 637 618 587 550 541 439 

７歳 743 726 653 722 675 636 617 587 549 540 

８歳 718 751 722 651 726 676 637 618 588 550 

９歳 689 731 750 727 650 730 680 641 622 591 

10 歳 766 692 727 743 729 649 728 679 640 621 

11 歳 739 767 693 733 749 732 652 732 682 643 

 

  

0˙5⅞
3,870 3,762 3,613 3,379 3,181 3,052 2,947 2,871 2,794 2,810

6˙11⅞

4,379 4,320
4,270

4,254
4,166

4,041
3,901 3,807

3,622 3,384

8,249
8,082

7,883
7,633

7,347
7,093

6,848
6,678

6,416
6,194

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ 10 11

ם̡ ὓ̠
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Ŭ ῇ᷂Ḣ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 17 15 18 4 18 12 12 11 11 10 

１歳 24 18 17 20 5 22 15 15 14 13 

２歳 32 25 18 14 17 5 21 14 14 13 

３歳 27 30 27 17 14 17 5 20 14 14 

４歳 31 26 30 26 17 14 17 4 20 14 

５歳 31 30 26 31 24 17 14 16 4 20 

６歳 37 32 34 27 29 25 17 14 17 5 

７歳 36 36 33 31 25 28 24 17 14 16 

８歳 33 37 34 34 30 25 28 24 17 13 

９歳 43 32 39 33 35 30 25 28 24 17 

10 歳 39 43 31 38 32 34 30 24 27 23 

11 歳 42 36 42 30 38 31 33 29 24 26 

 

  

0˙5⅞

162 144 136
112 95 87 84 80 77 84

6˙11⅞

230

216 213

193
189

173
157

136 123 100

392

360
349

305
284

260
241

216
200

184

0

100

200

300

400

500

600

͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ 10 11

ם̡ ὓ̠
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ŭʢ ᷂Ḣ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 40 39 31 28 39 33 32 32 31 30 

１歳 33 46 39 33 30 42 35 35 34 33 

２歳 34 35 50 42 33 32 44 37 37 36 

３歳 42 36 37 51 46 35 33 47 39 39 

４歳 40 43 35 37 50 46 35 33 47 39 

５歳 58 41 40 36 39 51 46 35 34 47 

６歳 57 58 45 37 36 39 51 47 35 34 

７歳 62 58 58 47 36 36 40 51 47 36 

８歳 65 65 60 60 46 37 37 41 53 48 

９歳 75 64 67 61 60 47 37 38 41 53 

10 歳 53 77 64 67 61 60 47 38 38 42 

11 歳 88 53 77 64 67 61 60 47 38 38 

 

  

0˙5⅞

247 240 232 227 237 239 225 219 222 224

6˙11⅞

400
375 371

336 306 280
272 262 252 251

647
615 603

563
543

519
497

481 474 475

0

200

400

600

800

͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ 10 11

ם̡ ὓ̠
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Ů Ῥְ᷂Ḣ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 55 56 36 51 46 44 42 40 39 38 

１歳 60 59 53 33 50 45 43 41 39 38 

２歳 72 61 60 57 36 53 47 45 43 41 

３歳 84 74 60 59 53 35 52 46 44 42 

４歳 75 85 73 61 58 53 35 52 46 44 

５歳 65 75 86 75 58 58 53 35 52 46 

６歳 74 64 74 88 76 58 58 53 35 52 

７歳 83 73 62 75 88 75 58 58 52 35 

８歳 84 79 75 62 74 87 75 57 57 52 

９歳 93 85 78 76 61 74 88 75 57 57 

10 歳 85 93 85 79 78 62 74 88 76 58 

11 歳 77 84 94 85 79 78 62 74 88 76 

 

  

0˙5⅞ 411 410
368 336

301 288 272 259 263 249

6˙11⅞ 496 478

468
465

456
434

415
405 365

330

907
888

836
801

757
722

687
664

628

579

0

200

400

600

800

1,000

͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ 10 11

ם̡ ὓ̠
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ůῑїῇ᷂Ḣ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 35 27 34 35 28 29 27 26 24 24 

１歳 38 39 28 36 33 29 30 28 27 26 

２歳 36 38 40 29 36 33 30 30 29 27 

３歳 48 33 40 40 28 35 33 29 30 28 

４歳 52 49 34 38 42 28 36 33 30 30 

５歳 52 51 51 33 39 42 29 36 34 30 

６歳 73 52 49 50 36 39 43 29 36 34 

７歳 59 73 50 50 54 37 40 44 29 37 

８歳 57 60 74 52 49 54 37 40 44 30 

９歳 60 57 58 73 51 48 54 36 40 44 

10 歳 67 59 56 62 74 52 49 54 37 40 

11 歳 75 69 58 57 61 74 52 49 54 37 

 

  

0˙5⅞
261 237 227 211 206 196 185 182 174 165

6˙11⅞

391

370
345

344
325

304
275

252
240

222

652

607

572
555

531
500

460
434

414
387

0

200

400

600

800

͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ 10 11

ם̡ ὓ̠
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Ű ἧ ᷂Ḣ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 14 5 9 9 8 7 7 6 6 5 

１歳 7 13 8 9 10 10 9 8 7 7 

２歳 7 7 14 9 8 10 10 9 8 8 

３歳 21 7 7 13 7 7 9 9 8 8 

４歳 14 23 8 8 13 8 8 11 11 10 

５歳 26 14 22 9 7 13 8 8 11 11 

６歳 21 26 15 22 8 7 13 8 8 11 

７歳 26 21 26 15 22 8 7 13 8 8 

８歳 29 25 21 27 16 22 8 7 13 8 

９歳 29 28 26 21 27 16 22 8 7 13 

10 歳 31 29 28 26 22 27 16 23 8 7 

11 歳 32 30 29 27 26 22 27 16 22 8 

 

  

0˙5⅞

89
69 68 57 53 55 51 51 51 49

6˙11⅞

168

159
145

138
121

102
93

75 66
55

257

228
213

195

174

157
144
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0

100

200

300

400

͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ 10 11

ם̡ ὓ̠
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ű ᾪ᷂Ḣ 

年齢 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

０歳 41 27 30 30 31 28 27 26 24 23 

１歳 45 37 28 30 34 32 29 27 26 25 

２歳 50 46 38 30 30 35 32 29 28 27 

３歳 62 52 45 40 31 30 36 33 30 29 

４歳 80 64 51 40 41 31 30 36 32 30 

５歳 69 86 67 51 41 42 32 31 37 33 

６歳 70 72 90 62 51 41 43 32 31 38 

７歳 64 71 71 89 63 51 41 43 32 31 

８歳 85 66 71 73 90 64 52 42 43 32 

９歳 63 87 65 69 74 90 64 52 42 43 

10 歳 80 63 85 62 72 74 89 64 52 41 

11 歳 68 80 63 85 62 72 74 89 64 52 

 

  

0˙5⅞

347
312

259
221 208 198 186 182 177 167

6˙11⅞

430
439

445
440

412
392

363
322

264
237

777
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ũ ╔¤ ╔ǡ ǡ ǲǛ  

子ども・子育て支援法に基づき，就学前の教育・保育を行う事業について記載しています。 

量の見込みの算出にあたっては，令和２年度から令和６年度までの実績による推計人口及び令和

２年度から令和５年度までの利用実績の推移をもとに，本市の実情を踏まえて算出しました。 

ֵ ὑǵǚǰȉ ̊ʣǵἶ ș₁ ǠȒᾦἶѼǵǚǰȉ 

                                   ˢ ӡʿ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 946 860 821 798 810 

͗ᶎ  

ễӾʾ 

Ӿ☼  

ꜛ◕  900 900 900 900 900 

◕  5 5 5 5 5 

ᶎ Ϭ ΪσΜ  560 560 560 560 560 ה

›ὓ 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 

͗˕͖ 519 605 644 667 655 

ᶎ ├ 

ʾ ◓ᴟϞẶ Φ χ ᴥτ Μʼ Ӿ И˔ЇΥ‰ϘμοΜϥθϛʼ χה χᾋ₅ϙψᾚ

βϥᾋ₅ϙρσμοΜϘβʻ 

ʾẈהρΰοΜϥ῝ χ₈ῇχה ΰ Ϭ ΰʼ◓Ӿο◦כ ›☼ τΣΪϥ σễӾḕ

ẽχᶎ τ ϛϘβʻ 

ʾ ễӾה χᵠ τ Μʼ ⱪễӾχ ρם ᶘ ρχ ὀếᴟτ︡Ϥ ϙϘβʻ 

ֵ ὑǵǚǰȉ ͪ ᶸ ǵѫ ₁ ̊ʣǵͪ ǵⱳ ǵר ὑș֞ǘǦᾦ

ἶѼǵǚǰȉ 

                                  ˢ ӡʿ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 

ễӾИ˔ЇΥếΜ 132 120 115 112 113 

ζχ  1,443 1,312 1,252 1,217 1,236 

›ὓ 1,575 1,432 1,367 1,329 1,349 

͗ᶎ  

ễӾʾ 

Ӿ☼  

ꜛ◕  1,648 1,648 1,632 1,616 1,616 

◕  10 10 10 10 10 

ẉόה ΤϤ Ӿ 100 100 100 100 100 

ḼỘ︠ ἷ Ӿχ ӽ  0 0 0 0 0 

ᴦᵰ Ӿ☼  8 8 8 8 8 

›ὓ 1,766 1,766 1,750 1,734 1,734 

͗˕͖ 191 334 383 405 385 

ᶎ ├ 

ʾ χᾋ₅ϙψᾚ βϥᾋ₅ϙρσμοΜϥԁ πʼễӾϬ ΪήδθΜρΜΞИ˔ЇΥԁ ᾋ

₅ϘϦϥθϛʼ ῐּיχ τϢϤ ӾϬ ρβϥⱪ τ ΰοϜ ᴂπΦϥϢΞʼ τה

ΣΪϥ ΤϤ ӾⱧỘϬ“ΜϘβʻ 

ʾ Ӿ Ӿ◙ χᵠ τ Μʼ ⱪễӾχ Ϭם ϥρρϜτʼ ᶘ ρχ ὀếᴟϞ ∙χᶎ

ʾӾ τ︡Ϥ ϙϘβʻ   
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ֵ ὑǵǚǰȉ ͪ ᶸ ᷂ḢḌͪ ᾛ ͪ ὤ↨ ͪ

֯Ẇͪ ǵѫ ₁ ǵͪ ǵⱳ ǵר ὑș֞ǘǦǚ

ǰȉ 

                                  ˢ ӡʿ ˣ 

͌⅞ⱪ                 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 318 310 302 294 287 

͗ᶎ  

ễӾʾ 

Ӿ☼  

ꜛ◕  253 253 253 253 253 

◕  10 10 10 10 10 

ӽἷ Ӿ 

ṛ Ӿ 48 48 48 48 48 

ᴪ Ӿ 0 0 0 0 0 

ạ ἷ Ӿ 0 0 0 0 0 

ⱧỘ Ӿ 0 0 0 0 0 

ḼỘ︠ ἷ Ӿ 8 8 8 8 8 

ᴦᵰ Ӿ☼  2 2 2 2 2 

τΣΪϥה Ⱳḧ ΤϤ

Ӿְ֫◦כⱧỘ 
0 0 0 0 0 

›ὓ 321 321 321 321 321 

͗˕͖ 3 11 19 27 34 

 

͍⅞ⱪ                 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 440 460 458 447 435 

͗ᶎ  

ễӾʾ 

Ӿ☼  

ꜛ◕  422 422 422 422 422 

◕  9 9 9 9 9 

ӽἷ Ӿ 

ṛ Ӿ 47 47 47 47 47 

ᴪ Ӿ 0 0 0 0 0 

ạ ἷ Ӿ 0 0 0 0 0 

ⱧỘ Ӿ 0 0 0 0 0 

ḼỘ︠ ἷ Ӿ 7 7 7 7 7 

ᴦᵰ Ӿ☼  0 0 0 0 0 

ԁⱲ ΤϤⱧỘˢ  ἷˣ 0 0 0 0 0ה

τΣΪϥה Ⱳḧ ΤϤ

Ӿְ֫◦כⱧỘ 
0 0 0 0 0 

›ὓ 485 485 485 485 485 

͗˕͖ 45 25 27 38 50 
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                                  ˢ ӡʿ ˣ 

͎⅞ⱪ                 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 532 515 497 487 494 

͗ᶎ  

ễӾʾ 

Ӿ☼  

ꜛ◕  479 467 467 467 467 

◕  5 5 5 5 5 

ӽἷ Ӿ 

ṛ Ӿ 49 49 49 49 49 

ᴪ Ӿ 0 0 0 0 0 

ạ ἷ Ӿ 0 0 0 0 0 

ⱧỘ Ӿ 0 0 0 0 0 

ḼỘ︠ ἷ Ӿ 7 7 7 7 7 

ᴦᵰ Ӿ☼  0 0 0 0 0 

ԁⱲ ΤϤⱧỘˢ  ἷˣ 20 20 20 20 20ה

τΣΪϥה Ⱳḧ ΤϤ

Ӿְ֫◦כⱧỘ 
0 0 0 0 0 

›ὓ 560 548 548 548 548 

͗˕͖ 28 33 51 61 54 

 

ᶎ ├ 

ʾẶ Φχ ᴥτ Μʼ ⱪΤϣχ ӾИ˔ЇΥ‰ϘμοΜϥθϛʼ Ԍχᾋ ΰϞ ӽἷ

ӾⱧỘ χ σ ӾⱧỘʼ άςϜהᴟ ʼ ḧⱧỘּיχӪΰϬ ӃΰσΥϣ Ⱨ̓Ộχ ם

Ϭ ϤϘβʻ 

ʾ ᴦᵰ Ӿ☼ Ϟ ḧⱧỘּיχ☼ Ϭ◦כΰϘβʻ 

ʾ◕ӽΥῲΨʼ ӽⱢᾛϜӰσμοΜϥθϛʼ ӽχ ệτᴂαθⱧỘϬ ΰϘβʻ 
  
 

ˎЃ ᶸ ˗ ǚǰȉ Ǯȉ ᶸѰ↓  

令和 8 年度から新たに開始する事業で，月一定時間までの利用可能枠の中で，保護者の就労の有

無などは問わず保育所を利用することができる制度です。 

ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 

͌⅞ ˵ 6 6 6 6 

͍⅞ ˵ 11 11 11 11 

͎⅞ ˵ 5 5 5 5 

›ὓ ˵ 22 22 22 22 

͗ᶎ  

͌⅞ ˵ 6 6 6 6 

͍⅞ ˵ 11 11 11 11 

͎⅞ ˵ 5 5 5 5 

›ὓ ˵ 22 22 22 22 

͗˵͖ ˵ 0 0 0 0 

ᶎ ├ ʾ И˔ЇϬ ӃΰσΥϣʼⱧỘם☼τΰΪθ Ϭ ϛϘβʻ 
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Ū ╓ ǜǵ¤ ╔Ǚ ⱱ ǡ ǡ ǲǛ  

量の見込みの算出にあたっては，令和２年度から令和６年度までの実績による推計人口及び令和

２年度から令和５年度までの利用実績の推移をもとに，本市の実情を踏まえて算出しました。 

├ ͪ ˗  

保育所（園）及び認定こども園において，開所時間を延長して児童を保育する事業です。 

                                ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 1,406 1,332 1,287 1,254 1,257 

͗ᶎ  
ם  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

☼  46 46 46 46 46 

͗˕͖ˢ ˣ 94 168 213 246 243 

ᶎ ├ 
ʾ ῐּיχ Ἱ χ ᴟϞᶋᴪ ᴟτ ᴂΰοΜΨθϛʼ Ӿ●χ χⱧỘם☼ χ

Ϭ ϤϘβʻ 

℗ ᶸǲǑǘȒ ǒȑͪ ˗  

通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに，幼稚園の園児を対象に教育活動等を行う事業で

す。 

                                ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 39,137 35,590 33,983 33,039 33,529 

͗ᶎ  
ϓט  39,137 35,590 33,983 33,039 33,529 

☼  3 3 3 3 3 

͗˕͖ˢ ˣ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ ʾ◕ χ οχ πה ΤϤ ӾⱧỘˢם☼ⱲḧϞ ỲψהέρτӰσϤϘβʻˣϬם☼ↄϙπβ  ̒

ʝ ǒȑ˗  

家庭において，一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について，保育施設その他の場

所で一時的に預かり，必要な保護を行う事業です。公立保育所及び認可保育園において行っている

事業になります。継続的な利用ではなく，保育が困難になった場合に一時的に預かる事業となりま

す。 

                              ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 953 912 886 862 858 

͗ᶎ  
ϓט  953 912 886 862 858 

☼  8 8 8 8 8 

͗˕͖ˢ ˣ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ 
ʾԁⱲ ΤϤⱧỘϬם☼ΰοΜϥ◕ ͔☼ πψ Ԍτ ΰοΣϤʼẶ Φχ ᴥ τ ΞИ˔Їχ

ᴥτ ᴂΰοΜΨθϛʼם☼☼ χᶈ τ︡Ϥ ϙϘβʻ   
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ἧ ǭ ˗  

保護者の疾病等の理由により，家庭において養育を受けることが一時的に困難となったこどもに

ついて児童養護施設＊等に入所し，必要な保護を行う事業です。 

現在，市内には児童養護施設がないため，里親に委託し必要な養育・保護を行っています。 

ˢ ӡʿ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 20 20 20 20 20 

͗ᶎ  20 20 20 20 20 

͗˵͖ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ 
ʾ ͒ ϢϤם☼ΰοΣϤ ₈̓ῇϜ ⱧỘϞכ◦יּ ӽ◓Ӿο◦כЈрЌ˔ʼ ὲ◖ τϢϥ

ρ◓Ӿοᴪ χИ˔ЇϬḦϙσΥϣʼⱧỘχ Ϭם ϤϘβʻ 

 

Ѓ ♥Ѓͪ ˗  

病後児保育は，保育施設に入所している１歳児から小学校３年生までで，病気の回復期において，

集団保育を受けることが困難なこどもを預かる事業で，本市では公立保育所（田尻子育て支援総合

施設すまいる園），認可保育園（くりの木保育園）の２か所で実施しています。 

また，病児保育は，保育施設に入所していて，病気中のため集団保育を受けることが困難なこど

もを預かる事業のことで，認可保育園（もりのなかま保育園古川北町園もぐもぐ＋）で実施してい

ます。 

                                ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 173 165 160 156 155 

͗ᶎ  

ⱪ ῇⱪ 

ᴂἷ 

ϓט  220 220 220 220 220 

☼  3 3 3 3 3 

ⱪ 

ᴂἷ 

ϓט  518 518 518 518 518 

☼  4 4 4 4 4 

☼ ἷ 

ˢ ἷˣ 

ϓט  0 0 0 0 0 

☼  0 0 0 0 0 

͗˵͖ˢ ˣ 47 55 60 64 65 

ᶎ ├ ʾ ῐּיχ Ἱ χ ᴟ ϒχ ᴂρừẍⱲχⱪ χӗ ᶎ τΰΪʼⱧỘχ Ϭם ϤϘβ  ̒
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ɓȟɝɨɶɵȳɛɶɆɵȹɱȽɶ˗  

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の家庭を会員として，児童の預かり等の援助を受ける

ことを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動を行う事業です。 

本市では子育てわくわくランドで行っています。 

                                ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 91 87 84 80 76 

͗ᶎ  
ϓט  95 95 90 85 80 

☼  1 1 1 1 1 

͗˵͖ˢ ˣ 4 8 6 5 4 

ᶎ ├ ʾⱧỘ χ Ϭ ϤʼⱧỘϬ ằβϥᵓԌρⱧỘϬ βϥᵓԌχ ᴥτ︡Ϥ ϙϘβʻ 

 

♥Ѓ βЋ ˗  

小学校に就学している児童に対して，健全な育成を図るため，放課後に適切な遊び及び生活の場

を提供する事業です。 

                                ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 

͍  448 428 411 386 358 

͎  433 414 398 373 346 

͏  330 316 303 284 264 

͐  263 252 242 227 210 

͑  115 110 105 99 92 

͒  73 70 67 63 58 

›ὓ 1,663 1,590 1,526 1,431 1,328 

͗ᶎ  
ⱪ  1,665 1,765 1,765 1,765 1,765 

☼  34 35 35 35 35 

͗˵͖ˢ ˣ 2 175 239 334 437 

ᶎ ├ 

ʾ ӽτϢμο ệΥӰσϥάρΤϣʼ ẏᴟΰοΜϥ☼ χᵠ ʾ ρ δο ὓ̓ᵊ σ☼

Ϭ ΰϘβʻ 

ʾ ᴿῇχάςϜθκχạ ξΨϤϬ βϥθϛʼ ӽϞễӾʾ Ӿ☼ ρχῖ ρ ᴿῇ◓ς

Ϝễעρχ ὀʾԁ σⱧỘְ֫Ϭᾁ ΰϘβʻ 

Ħ ♥ἧǰȉ Ὑǵ ͪ                           ˢ ӡʿ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

ᶎ  80 70 70 70 70 
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᷂Ḣἧ ǭ ˗  

家庭や地域における子育て機能の低下や，子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するた

め，子育て支援拠点施設において，地域での子育て中の交流促進や育児相談等を行う事業です。 

本市では，合計７か所に子育て支援センターを設置しています。 

                                ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

χᾋ₅ϙ  21,496 21,807 21,565 21,023 20,481 

ᶎ  ☼  7 7 7 7 7 

ᶎ ├ 

ʾ ӽτΣΜο ◓̓Ӿοᴪ Υᾩ βϥάρσΨ ᶚ̓ΰϙσΥϣ◓ӾοΥπΦϥϢΞ ◓̓Ӿο χ

ῐּיχКАЕм˔ϼξΨϤϞӾⱪ τ︡Ϥ ϙϘβʻ 

ʾᶆ ӽχ◓Ӿο◦כЈрЌ˔χ ὀϬếᴟΰʼ χῖḊʾẶ Ϭ ϤϘβʻ 

ѫ ˗  

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用について情報収集を行うとともに，こどもや保

護者からそれらの利用に当たっての相談に応じ，必要な助言を行い，関係機関等との連絡調整等を

行う事業です。 

ˢ ӡʿΤ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 2 2 2 2 2 

͗ᶎ  

ṁ ἷ 1 1 1 1 1 

ӽ◓Ӿο Ṑḩ 0 0 0 0 0 

ἷ 0 0 0 0 0 

άςϜᴪ ЈрЌ˔ἷ 1 1 1 1 1 

›ὓ 2 2 2 2 2 

ᶎ ├ 

ʾ◓Ӿοᴪ τρμοʼ ӽχ ựσ ῢρΰο πΦϥϢΞ ḩ̓ἰṐḩρχ ὀếᴟϞ

τ︡Ϥ ϙϘβʻ 

ʾ ͓ Τϣ ▀ ẉόζχ Ἄּיτ ΰοʼ τϢϤ ằϞ Ϭ“Ξˮ

ᶧ  ⱧỘἷ˯Υᵫ◐ρσϤϘβʻכ◦

 

Ħếỷ Ӌ ˗ Ḍ                        ˢ ӡʿὯʾᵕ  x

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 

 626 611 595 579 565 

͍ ΚθϤχ ᵕ  3 3 3 3 3 

ὓᵕ‹☼ם  1,878 1,833 1,785 1,737 1,695 

͗ᶎ  
άςϜᴪ ЈрЌ˔ 1,878 1,833 1,785 1,737 1,695 

Ṝӟᵰ 0 0 0 0 0 

͗˵͖ˢ ˣ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ 
ʾ И˔ЇϬ ϘΠʼ οχ ʾ◓Ӿοᴪ Υӗ ΰο ▀ʾ◓ӾοΥπΦϥϢΞʼ σ

χ ằϞ τ︡Ϥכ◦ ϙϘβʻ 
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10 ếỷβ∆ ˗  

妊婦が医師や助産師等の専門家のアドバイスを受けて，積極的に健康管理に取り組むための事業

です。 

ˢ ӡʿᵕˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 8,764 8,554 8,330 8,106 7,910 

͗ᶎ  8,764 8,554 8,330 8,106 7,910 

͗˵͖ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ 

ʾӗ ʾӗ σ ʾ ▀τΰΪʼ τ ΰο ṍτὲῴ ₰Ϭ βϥϢΞ βϥάρπʼ

ṓϞӰ χ ṍ ᾋʾ ṍⱵ τ ϛϘβʻ 

ʾ τᴂαοӺ Ṑḩρ ὀΰʼᾤ τ︡Ϥכ◦ ϙϘβʻ 
 

 

11 ˎЃὤ↨Ћ ᵂ˗  

生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供等を行う事業で

す。 

ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 626 611 595 579 565 

͗ᶎ  626 611 595 579 565 

͗˵͖ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ 

ʾ οχ ⱪϬ τ ὲ◖Ϟ ▀◖Υ ΰʼ ⱪχ ӾϞ χὲῴ Ϭᶎ ΰʼ Ϟ ὲ

◙ Ϭ“ΜϘβʻ 

ʾ τϢϤʼ◦כΥ ρ ΰθᴪ τψḩἰṐḩρ ὀΰʼ Ӿ◦כ ⱧỘϒνσΫϥσ

ςʼὋ σ◦כτ︡Ϥ ϙϘβʻ 

12 ᵂ˗  

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した，保護者の養育を支援することが特に必要と判断される

家庭に対して，保健師等が居宅を訪問し，養育に関する相談等を行う事業です。 

ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 170 163 157 150 143 

͗ᶎ  170 163 157 150 143 

͗˵͖ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ 

ʾ ῐּיχᾩ ḇϞ ḇτṄϤ Μʼ σЂ˔РІϬ ằΰ ӗ̓ ΰο◓ӾοΥπΦϥḕẽϬν

ΨϤϘβʻ 

ʾάςϜϒχẃ χ ʾ ṍ ᾋʾ ṍ ᴂτΰΪʼ ῐⱪ ├ ӽẸṳᵓᶨ χἴ ρ

ḩἰṐḩρχ ὀếᴟτ︡Ϥ ϙϘβʻ 
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13 ♥ȯȠ˗  

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を行う事業です。 

ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 104 101 98 96 93 

͗ᶎ  135 135 135 135 135 

͗˵͖ 31 34 37 39 42 

ᶎ ├ ʾ И˔ЇϬ ӃΰσΥϣʼⱧỘם☼τΰΪθ Ϭ ϛϘβʻ 

 

14 ἧ ǭʫₑ ᵂ ˗  

令和７年度から新たに開始する事業で，虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため，家事・子育て

等に対して不安や負担を抱える子育て家庭・妊産婦・ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が

訪問し，家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに，家事・子育て等の支援を行う事業です。 

ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 100 100 100 100 100 

͗ᶎ  100 100 100 100 100 

͗˵͖ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ ʾ И˔ЇϬ ӃΰσΥϣʼᴪ Υ Πϥ ˑσᴿ χᵔὨτΰΪʼ◦כϬם☼ΰοΜΦϘβʻ 

 

15 Ѓ ˗  

令和７年度から新たに開始する事業で，養育環境等に課題を抱える家庭や学校に居場所のない児

童等に対して，児童の居場所となる場を開設し，児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて，生

活習慣の形成や学習のサポート，進路等の相談支援，食事の提供等を行うとともに，児童及びその

家庭の状況をアセスメントし，関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包

括的に提供する事業です。 

利用ニーズを把握しながら，家庭が抱える様々な課題の解決に向け，支援を実施していきます。 

 

16 ἧ ͜◐ ˗  

令和７年度から新たに開始する事業で，児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保

護者及びその児童に対し，講義やグループワーク，ロールプレイ＊等を通じて，児童の心身の発達

の状況等に応じた情報の提供，相談及び助言を実施するとともに，同じ悩みや不安を抱える保護者

同士が相互に悩みや不安を相談・共有し，情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を

行う事業です。 

利用ニーズを把握しながら，家庭が抱える様々な課題の解決に向け，支援を実施していきます。 
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17 ǚǰȉșὃȒǦȈǵ᷂ḢɋɁɆɭɶȭ ▌ӓ˗  

要保護児童対策地域協議会内の情報交換と支援内容の協議，専門性向上のための研修や市民への

啓発の取り組み等，地域全体で連携を強化し，児童虐待を防止し，発生を予防する事業です。 

今後も要保護児童対策地域協議会と連携しながら，関係機関の専門性と連携の強化に取り組みま

す。 

 

18 ὕ ⱪ֛ǲ͜Ȓ ̂˗  

特定教育・保育施設等における保育料以外の実費徴収費用（副食費）について，低所得世帯の負

担軽減を図るため，国の示す基準に基づき，費用の一部を補助する事業です。 

ˢ ӡʿ ˣ 

 ͓  ͔  ͕  10  11  

͖ χᾋ₅ϙ 101 97 94 91 91 

͗ᶎ  101 97 94 91 91 

͗˵͖ 0 0 0 0 0 

ᶎ ├ ʾ₈ῇϜὋ τם☼ΰϘβʻ 

 

19 ẉ Ǳʺ̱ǵ֓Њ͝ ɵ Ҙ ˗  

ライフスタイルの多様化に対応することを目的として，個々の事業者の能力を活用した特定教

育・保育施設等の設置又は運営を促進するために，認可外保育施設や事業所内保育施設が円滑に新

制度の給付対象施設へ移行し，より質の高い保育を提供できるような体制を整備する事業です。 

今後は地域の教育・保育のニーズに沿った教育・保育施設，地域子ども・子育て支援事業の量的

拡大を進めるため，多様な事業者の新規参入を支援します。 
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計画の進捗管理 

第６章 
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ο  

ꜙ Ᵽ 
 

Ŧ  

本計画の推進に関しては，行政機関，事業者，地域・企業などそれぞれの立場から支援を行うと

ともに，連携・協働により取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ᵊ ᴴ ᴴ ᵋ 

ʾᵓּזʼ › 

ʾ ᵹ 

ʾ Ῥᵓṳ  

ʾNPO 

ʾ Ԛ σς 

ᵊ  ɛ

ʾ  יⱧỘּה

ʾ ӾⱧỘּי 

ʾ ṛ Ӿ☼  

ʾᴪ Ӿ☼  

ʾ ᴦᵰ Ӿ☼  

ʾ ᵲⱪ  σς יⱧỘּכ◦

ᵊ ╓ ɛ

ʾТϮЬз˔ʾЂЪ˔Еʾ 

ЈрЌ˔ ằᵓԌ 

ʾ ӦԌ 

ʾ“ Ỹ  

ʾ ὲ Ԍʼ ᶨᵠ Ԍ 

ʾϘκξΨϤẸṳᵓ 

ʾꜛⱵᵓ σς 

ὀ 

ᵲᶈ  ɟ

 H

 
 

ὀ 

 כʾᴂכ◦

 

ὀ 

 

ὀ 

 כʾᴂכ◦

ᵊ  ɛ

≤◕ 

ʾ◓Ӿο◦כᴿ 
ʾὲῴ ᴿ 
ʾּזᵓ ♅ᴿ 
ʾ‰ ΥΜ ♅ᴿ 
ʾễӾ ᴿ 
ʾᶘ ễӾᴿ 
ʾ ᵶᶘ ᴿ 
ʾ ←ӗ ᴿ 
ʾὺ ᴿ 
ʾ Ḽᵊᴿ 
ʾ▀Ộ Ῥᴿ 
ʾ ├ᴿ 
ʾϘκξΨϤ ᴿ σς 

 ὀ 

ᵊ  ɛ

ʾ ≤◕◓ςϜʾ◓Ӿοᵓṳ 

ʾ ≤◕ ◓ ὲ Ẹṳᵓ 

ʾ ≤◕ כ◦ Ẹṳᵓ σς 

ᾠʾ ᾠ 

⁮  

 כʾᴂכ◦

 כʾᴂכ◦
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ŧ ǡ ¤  לּ

本計画については，下記の図の PDCA サイクル＊に基づき進行管理を行います。 

また，計画に定めた「量の見込み」や「確保量」が実際の状況と大きく乖離した場合には，見直

しを行います。 
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[ ᶍ ]  

PLAN  

[ ]  

大崎市 

こども計画 

  
ACTION  

[ ᶩ ᶞᶍ 

ᵶᴴ ]  

CHECK  

[ ᴴ [לּ  
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ᾔ  
 

Ŧ ǜǵ¤ ╔Ǚ  

 

 

  

 

ה╙≤  ≡ ─ ⌐ ≠⅝ ה╙≤ ≡

₈ ≡ ₉≤™℮⁹ ╩ ↄ⁹ 

ה  

 

 ≡ │ ⌐ →╢ ╩ ∆╢⁹ 

ה  ─ ─ ⌐ ⇔ ⌐ ╩ ═╢↓≤⁹ 

 ─ ─ ⌐ ⇔ ⌐ ╩ ═╢↓≤⁹ 

ה╙≤  ≡ ⌐ ⇔ ⌐ ╩ ═╢↓≤⁹ 

ה╙≤  ≡ ⌐ ∆╢ ─ ⅛≈ ⌂ ⌐ ⇔ ⌂ ┘ ─ ⌐≈™≡

∆╢↓≤⁹ 

 

 ≡ │ ≢ ∆╢⁹ 

 │ ⌐ →╢ ─℮∟⅛╠ ⅜ ∆╢⁹ 

 ≥╙─  

 ╩ ∆╢  

 ╩ ∆╢  

ה╙≤  ≡ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢  

ה╙≤  ≡ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢  

 ⌐ →╢ ─╒⅛ ⅜ ≤ ╘╢  

 ─ │ ≤∆╢⁹√∞⇔ ⅜ ↑√ ⌐⅔↑╢ ─ ─ │ ─ ≤∆╢⁹ 

 │ ↕╣╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

┘  

 ≡ ⌐ ┘ ╩ ⅝ ─ ⌐╟∫≡ ╘╢⁹ 

 │ ╩ ⇔ ≡ ╩ ∆╢⁹ 

 │ ╩ ⇔ ⌐ ⅜№╢≤⅝ │ ⅜ ↑√≤⅝│ ∕─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 ≡ ─ │ ⅜ ⇔ ∕─ ≤⌂╢⁹ 

 ≡ ─ │ ─ ─ ⅜⌂↑╣┌ ↄ↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ 

 ≡ ─ │ ─ ≢ ⇔ ─≤⅝│ ─ ∆╢≤↓╤⌐╟╢⁹ 

─  

 │ ≡ ⌐⅔™≡ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│ ─ ╩ ╘≡∕─ ⇔ↄ│ ╩ ⅝

│ ⅛╠ ⌂ ─ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛ ≡ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │ ⅜ ≡ ⌐ ∫≡ ╘╢⁹ 

  

↓─ │ ─ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  



 

94 

ŧ ǜǵ¤ ╔Ǚ ≠╢  

 任期：令和５年 11 月１日から令和７年 10 月 31 日 

No 分野 委員氏名 役職等 

1 

こどもの保護者 

黒沼 早織 保護者 

2 水井 佳代 保護者 

3 

子育て支援事業者 

森合 みゆき いちょう保育園 園長 

4 関 純一 古川幼稚園 園長 

5 

子育て支援者 

氏家 文映 真山地区学童保育委員会 委員長 

6 森 和歌子 子育てネットワーク 会員 

7 林 敦子 鹿島台母親クラブ 会長 

8 佐藤 修子 大崎広域ほなみ園 技術主査 

9 髙島 洋子 民生委員児童委員協議会 主任児童委員 

10 事業主代表 大川 美智子 アルプスアルパイン（株） 

11 労働者代表 冨田 清和 連合宮城大崎地域協議会 事務局長 

12 

医療・保健 

有馬 和夫 ありま小児科医院 院長 

13 津野田 潤一 つのだ歯科クリニック 院長 

14 

関係機関 

吾孫子 修 大崎市立鳴子小学校 校長 

15 遠藤 哲也 宮城県北部児童相談所 所長（令和６年４月就任） 

16 

学識経験者 

青沼 陽一 大崎市教育長職務代理者 

17 熊谷 明美 大崎市社会教育委員 
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Ũ ŧ ǜǵ¤ ╔Ǚ ⱱ Ǟ Ǿ Ǧ 

 

̗ ễӾʾ ӾⱧỘ 

ˢ̞ ͒ χם ψᾋ₅ϙ ρσμοΜϘβʻx  

͍‹ ˢ ͏⅞ӟ χᶘ ễӾϬṆ βϥ ᶘ χάςϜ  x              ˢ ӡʿ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 1,197 1,176 1,117 1,109 1,136 

ᶎ  2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

ם  1,204 1,204 1,025 718 997 

 

͎‹ ˢ ͏⅞ӟ χ Ӿχ χ Ϭ Ϊθ ᶘ χάςϜ  x          ˢ ӡʿ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 1,877 1,817 1,703 1,660 1,663 

ᶎ  1,721 1,893 1,892 1,890 1,889 

ם  1,758 1,744 1,758 1,763 1,661 

 

 

͏‹ ˢ ͏⅞ χ Ӿχ χ Ϭ ΪθάςϜˣ 

0⅞ⱪ                                       ˢ ӡʿ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 304 307 311 314 316 

ᶎ  392 410 410 410 410 

ם  287 281 255 302 313 

 
͍ʾ͎⅞ⱪ                                     s ӡʿ  x

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 1,104 1,117 1,130 1,144 1,157 

ᶎ  1,114 1,145 1,145 1,145 1,145 

ם  1,092 1,109 1,062 1,050 1,011 

 

̗ ӽ◓ςϜʾ◓Ӿο◦כⱧỘ 

ˢ̞ ͒ χם ψᾋ₅ϙ ρσμοΜϘβʻx  

ט ӾⱧỘ                                   ˢ ӡʿ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 1,718 1,687 1,637 1,600 1,587 

ᶎ  1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

ם  1,538 1,515 1,402 1,333 1,405 
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τΣΪϥה ΤϤ ӾⱧỘ                        ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 38,419 41,328 42,605 45,395 49,459 

ᶎ  38,419 41,328 42,605 45,395 49,459 

ם  44,309 42,476 38,926 39,842 25,951 

 

ԁⱲ ΤϤⱧỘ                                ˢ ӡʿ ϓט ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 3,226 3,157 3,083 3,023 2,954 

ᶎ  3,226 3,157 3,083 3,023 2,954 

ם  1,224 974 627 1,055 1,004 

 

◓Ӿο ṍ◦כⱧỘ                             ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ ˵ ˵ ˵ ˵ 20 

ᶎ  ˵ ˵ ˵ ˵ 20 

ם  ˵ ˵ ˵ ˵ 20 

 

ῇⱪ ӾⱧỘ                                ˢ ӡʿ ϓט ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 103 200 200 200 200 

ᶎ  103 200 200 200 200 

ם  66 128 144 191 220 

 

ТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ⱧỘ                      ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 364 356 347 341 333 

ᶎ  400 400 400 400 400 

ם  76 39 103 48 88 
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ᴿῇⱪ ὲ Ӿ ⱧỘ                              ˢ ӡʿ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  

χᾋ₅ϙ 1,568 1,530 1,502 1,477 1,426 

 

͍  538 524 515 506 490 

͎  438 428 420 413 398 

͏  336 328 322 316 305 

͐  158 154 151 149 144 

͑  58 57 56 55 53 

͒  40 39 38 38 36 

ᶎ  1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 

ם  

›ὓ 1,564 1,524 1,656 1,626 1,598 

 

͍  423 425 492 451 455 

͎  434 423 410 460 429 

͏  324 308 344 343 358 

͐  196 188 222 178 164 

͑  113 107 121 118 129 

͒  74 73 67 76 63 

 

̞ ᴿῇ◓ςϜễע                                 ˢ ӡʿ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  ᶎ ˢ ˣ 124 123 122 121 120 

ם  46 52 51 51 75 
 

 

ӽ◓Ӿο◦כẤ ⱧỘ                            ˢ ӡʿ ʾΤ ˣ 

 

ⱧỘ                                  ˢכ◦יּ ӡʿ Τ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 2 2 2 2 2 

ᶎ  2 2 2 2 2 

ם  2 2 2 2 2 

 

ὲῴ ₰ⱧỘ                                ˢ ӡʿ ᵕˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ ὲ ᵕ  9,996 9,803 9,203 9,282 9,237 

ᶎ  ὲ ᵕ  9,996 9,803 9,203 9,282 9,237 

ם  ὲ ᵕ  8,390 7,956 7,201 7,278 8,764 

  

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ  43,063 43,179 43,679 42,879 42,030 

ᶎ  ☼  7 7 7 7 7 

ם  
 17,119 15,273 19,295 23,468 26,940 

☼  7 7 7 7 7 
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ⱪᴪ ᾭ ⱧỘ                          ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 883 866 851 835 816 

ᶎ  883 866 851 835 816 

ם  720 729 598 633 650 

 

Ӿ◦כ ⱧỘ                              ˢ ӡʿטϓ ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 250 250 250 250 250 

ᶎ  250 250 250 250 250 

ם  303 214 183 94 95 

 

◓ςϜϬ︢ϥθϛχ ӽКАЕм˔ϼṐ ếᴟⱧỘ 

要保護児童対策地域協議会と連携しながら，関係機関の専門性と連携の強化に取り組みます。 

ם τἰϥ ẚ ⱧỘ                          ˢ ӡʿ ϓט ˣ 

 R2 R3 R4 R5 R6 

ὓᵊ  
χᾋ₅ϙ 133 128 119 116 116 

ᶎ  133 128 119 116 116 

ם  186 122 88 101 71 

 

σ︠ χ╥ ʾ ᶨ ⱧỘ 

地域の教育・保育のニーズに沿った教育・保育施設・地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を進

めるため，多様な事業者の新規参入を支援します。 
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ũ ŧ Ǟ Ǿ Ǧ  

ӗ ΰο ʾ ▀ΥπΦϥ 

̗ ◙  

ΰ  ‮  
ᾝ  

ˢH29ˣ 

 

 

ם  

ˢR5ˣ 

ˢ1ˣ 

ˢ11 ӟᴞˣ 

ˢ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ˣ 
94.4% 95.0% 95.2% 

11ᵕ χ ὲῴ ₰χ  

ˢ ◓ ὲⱧỘ ⁮ˣ 
86.2% 87.0% 84.4% 

ṍḧ χ χṹנ  

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ͏˙͐ΤὮⱪὲ ‮ ˣ 
4.0% 0.0% 3.2% 

ṍḧ χ χԐ  

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ͏˙͐ΤὮⱪὲ ‮ ˣ 
0.5% 0.0% 1.0% 

ˢ2ˣ 

ʾ ▀τνΜο ΰοΜϥּיχᶤ›s ▀ῇʼ ԚΰοΤϣχ͍ΤὮ ʼ

▀◖Ϟ ὲ◖ Τϣχ◙ ʾϾϯΥ τ ΪϣϦθρᵕ ΰθᶤ›ˣ 

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ͏˙͐ΤὮⱪὲ ‮ ˣ 

88.6% 90.0% 91.3% 

 

◓ӾοϬӗ ΰοᶚΰϚάρΥπΦϥ 

̗ ◙  

ΰ  ‮  
ᾝ  

ˢH29ˣ 

ם   

ˢR5ˣ 

ˢ1ˣ 

ᴪ ρχώϦΚΜχⱲḧϬ τΰοΜϥᶤ› 

ˢ͏⅞ⱪὲ ‮ ˣ 
98.4% 99.0% 99.6% 

◓Ӿο◦כЈрЌ˔ꜛ ḬˢνςΜχῲ ЪАϾ ˣϬ μοΜϥᶤ›

ˢϯрϾ˔Е ₰Ὣᴮˣ 
 σΰ☼ם 80.0% 70.0%

◓Ӿο◦כЈрЌ˔ꜛ Ḭטϓ יּ  23,463  25,500  15,891  

ˢ2ˣ 

ϠμθϤρΰθṓ πάςϜρ

ᵃέδϥⱲḧΥΚϥ χᶤ›

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿᶆ

ⱪὲῴ ₰ ‮ ˣ 

͏˙͐ΤὮⱪὲ  87.6% 88.0% 87.4% 

1⅞͒ΤὮⱪὲ  78.8% 80.0% 79.2% 

͏⅞ⱪὲ  72.7% 75.0% 71.0% 

ớ τӾⱪϬΰοΜϥ χᶤ› 

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ͏˙͐ΤὮⱪʾ1⅞ 6ΤὮⱪʾ3⅞ⱪὲ

‮ ˣ 

61.5% 63.0% 70.1% 

ТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ⱧỘטϓ Ὧ  526Ὧ 600Ὧ 48Ὧ 

ԁⱲ ΤϤⱧỘטϓ יּ ˢ◓Ӿο◦כЈрЌ˔ ˣ 

ˢΞκзТйАЄв τϢϥ ˣ 
252  330  

682  

ˢ64 ˣ 

▀ῇχϵЅрНж▀ῇΞν ל ♠ ‰ ˢМϱзІϼˣּיΥ͏˙͐ΤὮ

ⱪὲ Ⱳτᵠ βϥᶤ› 

ˢ ◓ ὲⱧỘ ⁮ʿ͏˙͐ΤὮⱪὲ ὓˣ 

σΰ 

₈ῇ Ӄΰ

θ π

Ϭ  

45.8% 

ˢ3ˣ 

ӾοτΨήϬḇαθρΦτ πΦϥ χᶤ› 

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ͏˙͐ΤὮⱪʾ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ

‮ ˣ 

0.7̋ 90.0% 75.3% 

ΰ ϙΥὖᾚβϥρᵕ ΰ

θ χᶤ› 

ˢᶆ ⱪὲῴ ₰ ‮ ˣ 

͏˙͐ΤὮⱪὲ  σΰ 
₈ῇ Ӄΰ

θ π

Ϭ  

98.3% 

͍⅞͒ΤὮⱪὲ  σΰ 96.5% 

͏⅞ⱪὲ  σΰ 96.8% 
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ὲῴσ ρ ϬνΨϥάρΥπΦϥ 

̗ ◙  

ΰ  ‮  
ᾝ  
ˢH29ˣ 

 
ם  
ˢR5ˣ 

ˢ1ˣ 

22ⱲϘπτ βϥᶤ› 

ˢᶆ ⱪὲ ‮ ʾ ≤◕

ễӾӦԌᵓ ᶨτνΜοχϯ

рϾ˔Еˣ 

͍⅞͒ΤὮⱪὲ  97.9% 98.0% 95.1% 

͏⅞ⱪὲ  91.3% 94.0% 89.3% 

ᶘ͑  
69.3% 

ˢH27ˣ 
70.0% 

59.4% 
ˢR2ˣ 

ЮДϰϯχ♪ ⱲḧΥ͎Ⱳḧӟ

χᶤ› 

ˢᶆ ⱪὲ ‮ ˣ 

͍⅞͒ΤὮⱪὲ  61.7% 63.0% 74.8% 

͏⅞ⱪὲ  48.8% 50.0% 67.6% 

Ϭὧ ΰοΜϥ χᶤ› 
ˢ͏⅞ⱪὲ ‮ ʼ ≤◕

ễӾӦԌᵓ ᶨτνΜοχϯ

рϾ˔Еˣ 

͏⅞ⱪ 0.6% 0.5% 0.5% 

ᶘ͑  
4.2% 

ˢH27ˣ 
3.0% 

5.5% 
ˢR2ˣ 

ᶘ͎  
6.2% 

ˢH27ˣ 
4.5% 

7.9% 

ˢR2ˣ 

͏⅞ⱪ ῐּ13.0% 3.0% 6.9% י 

≤◕ ʾה Ӿ ˢהˣ

ⱪʾ ͑ʾ ͎ ῐּי 

7.7% 

ˢH27ˣ 
3.7% 

9.7% 

ˢR2ˣ 

ⱪ τΣΪϥ ἱΰⱪχ
ᶤ› 

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ

₰ˣ 

ᶘ͑  

14.1% 12.8% 21.4% 

15.9% 10.3% 15.7% 

ᶘ͍  

15.9% 14.0% 15.7% 

13.7% 10.7% 15.0% 

ῇχḧ Ϭ ͏ᵕӟ ϓ

οΜϥⱪχᶤ› 

ˢ ≤◕ễӾӦԌᵓ ᶨτν
ΜοχϯрϾ˔Еˣ 

ᶘ͑  
47.3% 

ˢH27ˣ 
42.6% 

54.1% 

ˢR2ˣ 

ᶘ͎  
54.2% 

ˢH27ˣ 
48.8% 

53.4% 

ˢR2ˣ 

͏⅞ⱪχϚΰⱦχσΜⱪχᶤ›ˢ͏⅞ⱪὲ ‮ ˣ 78.1% 80.0% 87.4% 

▫ Ϋ Φβϥ χᶤ› 
ˢᶆ ⱪὲ Ὣᴮ ‮ ˣ 

͍⅞͒ΤὮⱪὲ  88.9% 90.0% 97.0% 

͏⅞ⱪὲ  93.8% 95.0% 95.8% 

12⅞ⱪ͍ ỡϚΰⱦ ˢֶẆⱦˣˢ ṍὲῴ כ Ӱ ₰ϢϤˣ 1.33  ͍ ӟᴞ 0.9  

12⅞τΣΪϥⱦ τӰ χΚϥⱪχᶤ›s ṍὲῴ כ Ӱ ₰ϢϤ  x 6.7% 4.1%ӟᴞ 6.5% 

ˢ2ˣ 

͏˙͐ΤὮⱪὲ  

ˢ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ʼὲϞΤ ◓ 21χ 98.0̋ˣ 
95.8% 98.0% 96.4% 

͍⅞͒ΤὮὲ  
ˢ ӽ ὲʾὲῴ ⱧỘ ⁮ʼὲϞΤ ◓ 21χ 95.0̋ˣ 

95.1% 97.0% 94.5% 

άςϜχּזᵓ χ ᵃ Ϭ μοΜϥ χᶤ› 

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ͏˙͐ΤὮⱪʾ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ

‮ ˣ 

92.8% 95.0% 94.5% 

ṓχṮΜΥΚϤ◦כτνσΥμθᶤ› 
ˢ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ Ὣᴮˣ 

94.5% 100.0% 79.2% 

τḩβϥᴿ ΥΚϤ◦כτνσΥμθᶤ› 

ˢ͍⅞͒ΤὮⱪʾ͏⅞ⱪὲ Ὣᴮˣ 
88.7% 100.0% 95.8% 

ṍ χ  

ˢὲῴ ᴿϢϤˣ 

ΰϭʾ ΰϭ͍ṍ 93.0% 95.0% 78.4% 

◌ ₤› 96.2% 97.0% 100.0% 
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ӽπ◦ΠΚΜ◓ӾοΥπΦϥ 

̗ ◙  

ΰ  ‮  
ᾝ  

ˢH29ˣ 
 

ם  

ˢR5ˣ 

ˢ1ˣ 

άχ ӽπ◓ӾοΰθΜρ◘Ξ χᶤ› 

ˢὲϞΤ ◓ 21◙ ʿ͏˙͐ΤὮⱪʾ͍⅞͒ΤὮʾ͏⅞⅞ⱪὲ

‮ ˣ 

92.0% 95.0% 90.9% 

ТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ⱧỘ יּ ˢ◓Ӿο◦כᴿϢϤˣ 94  100  83  

ᶘ ◦כЩжрГϰϯ╥ᴥטϓ ˢ ᵶᶘ ᴿϢϤˣ 16,359  18,000  13,913  

◓ӾοЂЪ˔Ќ˔ „℅ יּ ˢ ᵶᶘ ᴿϢϤˣ 21  31  39  
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Ū ǆǜǵ¤ Ǟ ǌǾȋɜȚºȱ ╗Èוֹ É 

ˢ͍ˣᵕ Ὣᴮχᶤ›χ ṜτνΜο 

回答結果の割合「％」は有効回収数に対して，それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四

捨五入したものです。そのため，合計値が 100.0％にならない場合があります。 

 

ˢ͎ˣ ₉ʾ ᶨ₉ τḩβϥ χ♪  

χ♪  

今回実施した調査のうち，小学５年生と中学２年生の児童生徒及び保護者向けに行った調査につ

いては，調査の目的から世帯の経済状況を区分して分析するための視点を設定する必要があります。

設定にあたっては，先行する同種の自治体調査において用いられている代表的な視点を踏まえ，一

般層と貧困層を比較分析しました。 

 

₉ χ▄  

算定にあたっては国の「子供の生活状況調査」を参考に，等価可処分所得（世帯の可処分所得を

世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分を相対的貧困水準と定義しました。本調

査においては，保護者調査で税込みの世帯収入を 50 万円区分で尋ねています。そこで，相対的貧

困水準の算定に対応する可処分所得を概算したうえで，貧困層となる区分を選定しました。 

̗άςϜχ ᶨτνΜοχ ₰τΣΪϥ ₉ χᶤ› 

  ԁ  ₉  ʾ ᵕ  ›ὓ 

ᶘ͑ ʾ ᶘ͎  

ⱪ ʾ ₰ 

319Ὧ 

ˢ28.0̋ˣ 

43Ὧ 

ˢ3.8̋x  

776Ὧ 

ˢ68.2̋ˣ 

1,138Ὧ 

ˢ100.0̋ˣ 

ᶘ͑ ʾ ᶘ͎  

ῐּי ₰ 

470Ὧ 

ˢ86.4̋ˣ 

61Ὧ 

ˢ11.2̋ˣ 

13Ὧ 

ˢ2.4̋x  

544Ὧ 

ˢ100.0̋ˣ 

̞ˮ ᶘ͑ ʾ ᶘ͎ χ ῐּי ₰˯πΣ ΦΰοΜϥ Τϣ ₉ Ϭ▄ ΰʼάςϜρ ῐּיχᵕ Ϭ

Φ›ϩδʼˮ ᶘ͑ ʾ ᶘ͎ χⱪ ʾ ₰˯τΣΪϥ ₉ Ϭ▄ ΰϘΰθʻσΣʼⱪ ʾ ρ ῐּי

ΜγϦΤχ ₰ ΰΤᵕ ΥσΜ › ψʼ Φ›ϩδΥπΦσΜθϛʼ ʾ ᵕ Υ ΨσμοΜϘβʻ 
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ˢ͏ˣ◓ςϜʾ◓Ӿο◦כИ˔Ї ₰ˢԁ ˣ 

̗ ₇ʼ◓ςϜϬ ΤμοϜϣΠϥ Ϟ ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 59.2％と最も高く，次いで「日常

的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 30.7％，「いずれもいない」が 13.4％となっています。 

 
̗ χ τ◓ằϬ ΤμοϜϣΞ ӗ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく，安心して子どもをみて

もらえる」が 50.0％と最も高く，次いで「自分たち親の立場として，負担をかけていることが心苦し

い」が 28.2％，「祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」が 26.1％となって

います。 
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̗ χễӾʾ ӾⱧỘχ Ӫΰ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

「認可保育所（公立保育所及び民間の認可保育所）」が 48.4％と最も高く，次いで「認定こども園（幼

稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）」が 28.6％，「幼稚園+幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を

延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）」が 26.7％となっています。 

前回調査と比較すると，「幼稚園」が 11.4 ポイント，「子育て支援総合施設」が 12.6 ポイント低くな

っています。 
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105 

̗ ρ ʾ χ ṍ σễӾʾ ӾⱧỘχ Ṇ ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

土曜日では「利用する必要はない」が 53.6％と最も高く，次いで「月に１～２回は利用したい」が

33.8％，「ほぼ毎週利用したい」が 10.2％となっています。 

日曜日・祝日では「利用する必要はない」が 75.4％と最も高く，次いで「月に１～２回は利用したい」

が 19.7％，「ほぼ毎週利用したい」が 1.8％となっています。 

長期休業中では「休みの期間中，ほぼ毎日利用したい」が 34.4％と最も高く，次いで「休みの期間中，

週に数日利用したい」が 30.7％，「利用する必要はない」が 28.8％となっています。 

前回調査と比較すると，長期休業中で「休みの期間中，ほぼ毎日利用したい」が 16.0 ポイント高く，

「利用する必要はない」が 17.3 ポイント低くなっています。 

˲₈ᵕ ₰˳ 

 
˲ ᵕ ₰˳ 
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̗ ӽχ◓Ӿο◦כⱧỘχ ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

〔③家庭教育に関する学級・講座〕〔④教育委員会での教育相談〕では「いいえ」（知らない），その他

の項目では「はい」（知っている）が高くなっています。 
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̗ ӽχ◓Ӿο◦כⱧỘχ Ӫΰ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

〔②保育施設や幼稚園での子育て相談〕〔⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放〕〔⑥子育て支援センター

（子育てわくわくランド他）・つどいの広場での相談〕では「はい」（今後利用したい），その他の項目で

は「いいえ」（今後利用したいと思わない）が高くなっています。 

 
 

̗ ⱪʾ ῇⱪ Ӿχ Ӫΰ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」が 43.9％，「利用したいとは思わない」が 55.2％

となっています。 

前回調査と比較すると，「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」が 10.6 ポイント高く，「利

用したいとは思わない」が 10.3 ポイント低くなっています。 
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̗ ṍχԁⱲ ΤϤ χ Ӫΰ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

「利用したい」が 42.8％，「利用する必要はない」が 48.9％となっています。 

前回調査と比較すると，「利用したい」が 13.7 ポイント高く，「利用する必要はない」が 15.0 ポイン

ト低くなっています。 

 
 

̗ ᴿῇχᵃέΰ χṆ ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

小学校低学年では，「放課後児童クラブ・学童保育」が 59.8％と最も高く，次いで「自宅」が 38.9％，

「習い事（ピアノ教室，学習塾）・スポーツ少年団等」が 28.4％となっています。 

小学校高学年では「自宅」が 63.8％と最も高く，次いで「習い事（ピアノ教室，学習塾）・スポーツ

少年団等」が 38.4％，「放課後児童クラブ・学童保育」が 31.0％となっています。 
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̗ ᴿῇχᵃέΰ χṆ ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

小学校低学年では，「自宅」が 52.6％と最も高く，次いで「放課後児童クラブ・学童保育」が 46.8％，

「習い事（ピアノ教室，学習塾）・スポーツ少年団等」が 29.2％となっています。 

小学校高学年では，「自宅」が 74.9％と最も高く，次いで「習い事（ピアノ教室，学習塾）・スポーツ

少年団等」が 38.2％，「放課後児童クラブ・学童保育」が 18.9％となっています。 

 
 

̗ ṍẈỘṍḧ χ ᴿῇⱪ ϼжУχ Ṇ  

就学前児童では「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 45.3％と最も高く，次いで「低学

年（１～３年生）の間は利用したい」が 43.9％，「利用する必要はない」が 4.3％となっています。 

小学生児童では「高学年（４～６年生）になっても利用したい」が 54.5％と最も高く，次いで「低学

年（１～３年生）の間は利用したい」が 31.5％，「利用する必要はない」が 9.5％となっています。 
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̗ӾⱪẈỘχ︡ ệ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

母親では「取得した（取得中である）」が 61.5％と最も高く，次いで「働いていなかった」が 27.7％，

「取得していない」が 8.9％となっています。前回調査と比較すると，「取得した（取得中である）」が

16.8 ポイント高くなっています。 

父親では「取得していない」が 74.3％と最も高く，次いで「取得した（取得中である）」が 16.8％，

「働いていなかった」が 0.8％となっています。前回調査と比較すると，「取得した（取得中である）」

が 14.5 ポイント高くなり，「取得していない」は 10.5 ポイント低くなっています。 

˲ ˳ 

 
˲ ˳ 
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̗ӾⱪẈỘϬ︡ ΰοΜσΜ ˲ ᶘ ⱪ ₰˳ 

母親では「子育てや家事に専念するため退職した」が 21.1％と最も高く，次いで「職場に育児休業の

制度がなかった（就業規則に定めがなかった）」が 16.5％，「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」が 15.6％となっています。その他では「自営業のため」が多くなっています。 

父親では「仕事が忙しかった」が 43.5％と最も高く，次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった」が 39.3％，「配偶者が育児休業制度を利用した」が 36.0％となっています。 

 

̗ ≤◕χ◓ӾοḕẽϞ◦כχ  

就学前児童では，「ふつう」が 40.6％と最も高く，次いで「やや不満」が 27.3％，「不満」が 17.8％

となっています。 

小学生児童では，「ふつう」が 35.4％と最も高く，次いで「やや不満」が 29.0％，「不満」が 20.7％

となっています。 
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̗◓ӾοϬβϥΞΠπ ρΰοΜϥάρʼ σ◦כ 

就学前児童では「保育や学校費用の軽減」が 75.1％と最も高く，次いで「屋内の子どもの遊び場」が

73.3％，「屋外の子どもの遊び場」が 68.9％となっています。 

小学生児童では「屋外の子どもの遊び場」が 60.8％と最も高く，次いで「保育や学校費用の軽減」が

56.7％，「屋内の子どもの遊び場」が 55.4％となっています。 
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ˢ͐ˣάςϜχ ᶨτνΜοχ ₰ˢԁ ˣ 

̗ꜛ χ Ϟṓⱱκπṓτσϥάρ˲ⱪ ʾ ₰˳ 

「とくに気になることはない」が 34.9％と最も高く，次いで「やる気が起きない」が 29.7％，「イラ

イラする」が 24.3％となっています。 
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生活状況別にみると，［一般層］では「とくに気になることはない」，［貧困層］では「不安な気持ちに

なる」が最も高くなっています。 

 

̞ˮԁ ˯ˮ ₉ ˯χỸ τνΜοψʼ102Ч˔Ѕˮs ͎ˣ ₉ʾ ᶨ₉ τḩβϥ χ♪

˯Ϭ╥ ΰοΨιήΜʻ 

  

    18.2     17.2      2.5     23.4      4.9      6.2     20.6      4.0

    15.0     14.4      2.5     25.1      2.5      5.0     19.4      2.8

    27.9     27.9      2.3   41.9      4.7      7.0     23.3      4.7

    11.4     20.2     29.7     24.3   34.9      2.9      4.5

     6.3     22.3     27.0     23.2   36.1      3.8      2.8

    16.3     39.5     37.2     32.6     23.3      2.3       0.0
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̗ꜛᾪӪ꜡˲ⱪ ʾ ₰˳ 

〔自分に自信がある〕〔自分の考えをはっきり相手に伝えることができる〕〔大人は信用できる〕では

「どちらかというとあてはまる」，〔自分の将来の夢や目標を持っている〕〔将来のためにも今頑張りた

いと思う〕〔将来働きたいと思う〕では「あてはまる」が最も高くなっています。また，「あてはまる」

「どちらかというとあてはまる」の合計でみると，〔将来のためにも今頑張りたいと思う〕で 78.7％，

〔将来働きたいと思う〕で 90.8％と高くなっています。 
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̗ᶘ χάρτνΜο ϭπΜϥάρ˲ⱪ ʾ ₰˳ 

「とくに悩んでいることはない」が 38.9％と最も高く，次いで「勉強をもっとわかりやすくしてほし

い」が 24.6％，「学校行事を充実してほしい」が 21.5％となっています。 

 
̗ ᶘⱲχ ӗ˲ ῐּי ₰˳ 

「金銭的な負担」が 50.9％と最も高く，次いで「学力」が 24.4％，「進学先の選択」が 14.2％とな

っています。 

  

24.6 

19.8 

21.5 

16.6 

20.5 

9.4 

9.8 

6.1 

8.8 

11.1 

12.9 

38.9 

2.6 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%n=1,138

24.4 

50.9 

14.2 

5.9 

2.8 

1.8 

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%n=544



 

 

117 

כ◦̗ χ ệρ ΰοΜσΜ ˲ ῐּי ₰˳ 

〔児童扶養手当〕では「利用したことがある」，それ以外の項目では「利用したいと思ったことがなか

った（そもそも制度等の対象外であった）」が最も高くなっています。また，〔母子父子寡婦福祉資金貸

付金〕〔生活福祉資金貸付金〕〔生活困窮者自立支援制度〕では「制度等についてまったく知らなかった」

が２割以上と，その他の項目と比べて高くなっています。 
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̗ χכ◦ ệρ ΰοΜσΜ ˲ ῐּי ₰˳ 

〔子育て世代包括支援センター〕を除く，その他の項目において「利用したことがない：利用したい

と思ったことがなかった」が最も高く，〔民生委員・児童委員〕では８割以上となっています。一方，〔子

育て世代包括支援センター〕では「利用したことがある」が約５割と，その他の項目と比べて高くなっ

ています。 

 
 

̗άάϧχὲῴ˲ ῐּי ₰˳ 

いずれの項目においても「まったくない」が最も高くなっていますが，〔神経過敏に感じる〕では約４

割と，その他の項目と比べて低くなっています。 
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̗◓ӾοϬβϥΞΠπʼ ӗσάρ˲ ῐּי ₰˳ 

「子どもの進学，受験」が 46.9％と最も高く，次いで「子どもの将来の就職」「子どもの教育費」が

34.9％となっています。 

 
 

̗◓Ӿοχάρπ ΰθΜΥ πΦσΤμθὊᾓ˲ ῐּי ₰˳ 

「相談できなかったことはない」が 69.3％と最も高く，次いで「だれ（どこ）に相談すればよいのか

わからなかった」が 15.3％，「相談受付時間が限られており，時間内に相談に行けなかった」が 4.6％

となっています。 
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̗◓ӾοϬβϥΞΠπ ρΰοΜϥάρʼ σ◦כ˲ ῐּי ₰˳ 

「保育や学校費用の軽減」が 66.4％と最も高く，次いで「子どもの医療費助成」が 53.1％，「奨学金

制度の充実」が 33.6％となっています。 
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ˢ͑ˣάςϜʾֿיּבχ ᶨӪ꜡τḩβϥ ₰ˢԁ ˣ 

̗ⱳχ ΥϕμρπΦϥϜΰΨψʼạ χ Μ Τ 

〔自分の部屋〕〔家庭（実家や親族の家を含む）〕では「そう思う」，〔学校（卒業した学校を含む）〕〔地

域（現在住んでいる場所やそこにある施設など）〕〔インターネット空間（SNS，YouTube やオンライン

ゲームなど）〕では「どちらかといえばそう思う」，〔職場（過去の職場を含む）〕では「そう思わない」

が最も高くなっています。 

また，「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計でみると，〔自分の部屋〕〔家庭（実家や親族

の家を含む）〕で８割以上，〔地域（現在住んでいる場所やそこにある施設など）〕〔インターネット空間

（SNS，YouTube やオンラインゲームなど）〕で６割台となっているのに対して，〔学校（卒業した学校

を含む）〕〔職場（過去の職場を含む）〕で５割以下となっています。 

 
̗ᾩ ḇ 

「ほとんどない」が 33.2％と最も高く，次いで「たまにある」が 32.7％，「全くない」が 13.4％と

なっています。 
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̗ ≤◕ϒχһ  

「どちらかといえば好きである」が 51.0％と最も高く，次いで「好きである」が 22.4％，「わからな

い」が 11.2％となっています。 

 
 

̗ ӽᶨ Ϟ“Ⱨϒχ╥ᴥ ệ 

「全く参加していない」が 66.3％と最も高く，次いで「ときどき参加している」が 29.5％，「よく参

加している」が 4.1％となっています。 

 
 

̗“ ϒχḩ  

「どちらかといえば関心がある」が 32.2％と最も高く，次いで「どちらかといえば関心がない」が

29.3％，「関心がない」が 19.5％となっています。 

  

22.4 51.0 9.8 5.6 11.2 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=410

4.1 29.5 66.3 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=410

7.6 32.2 29.3 19.5 11.5 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=410



 

 

123 

̗ꜛᾪ` ḇϬḇαϥΤ 

「どちらかといえばそう思う」が 48.8％と最も高く，次いで「そう思う」が 31.7％，「どちらかとい

えばそう思わない」が 14.6％となっています。 

 
ᵓ‟ᾅϒχӪזּ̗ ΥΚϥΤ 

「どちらかといえばそう思う」が 49.0％と最も高く，次いで「そう思う」が 34.9％，「どちらかとい

えばそう思わない」が 12.4％となっています。 

 
 

̗ ϒχ ϥΜṆ  

「どちらかといえば希望がある」が 44.6％と最も高く，次いで「どちらかといえば希望がない」が

26.1％，「希望がある」が 19.8％となっています。 
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̗ ᶨϬדᶪτ ϦσΤμθὊᾓ 

「どちらかといえばあった（ある）」が 28.8％と最も高く，次いで，「今までに経験があった（または，

現在ある）」が 27.8％，「なかった（ない）」が 18.5％となっています。 

 
 

χθϛτʼיּבֿ̗ ≤◕τ σ︡Ϥ ϙ 

「お金の心配をすることなく学べる（進学・塾に行く）ように支援する」が 58.8％と最も高く，次い

で「困難を抱える子ども・若者を包括的に支援する体制を整備する」が 35.6％，「就職に向けた相談や

サポート体制を充実させる」が 32.0％となっています。 
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ū ╔ǙȞºȘɔ¤ ╔Ǚ ⱱ נּ ƾǼǡ≥ È╗ É 

 

̗◓Ӿοβϥ πʼ ӗσάρϞ ϭπΜϥάρΥΚϦωễΠοΨιήΜʻs ԁ ˣ 

ʾṆ ӾהχἋΦΥσΜʻ 

ʾᶘ Ӿτ ϦϥΤςΞΤ ӗπΚϥʻ 

ʾ▫Ⱨ ṑΰθϣⱲ Ỡ τΰθΜΥʼ ΥᾚμοΰϘΜʼ Ӿ ΥΤΤϥχπ ϭπΜϥʻ 

ʾựΨτΣ῀Μχ ΥΜσΜθϛʼϘθ Ϝ▫ⱧΥ ΰΨ ιΪΥӾⱪπ“ΦṼϘμοΰϘΞάρΥ

Κϥʻ 

ʾ ϛοχ◓ςϜσχπʼάϦπ›μοΜϥχΤ ӗσϘϘӾⱪϬΰοΜϥʻˮ σϭπϜ ˯σςϬᶨ

ΰοΜϥΥὮ͍ᵕσχπ ΰΦϦσΜⱲΥΚϥʻ 

ʾ ˢςάτ ΰθϣΜΜχΤʼϩΤϣσΜˣ 

ʾ◓ςϜρχ ό ΥϩΤϣσΜʻ 

ʾЂ˔ϼиϞ◦כЈрЌ˔τϜμρ μοϙθΜΥʼⁿΥ ΨοσΤσΤᵰ ΰϢΞρ◘ΠσΜʻ 

ʾ χ ό Υ σΜʻ 

̗◓Ӿοβϥ πʼᾝ∕ϜΰΨψ₈ῇ ιρ◘ΞЂ˔РІψʼςχϢΞσ◦כπβΤʻs ԁ ˣ 

ʾ◓ςϜχ Ϭṓὖτ πΦϥράϧΥϕΰΜʻ 

ʾע χ ό ʼ῝הχ  ʻם

ʾ ˑσ ʼὮ χ◓ςϜθκΥʼӗ ʾӗ τ ϓϥ ʼ῝הσςΥ ΠϥρΜΜρ◘Ξʻ 

ʾ ▀ῇχ◦כˢΣϚνϞ σςχ ˣΥΚϥρΞϦΰΜʻ 

ʾООϞЫЫθκΥὌΥϦϥṐᵓϬ ϞΰοϕΰΜʻ 

ʾ◓ςϜΥ╥ᴥπΦϥЂ˔ϼиϞϱЦрЕϬ ϞΰοϕΰΜʻ 

ʾ ΰχⱲḧπϜʼ ʼṓὖτ ΤμοϜϣΠϥЂ˔РІΥϕΰΜʻ 

ʾHAPPYЫЫ„℅χϢΞσ ⱪ „℅χᶈ ʻ 

ʾЂ˔ϼиσςϬᵫ℗ΰοΜθιΜοϜʼ Υ Ψʼ„◖Τϣχԁ “Υ Μχπʼ ϤχΣ ήϭ

ρ Ϥ›ΞṐᵓτσϣσΜʻЀЬвИГϰϬῲΫϣϦϥϢΞσṐᵓϬ ằΰοϕΰΜʻ 

̗◓Ӿο◦כϞάςϜʾֿיּב☼├τḩΰοḇαοΜϥάρʻs ԁ ˣ 

ʾ◓Ӿοτḩβϥẚ ỲϬϜΞ ΰ ϞΰοϕΰΜʻ 

ʾ◓ςϜχ ΥᾚμοΜϥᾝ χ πʼ◓Ӿο◦כϞֿיּבτ ΰοχ◦כϬϜμρ︣ῡΨΰοΜΨάρψ

ιρ◘Ξʻ 

ʾԁⱲ ΤϤ ΥΚϥχψ μοΜϥΥʼ ᵓϙθΜσχΥΚϦω ᵔπΦο►ΜϞβΜρ◘Ξ  ̒

ʾ▀ῇϾϯϬ▀ Τϣ μοΜϦωʼϜΞ ΰ Ψ πΦθρ◘Ξʻ 

ʾΣϜκϝσςΜϣσΨσμθϜχϬʼТз˔Ы˔ϾАЕχϢΞτβϥχϜΜΜρ◘ΞʻϘθψʼⱪ Ḭ

τṄ Ϭβϥʻ 

ʾ Ӿהχ ΰ σςʼ ᶨχϹϱЖУАϼσςΥϕΰΜʻ 

ʾ◓Ӿο☼├τ ΰοӪᾋϬᾠΜ›Πϥ ʼṐᵓΥσΜʻ 

ʾζϜζϜ ỠΥ Ψʼ ΥӾẈϬ︡ϤξϣΜḕẽπΚϥʻ ᵓπψӾẈϬρϥ Ϝ ΠοΜϥΥʼ“

ΥϜμρ︠ ΰοḕẽ ϬΰοϕΰΜʻ 

ʾ Ӿה ᴟˢ͌⅞Τϣ͏⅞ˣ 
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Ŭ ȨȏɜɈºȯȌɜș נּ ƾǼǡ≥  

◆テーマ：私たちがつくる 20 年後の大崎市の未来 ～大崎市こども計画策定に向けて～ 

 

20 ῇςϭσ ≤◕πΚμο ΰΜπβΤˁ ζχӮτʼṝ Υ ϥάρψᴡπβΤˁ 

¸ ϓϥ Ϝ ΰοΣϤʼᵧπᶚΰΨם ϣδϥ

≤◕τσμοΜοϕΰΜʻ 

♆̧Υἇ τπΦϥάρψʼΚϘϤσΜρ◘ΞΥʼˮ ˙ΰο

ϕΰΜ˯ρΜΞӪᾋϬ Π ΪϥάρπםᾝτὌΥμοΜ

Ψρ◘Ξʻ 

¸̔̀ σςχה ϓϥ ΥϜμρ ΠοΜθϣ Μρ

◘μθʻ 

ԁ̧ χ◕ ρΰοάχӪᾋϬᾠΠω Μρ◘Ξʻ 

¸ ≤◕τ ϭπΜϥ Υ ӗχσΜʼ ΰοΜם

ϥ ≤◕πΚμο ΰΜʻ 

₈̧ꜛ Υ ϥάρϋρνϋρνϬϞμο“Ϊωʼ͎͌

ῇʼꜛ ΥΚμο ΰΜ ≤◕τΰοΜΪϥρ◘Ξʻ 

¸ Ϭ ϩγʼθΨήϭχ Υ θΜρ◘Πϥ

πΚμοϕΰΜ˂ 

¸ ᾕχ Ϝᾥ ↕Ϥσςχ ϱЦрЕΥΚϦωʼ Ϭ

Ϧοᾥ τ θϤʼ Υ θϤΰθρΦχ„םᵓσς

πʼ Ϟ χ ˑΥΜϣμΰϝμθϤσςʼθΨήϭ

χ Υ θΥϥϢΞσ Σάΰ σϱЦрЕϬ ṍ τ

ᵫ℗βϦωʼ ψꜛ ρϞμοΨϥϭαϝσΜΤσ˜ρ―

ΠϘΰθʻ 

֕ ♁τνΜο˜σςπʼ ϥθϛχ︣ Υᾚϥ

ρʼ θΜρ◘ΞΤ˜ρ◘ΞχπʼϯрϾ˔Еσςτ ớ

τ╥ᴥΰοΜΪθϣΜΜσρ◘ΜϘβ˂˂ 

ά̧ϦΤϣ ≤◕ ρΰο ϘϦοΨϥ ΰΜ◓ằ

Υʼ τσμοϜ ϙ ΪθΜρ◘μοΨϦϥ

≤◕πΚμο ΰΜʻ 

ά̧χϢΞτ͎͌ ῇϬ―ΠϥṐᵓΥΚϦω ớ τ╥ᴥ

ΰʼ Ϭ῎Ϥ Ϊοʼᾝם σάριΪπσΨʼϜμρ

Φσ ϬἿΫοΜΨ˂ 

¸ ρ Υ῀Μτ ΰ›Μʼ α π ᶨπΦϥ

≤◕πΚμοϕΰΜʻϘθʼӰ ᴟῖ Υ₈ϢϤ

Ϝ ϭτσμοΜοϕΰΜʻ 

₈̧χⱲ τΚϥʼ ʼ σςχ ᴞḩἰϬσΨΰοΜ

Ψθϛτʼꜛ Υ τ₯ϬνΪσΜʻ 

ς̧ϭσ χ πϜʼ῀ΜϬ ϛ›μοϕΰΜʻ 

θϤ τσμοΜϥ ≤◕πΚϤθΜʻ 

θ̧Ψήϭ♪ ϬῲΫϥʻ ΰΜάρʼ τ θμοϜЎа

йрЅβϥʻ σᴡΤϬᾋνΪϥάρʻꜛ πꜛ χạ

ϬνΨϥʻ 

¸ ΨχֿבΜ θκΥΜοʼ τᶨṓΥΚϥ ≤◕ʻ

ΦσЄдАСрϽЯ˔иϞ χ σςΥΚ

Ϥʼꜛ τᶚΰΨᵃέδϥʻ 

₈̧ᵕχϢΞσ ΰ›Μτ ớ τ╥ᴥΰʼꜛ χӪᾋʼϯ

ϱДϯϬ Πϥʻs Ặ βϥˣ 

¸ ≤◕ ᵰχ ˑπτΧϩμοΜο ΰΜʻ ӽχ

ὌΥϤϬ τΰοΜο ΰΜʻ 

¸ꜛ χӾμθ ӽρḩϩϤ Ϊϥʻs ͤ͜ʼЩжрГϰϯσ

ςˣ 

ς̧ϭσ πϜ ϙϞβΨʼ◕ᵰπϜ θΨσϥ

πΚμο ΰΜʻ 

¸ ӽχθϛτЩжрГϰϯσςπ‟ᾅΰθΜʻ 

ϙ̧ϭσΥᶚΰΨʼ Ḻπ ϣδϥ ≤◕πΚμο

ΰΜʻ 

Щ̧жрГϰϯϬΰθϤʼστΤ◦כπΦϥάρΥΚϦως

ϭςϭΰοΜΨʻ 

₈̧ϢϤϜ◓ςϜχ Ϝ Ποʼῖ χ Υ₈ϢϤϜ

ΨσμοΜο ΰΜʻ 

¸ ≤◕s ᾕσς Τxϣ θϤδγτ▫ⱧϬΰθϤ ◓̓Ӿο

ϬΰθϤβϥάρʻ 

¸ Ϝ◓ằϜ ḺΥ ΨΚϤʼτΧϩΜϬθΨήϭ

ḇαϣϦϥ ≤◕πΚμοϕΰΜʻ 

♆̧Υ ϥάρψʼ ӽχϱЦрЕϞ₈ᵕχϢΞσ Ϭ

―ΠϥϜχτ╥ᴥΰο ϬᾋνΪοΜΨάρʻ 

θ̧Ψήϭχ◓ςϜΥᶨ τ ϓοʼ ӽχ ρχῖ

Υ ớ τπΦϥϢΞτσμο ΰΜʻ 

¸ ӽχ“ⱧϬЪІЌ˔σς ˑσ πᾦόΤΪʼ ӽϬ

ϭπᶨ τΰθΜʻ 
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20 ῇςϭσ ≤◕πΚμο ΰΜπβΤˁ ζχӮτʼṝ Υ ϥάρψᴡπβΤˁ 

¸ˮ θΨήϭχ◓ằΥ Ḻπ ϣδϥ˯πβʻ ₈̧ᵕχϢΞσϱЦрЕτ ớ τ╥ᴥΰοʼϢϤϢΜᵹ⌠

Ϥτ σΥϣϜ‟ᾅβϥάρπβʻ 

¸ π Ϧθʼ ╦χ ῢπ Ϥ ΥμοΜϥ

≤◕ʻ῀Μτ ΪΚΠϥ ≤◕ʻ οχ Υ τ

ϣδϥʻ 

Ϝ̧μρ ≤◕χάρϬ Ϥʼ ≤◕ρχḩἰϬ τΰοΜ

Ψʻ 

≤χӮτ₈ꜛ ψᴡΥπΦϥχΤϬ Ψ―Πʼ“ τӱ

ΰοΜΨʻ 

¸ˮ ≤◕τ ϛο ΤμθσʻάϦΤϣϜ ≤τ

ϙθΜσʻ˯ ρ◘Πϥ◕πΚμοϕΰΜʻ 

¸γ χ χ Ϥχ₉ϤⱧʼ σςϬᾋνΪʼᵠ βϥτψ

ςΞβϥΤʼςΞβϥχΥΩ ΤϬ―Πʼ‟ᾅβϥάρπ

βʻ 

Μ̧ϧΜϧσ ΥΜο Πθ ʻ ₈̧χ ≤◕τψʼςϭσ ΥΚϥχΤʼ Ψ―Π Ϥτ

Πϥάρʻ 

╦χ ρ ᵓΜꜛ χᴣ ḢϬῲΫ Ϊ Ϧϥάρʻ 

¸ˮ ᵧΥ῝ τ ϣδϥʼ Ḻχ ΠσΜ ˯πΚμ

οϕΰΜʻ 

¸ˮ Σ῀ΜϬ ΰ›Μʼ Ϊ›ΠϥḕẽϬ⌠μοΜΨ ά˯ρ

Υ ιρ―Πϥʻ 

¸ ʼḢΊẁḩἰσΨʼιϦϜΥ σΨʼᶚΰΜ

ⱲḧϬẶτπΦϥ ≤◕πΚμοϕΰΜʻ 

¸ꜛ ΥπΦϥάρψᾢϣϦοΜϥχπʼΚθϤϘΠχάρ

ϬΚθϤϘΠτΰο ᶨβϦωʼιϦϜΥᶚΰΨ ᶨπΦ

ϥρ◘Ξʻ 

¸ ḩἰσΨ◦Π›ΜσΥϣʼ ḺΜμϊΜχ ≤

◕πΚμοϕΰΜ˂ 

¸ ╦χ ρχḩϩϤϬϜοϥϱЦрЕσςπʼ₈ χϢΞ

σ ΰ›ΜˢЌϳрЬ˔ГϰрϽˣϬ ϞΰσΥϣῖ β

ϥ τ╥ᴥΰθΜʻ 

¸ ʼ ḩἰσΨνσΥϤϬⱱνάρτϢμοʼ

ḺΥΚώϦϥ ≤◕ʻ 

₈̧ χЌϳрЬ˔ГϰрϽχϢΞσϱЦрЕϞЩжрГϰ

ϯᶨ τ ớ τ╥ᴥΰοʼθΨήϭχ ρῖ βϥά

ρ˂ 

¸ ήσ◓ằΤϣ Ϙπᵃέδϥḕẽʻ̠ ήσ◓

ằ˜ ϓϥ ˢ῝הʼ ἇσςˣ̓ ˜ ếϞ▫

ⱧΥπΦϥḕẽσς 

¸ꜛ ιΪπσΨ Ϥχ ρχΤΤϩϤϬ τπΦϥϢ

Ξʼ ӽχ ˑρẸ ΰοΜΪθϣΜΜσρ◘Ξʻ 

Μבֿ̧ Υ ΠϞ ∂ξΨϤϬΰοΜϥʻ ¸ ∂ξΨϤχᶚΰήϬ Πϥʻ 

◓̧ӾοΰοΜϥ χ Ϝ◓ςϜϜ ϙϞβΨʼ ψ

ΦϞβΨ ◓̓ςϜϬ ӾהϞ τה ΪϞβΜ

≤◕πΚμοϕΰΜʻ 

◓̧ςϜΥ σΜρᾠμοϜʼ Ӿהσςχ ΪϣϦϥ☼

ˢ ΪϣϦϥ☼ χӲⱱˣϞʼ σςχ ΦϞβήχΚϥ

ᵓּזΥ ΠοϕΰΜʻ 

Ϙ̧θ“ΦθΜʼ ϤθΜρ◘Πϥ ʻ ϙ Ϊθ

Μρ◘Πϥ ʻ̠ζϦηϦχˢ ╦χˣ Υˮ

≤χ Μράϧ˯ϬᾋνΪϣϦϥʻ 

¸ ≤◕τνΜοϜμρ ϥʼῨΦτσϥʻꜛ χ―ΠϬⱱ

κʼ πΦϥ τ╥ᴥβϥʻ 

¸ בֿ τΤΤϩϣγτʼῖ ΰοʼ◕ Ԍπᵹ

χ ʼꜛ Ϭ︢μοΜϥ ≤◕ʻ 

¸ ớ τꜛ ῐᶨ Ϟ↕Ϥτ╥ᴥβϥʻ 

Ͻ̧к˔Ниτʼζΰοʼ ρ ρχνσΥϤϬὧΤ

ήγῖ πΦϥ ≤τΰθΜʻήϣτʼ ΰΜⱧϬ

θΨήϭ︡Ϥ ϦοϕΰΜʻ 

¸ ớ τӪᾋϬ ΰʼᶨ ᴟήδϥʻ 

¸ ◓‰ ᴟΥ Ϛρ ήϦοΜϥӮʼ τ◓Ӿο

τΣΜοʼכ◦ Πωʼ ▀Ⱳτ ỲΥ θϤʼ

῝Ặῖ ṐḩϬӗΨ►Πϥσς Ὂ̓ↄ Υήϣכ◦

τ  ΰθϜχρσμοϕΰΜʻם

◓̧Ӿο◦כΥ ꜛήϦϥϢΞτʼם ꜛ ρꜛ χ Ϥχ

ˑΥὲῴπΚϥάρπʼӺ χ ϬᾚϣΰθΜʻ 

ς̧ϭσ πϜӗ ΰθ ϬⱱνάρΥπΦϥ ӽʼ

ӗ ΰο ϛϥ ӽʼ ӽχ ●πῖ Υ Ψʼ

ΜνϘπϜ ϙ ΪθΜʼϘθψʼ™ό μοΦθ

Μρ◘Πϥ ӽπΚμοϕΰΜʻ 

₈̧χꜛ τψỲϞᾂ σςʼ ≤◕τ‟ᾅπΦϥϕςⱱμ

οΜσΜχπʼ₈ᵕχЌϳрЬ˔ГϰрϽχϢΞσϱЦр

Еτọ ϬϜμθϤʼ╥ᴥβϥάρΥπΦϥρ◘Ξʻ 
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20 ῇςϭσ ≤◕πΚμο ΰΜπβΤˁ ζχӮτʼṝ Υ ϥάρψᴡπβΤˁ 

ὂ̧ḢϬϢΨβϥθϛϞʼ ϭπΜοᵙ ιρ◘Πϥ

ΦϦΜσᵹ˂˂ᴡϬβϥτϜ σᵹ˂˂ 

ᾝ̧ χ Ϭ―ΠʼςχϢΞσ ├ΥΚϥΤϬ―Πϥ˂ 

₈̧Ϙπӟ τ Υ ΠοΜϥ ≤◕πΚμο ΰ

Μʻ 

¸ꜛ πχӱכּ ψπΦϥιΪ Ϊʼꜛ Ϟכּ ֕ σς

πχӱ Ϭβϥʻ 

ȩ̄̀ẽ Υ σΨσμο ΰΜʻ Ъ̧ϱּגοήϦοΜϥЁЬσςϬ μθϤβϥḕẽϬνΨ

ϥʻ 

¸ ΥϜμρ ΠοʼϜμρ ϥΨᶚΰΜ ≤◕πΚ

μο ΰΜπβʻ 

♂̧υϘπχ Ϭ ԁ ᶚΰϚ˂˂˂ 

◕̧ ʾꜛⱵ χ ρθΨήϭῖ χṐᵓΥΚϥ ≤

◕˴ṓὖτ╥ᴥπΦϥ Ӥṓʻ 

Ϙ̧γψʼꜛ Υᴪ Ϟ ʼự χ ρ◕χϱЦрЕτ╥

ᴥβϥʻ̠ςϭςϭṐᵓϬ ϞΰοΜΨʻ 

¸ꜛ Υςάτ ΰοΜϥΤ ΥνΤσΜΪςʼ

ᾉᵰτΜοϜᾉ τΜοϜˮ ≤◕ᶚΰΜϢ˯μο

◘Πϥ τσμοϕΰΜʻ 

¸ ᶑ‰ Ϭ ≤◕τΰθχπʼ ᾕπψσΜΪςʼᴡΤԁ

νπϜ Ϭ μοΜθϣʼ ᾕχ Ϟự χ τΣβ

βϛΰθϤπΦϥχπʼϜμρ ≤◕ϒχ ᵔϬ ϛοΜ

ΪϥάρΥ Μρ◘μοΜϘβʻ 

¸ ήΜ◓ʼ‰ τיּ ΰΜ ʻ̠ π︣Ϭ₯ΰχ

ϓϥ Υ Πϥʻ︣ῡΜЂЪ˔Еʾ ʻᶘ Υ

ᶚΰΜʼ ΰθᶘם ᶨΥ Ϧϥ ʻ̠ ếπΦ

ϥІЧ˔Іˢᵙ σʾ ΤσˣϞᶚΰΜІЪАЕʾ

☼ Υ ╦ΚϥϢΞτ˂ 

¸ˮ π︣Ϭ₯ΰχϓϥ Ϭ˯ ᾝβϥʻ̠ χ ϙ

τ ϬΰΪϥʻ 

‰̧ ϒχיϞ◓ӾοϬΰοΜϥּיּ ΥϜμρΚμ

οϕΰΜʻԁ ԁ Υ◕χάρϬ μοΜϥʻ 

¸ꜛ τπΦϥάρψ σΜΤϜΰϦσΜΪϦςʼ◓ằ ρ

χῖ Ϟʼ◕ χ ˑρ ΰοϙθΜʻ 

◕χϕΞπКАЕπ ỲϬᾦόΤΪϥʻ 
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ŭ  

Ὦ  ᵓṳʾⱧʾ ‮  יּ

 
 

͒ 
 

3Ὦ13  
5  ͎ᵕ 

≤◕◓ςϜʾ◓Ӿοᵓṳ 

ʾ ≤◕άςϜὓᵊˢᴠ ˣχ├ τνΜο 

ʾάςϜʾ◓Ӿο◦כИ˔Ї ₰τνΜο 

3Ὦ21  
1ᴗ  ≤◕άςϜὓᵊ 

├ τἰϥ ḩἰᴿᵓṳ 
ʾ ≤◕άςϜὓᵊχ├ ʼᵵ τνΜο 

6Ὦ4  

˙6Ὦ26  
ϯрϾ˔Е ₰χם☼ 

ʾάςϜχ ᶨτνΜοχ ₰ 

ʾ ʿ ᶘ͑ ⱪ ẉό ῐּי 

ᶘ͎ ẉό ῐּי 

6Ὦ13  

˙6Ὦ26  
ϯрϾ˔Е ₰χם☼ 

ʾάςϜʾֿיּבχ ᶨӪ꜡τḩβϥ ₰ 

ʾ ʿ‰  ˙͏͕⅞χ ˢ ⌠Ӯ ˣ 

6Ὦ14  

˙6Ὦ26  
И˔Ї ₰χם☼ 

ʾάςϜʾ◓Ӿο◦כИ˔Ї ₰ 

ʾ ʿ ᶘ ⱪ χ ῐּיˢ ⌠Ӯ ˣ 

ᶘ ⱪ χ ῐּיˢ ⌠Ӯ ˣ 

7Ὦ3  
͎ᵕ ≤◕άςϜὓᵊ 

├ τἰϥ ḩἰᴿᵓṳ 

ʾ ≤◕άςϜὓᵊχ├ τνΜο 

ʾ 2ṍ◓ςϜʾ◓Ӿο◦כⱧỘὓᵊχ ᴣʾᾁ  

ʾжϱТІГ˔Ѕ ⱧỘԁ χ⌠ τνΜο 

7Ὦ23  
͒  ͍ᵕ 

≤◕ ◓ ὲ Ẹṳᵓ 

ʾ ͎ⱳ ◓ ὲὓᵊχ ᴣʾᾁ  

ʾ ≤◕άςϜὓᵊτνΜο 

8Ὦ5  άςϜʾֿיּבτḩβϥӪᾋ ︡ 

ʾ‰  ЌϳрЬ˔ГϰрϽ 

Г˔Ыʿ♆θκΥνΨϥ20 ῇχ ≤◕χ  

˙ ≤◕άςϜὓᵊ├ τΰΪο˙ 

8Ὦ26  

˙9Ὦ9  
άςϜʾֿיּבτḩβϥӪᾋ ︡ 

ʾ◓ӾοЂ˔ϼи╥ᴥּי 

ʾ◓Ӿο◦כ„℅╥ᴥּי 

10Ὦ2  
͏ᵕ ≤◕άςϜὓᵊ 

├ τἰϥ ḩἰᴿᵓṳ 

ʾ ≤◕άςϜὓᵊ ӛτνΜο 

ʾжϱТІГ˔Ѕ ⱧỘԁ τνΜο 

ʾάςϜʾ◓Ӿο◦כτἰϥИ˔Ї ₰ὫᴮτνΜο 

10Ὦ10  
͒  ͍ᵕ 

≤◕◓ςϜʾ◓Ӿοᵓṳ 

ʾ ≤◕άςϜὓᵊ ḧӛτνΜο 

ʾжϱТІГ˔Ѕ ⱧỘԁ τνΜο 

ʾ 2ṍ◓ςϜʾ◓Ӿο◦כⱧỘὓᵊχ ᴣʾᾁ  

͍0Ὦ16  
͐ᵕ ≤◕άςϜὓᵊ 

├ τἰϥ ḩἰᴿᵓṳ 
ʾ ≤◕άςϜὓᵊ ḧӛτνΜο 

11Ὦ8  
͑ᵕ ≤◕άςϜὓᵊ 

├ τἰϥ ḩἰᴿᵓṳ 

ʾ ≤◕άςϜὓᵊ ḧӛτνΜο 

ʾжϱТІГ˔Ѕ ⱧỘԁ τνΜο 

11Ὦ20  

˙12Ὦ16  
ОУзАϼЀЮрЕ̎χם☼ ʾ ≤◕άςϜὓᵊ ḧӛτνΜο 

12Ὦ16  
≤◕ ◓ ὲ Ẹṳᵓ 

ˢ ˣ 
ʾ ≤◕άςϜὓᵊΩ ӛτνΜο 

12Ὦ10  
6ᴗ  ≤◕άςϜὓᵊ 

├ τἰϥ ḩἰᴿᵓṳ 
ʾ ≤◕άςϜὓᵊΩ ӛτνΜο 

12Ὦ10  
͒  ͎ᵕ 

≤◕◓ςϜʾ◓Ӿοᵓṳ 
ʾ ≤◕άςϜὓᵊΩ ӛτνΜο 

̗ ≤◕◓ςϜʾ◓Ӿοᵓṳẉό ≤◕ ◓ ὲ Ẹṳᵓχ τνΜοψʼ ὓᵊ├ τḩἰβϥṳ χϙϬ

ΰοṜ∏ΰοΜϘβʻ  
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Ů  

  ῎     

Κ ICT ˮInformation and Communication Technologyˢ Ṫ ˣ˯χ πʼ

Ϟ τḩβϥṪ χ ʻ 

ˢΚΜϧˣ ⱧϬ ϛϥ π ΫρσϥϜχϞ Ὧʻ 

ϵЅрНж▀ῇΞν ל ♠  ▀ῇΞν χᾁ₰Ϭ ρΰο⌠ϣϦθל ʻϱϻзІχ ᴬӺϣ

τϢμο 62ˢ1987x τ ήϦʼ ᵦᶆ⁯π► ήϦοΜϥ  ̒

≤◕ ΥΜּיὓᵊ ΥΜ ♅ὓ

ᵊ ΥΜⱪ ♅ὓᵊ 

≤◕ ͐ⱳ ΥΜּיὓᵊ ͓ṍ ΥΜ ♅ὓᵊ ͏ṍ ΥΜⱪ

♅ὓᵊχάρʻs ὓᵊ├ Ⱳˣ 

≤ ꜛ ί ≤◕ρ χ4 ˢ ʼᴥ ʼ ʼ ˣΥ ὀΰοʼί

ӽ χ ϣΰτ σṐ Ϭᶎ ΰʼ ϙϢΜϘκξΨϤϬ ϛϥθ

ϛχ  ʻ 

Τ ḼỘ  ῡ ϞὊↄ▀Ộ σςΥԁ ӟ χṁ Ϭ θΰθḼỘϬ

βϥ ʻ 

Ṱ ễӾᶘ  ᶘ ρ ᶘ χ9 ḧχṰ ễӾϬԁḤΰο“Ξᶘ ʻ 

ῖ ӗ ễӾ◙  ⁯ᴪ῝ӗӦԌᵓΥ⌠ βϥʼῖ ӗ ễӾϬ“Ξ∑τ῟ᴮ Τν τ

“Ξθϛχ◙ ʻ 

›ὓ  15⅞Τϣ 49⅞Ϙπχ χ χ›ὓχάρπʼ͍ χ

Υԁ χḧτ▀ϚάςϜχ χ ỡʻ 

◓Ӿο ᶧ◦כЈрЌ˔ ︠τ ▀ ẉό ⱪχם Ϭ Ӄΰʼ ʾ ▀ʾ◓Ӿοτḩβϥᶆ

χ τᴂα ├Фжрχכ̓◦ Ϟ ӽχ ὲʾӺ ʾ ♅τḩβϥṐḩ

ρχ Ϭ“Μʼ ◓ ὲ☼├ρ◓Ӿο◦כ☼├ρχԁ σ ằ

Ϭ αοʼ ▀ ẉό ⱪχὲῴχ ⱱẉό τḩβϥ ᶧ σ◦

Ϭ“Ξכ ʻ 

άςϜᴪ ЈрЌ˔ άςϜϞ◓Ӿο ʼ ▀ Ϭ τӺ ʾ ♅ʾ ӾʾễӾσςχ

ΤϣὋ ΰοԁ σ◦כϬ“Ξ ʻ 

◓ςϜƋ◓Ӿοḩ ͏  ˮ◓ςϜʾ◓Ӿο◦כ ˯̓ˮ άςϜה χԁ ᵠ ˯̓ˮ ◓ςϜʾ◓Ӿ

ο◦כ ẉό άςϜה χԁ ᵠ χ☼“τ Ξḩἰ χ

τḩβϥ ˯χ͏νχ◓ςϜʾ◓Ӿο◦כ χ₢Ấρσϥ  ̒

άςϜЂЪ˔ЕӺ ≤◕ Ԛ ⱪᴬτϢϥᾆ ᵓτ╥ᴥΰʼ ꜡Ϟ ʼ ὀ ϬẶ

ΰθӺ ṐḩχΞκʼ ≤◕ ԚΥ ΰθӺ Ṑḩʻ 

άςϜ  NPOϞЩжрГϰϯ σςΥʼάςϜθκτ Ϙθψ ᶛπ ⱧϬ

ằβϥ ʻ 

άςϜ ḧӗ Ѐ˔и ẋ ᾉΥ“μοΜϥⱧỘπ ά̓ςϜΥẍσ ṓϞΪΥϬΰθρΦτʼ ḧ

τ τϢϥӺ Ϭ ΪϥάρΥπΦϥЂ˔РІʻ Ⱳḧψ

ῂῇ7ⱲΤϣ ῂ 8ⱲϘπʼ ψᵵφ15⅞ϘπχάςϜχיּ

ῐּיσςʻ ‹ψʼФАЄвᵕ χᾧ Ϟὀ χ ›ψ

ˮ̌8000̓˯ФАЄвᵕ ӟᵰχᾧ ϞPHSχ ›ψˮ022-212-

9390̒˯ 

Ѐ˔Ш˔Е ᴟ  ṁ χ ʾ ῢϬϜρτ ⱳ̓χ χ ʾ ῢϬ ὓΰ ζ̓

χἣϤ ΰτϢμο ῢϬ ὓΰοΜΨ ʻ 

ή ▀ῇООӾẈ άςϜΥ ϘϦοΤϣ 8 ḧӟ τ︡ πΦϥӾⱪẈỘ ʻ ͐

10ὮτӾⱪʾᵒῐẈỘ Υᵠ ήϦʼ χӾⱪ╥ᴥϬ βϥθϛτ

ήϦθʻ 

ꜛᾪ‖ ḇ ꜛ χ ∕Ϟᴣ Ϭ‖ βϥḇᶐϞḇ χάρʻ 
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  ῎     

ⱪ ῐ☼  ⱪ ♅ τṁξΜοʼ ῐּיχΜσΜⱪ Ϟẃ ήϦοΜϥⱪ σς

Ϭ ῐΰʼꜛ Ϭ◦כβϥ☼ ʻ 

Ộ  15⅞ӟ χ ῢτ ϛϥ Ộּיχᶤ›ʻ 

 ῢ1,000ΚθϤχ χᶤ›ʻ 

ЅвИϯз˔Ѝ˔ άςϜᵓσςχᶨ Ϟ όχз˔Ѝ˔ρσϥ ᶘ Ϟ‰  Ϭ ρΰ

θ ЩжрГϰϯʻ 

Іϼ˔иϸϳрЈж˔ ᶘ πάςϜϞ ῐּי ễ̓ ԌϒχϸϳрЈзрϽϞ◙ ʾ ᾠϬ“Ξ

● ʻ 

Іϼ˔иЊ˔Єаим˔ϸ˔ ⱪ ʾ χᶘ  ᶨτΣΪϥΜαϛʼ  ʼ “Ӯ ⱪ̓ ẃ σς

◙ χᴿ ẉό ₉τ ᴂβϥθϛʼễӾ τḩβϥ ꜡τᴥ

Πο ᵓזּ̓ ♅σςχ σ ꜡ʾṪ Ϭ Μο ⱪ̓ ʾ ϒχ◦כ

Ϭ“Ξʼּזᵓ ♅●Ϟ ὲ ♅● ʻ 

βάϞΤТϮϱи Ϟ τ ΥΚϥάςϜχθϛχ ТϮϱиʻכ◦ ≤◕πψ

◕ Ӿ☼ ʼᶘ ʼὲῴ ᴿσςπ ΰοΜϥʻ 

ᵦ Ộӹ▀ ּזᵓϞḕẽτ ᴂΰσΥϣʼᴡ τϜϩθϤὋ ήϦοΦθ ꜛ χ

Κϥ σ ▀Ộρ ζ̓Ϧτ τḩϩμοӾϘϦθ ᴟ ж̓рЖ

ІϾ˔ФˢὂḢʾ ὂˣẉόЄ˔ІϾ˔Фˢᵤὂˣ̓ Ộ σς

Υ ῀τḩ ΰοԁ ρσμθʼ ᵦ τ σ ▀ỘϬְ

Ϛ ӽʻ⁯∑ › ỘṐḩ(FAO)τϢϤ ήϦϥʻ 

θ ӽӺ ὀẤ ☼  ӽ χӺ ṐḩΥ ὀΰοʼḆּיτ σӺ Ϭ ằβϥθϛχẤ

☼ ʻ 

ӽ ▀ṍ ◓Ӻ ЈрЌ˔ ▀ ᴬϞ ⱪᴬʼ ⱪ Ⱶ ☼ˢNICUxσςχע Ϭ Πʼ ▀

ṍs ▀ ῇχⱲṍ τxḩ βϥ‰ σӺ Ϭ“ΞӺ Ṑḩʻ ᾉΥ

ΰοΣϤʼ ӽχ ᶋ ԚρΰοṐ βϥʻ 

ễӾʾ Ӿ☼  ◕Ỹ Υ☼ ἷẚ χ◦ẚτἰϥ☼ ρΰοᶎ βϥễӾʾ Ӿ

☼ ʻ 

ψ ᵲ ꜛ ʼϯІЧиϹ˔ ῙἪζχ χῲ ᵲʼᶘ ᵲˢLDx̓

ӪὧḪ ᵲˢADHD)ζχ άϦτ βϥ Ṑ χ ΥΜʻ 

ОУзАϼЀЮрЕ “ ṐḩΥ ├Ϭם☼βϥ∑τʼὓᵊσςχӛϬ῝ ΰο ΤϣӪᾋ

Ϭ βϥ︣ Φʻ 

PDCAЂϱϼи Planˢὓᵊˣ̓ Dos ˣ̓“ם Checkˢ ᴣˣ̓ Actionˢᵠ ˣχФкЈІϬ

ἣϤ βάρπʼὋ τỘ ᵠ Ϭ“Ξ︣ ʻ 

ТАᴟ ῢ χТАᴟЗЕзϳЭ ׁπԁ Ⱳḧs ͍ ḧ ΞxΥΜϬβϥά

ρπʼϚΰⱦϬ βϥ ʻ 

Тз˔Іϼ˔и  ϞϋΦάϜϤ ὖ̓ χ ᵲʼ ᵲʼ ᵲσςχ π

ᶘ τ“ΪσΜάςϜθκϬ ρΰθ ḧχễӾṐḩʻ 

ФйЀрЈФЄдрϾϯ χ Ϭ―ΠσΥϣ ϞϸАФиΥꜛ θκχ ᶨϞὲῴτΰΦ›

Ξάρ  ̒

Т˔ЖНрϼ Ю˔ϸ˔Ϟ ᴪσςΤϣʼ τל ψσΜϜχχ Υ₉ σ

Ϭ ϛʼ ♅☼ Ϟ₉ẖ σςτ π ằβϥЩжрГϰϯᶨ  ̒

ӾЀрЄϴиЅв ӾϬṆ βϥ ῐּיϞζχᴪ χⱧ ϞṆ τ›μθ ӾЂ˔РІχ

ằϬ“Ξ χ Ԍʻ 

Ӿ ⱪ Ӿ  Ӿ Τϣ ᶘ τάςϜϬԏΦὋΩ∑ʼάςϜχ Ṝ Ϟ ệʼ

ӪⱧϬςσ‮ ΰΨṜ∏ΰθ ʻ 

Ӿ Ӿ◙  Ӿ τΣΪϥ Ӿχ Ϟְ֫ τνΜο ϛθ◙ ʻ 



 

132 

  ῎     

ᴿῇ◓ςϜễע ᴿῇχάςϜθκχạ χ͍νρΰοʼ ӽχ σ ˑχ╥ᵊϬ

ο ά̓ςϜθκρρϜτᶘ ϞІЪ˔Бʾ ᴟᶨ ʼ ӽ ρχῖ

ᶨ χ︡Ϥ ϙϬם☼βϥⱧỘʻ 

◓ ΥṓτσϥάςϜϞӾⱪτ ה ӗχΚϥ ῐּיσςΥ ◓π ΰה

οʼ ӾϞ ᶨτΣΪϥṁ ⌠χἩ σςϬ Ϊϥ☼ ϞⱧ

Ộʻ 

ὲῴḚ ◙ Ⱨ‮ ϸ˔Ж Ϟ ▀ῇχ ◙Υʼ︠ⱵӺσςΤϣיּ Ϭ Ϊθ ϬⱧ

Ộ︠τ Πϥθϛχϸ˔Жʻ ᾼ Ṑᵓỡ 13 τṁξΨ◙ π

ϛϣϦθ ꜠πʼⱧỘ︠ψṜ∏ τᴂαθ σ Ϭ„αϥṰ

ΥΚϥʻ 

Ϙ ЫЌИГϰЫ˔ϼ ▀ Υῖ ṐḩσςϬ βϥρΦτ τ Ϊʼ ӤΥ ▀ ϒχ

ϬꜘΰϞβΨβϥЫ˔ϼʻ 

Ϟ брϽϾϯж˔ Υ Ξρ ήϦοΜϥᴪⱧϞᴪ χ σςϬ τ“μ

οΜϥάςϜϞֿיּבʻ 

ῐⱪ  ῐּיΥΜσΜ Ϙ̓θψ ῐּיτḗ ʾ ῐήδοΣΨάρΥ ιρ

ϛϣϦϥ18⅞ χάςϜʻ 

ϣ жϱТІГ˔Ѕ χ ρσϥ Ⱨs ʼ ᶘʼ Ộʼ Ὣ̓ₒʼ ▀ ◓̓Ӿοʼ

σςˣτϢμοỸ ήϦϥ ᶨḕẽχ ᵬʻ 

 ῢˢ15⅞ӟ χ ῢχΞκʼ ΜοΜϥ +ḁ ﬞỘּיˣϬ15⅞

ӟ χ ῢπᶤμθᶤ›ʻ 

к˔иФйϱ ם∑χ Ϟ ệϬ ΰοʼṮⱨ ᾓϬ ΰο σ ᴂ Ϭᶘϐ

︣ ʻ 

ϩ м˔ϼʾжϱТʾНжрІ ▫Ⱨρ ᶨχ Ϭ σΨםᾝΰʼ πῨϘΰΜיּ ῟ᴮϬ‰ϛϥ

άρϬ ◙β―Π Ϟ︡Ϥ ϙʻ 
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Ŧť ɒȍȾȢȯºȡ ╗  
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